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　大学は、今日、少子化による入学者の減少、高等教育大衆化や生涯学習社会の進展に

よる様々な学生の進学、国際化や情報化による教育研究手法の変革、政府財政緊縮に伴

う自主財源の確保の必要性、規制改革や民営化の進展など、社会の大きな変化の波にさ

らされている。こうした変化に大学が対応していくことを目指して、大学審議会や中央

教育審議会等によって、自己点検評価の導入、FDの実施、教育研究支援組織の整備、管
理運営の改善、国立大学については法人化等様々な方策が提言され、継続的に大学改革

が実施されてきた。

　審議会等の提言文書の中には、本書が対象とする大学職員についての提言も含まれて

いる。例えば、平成 10年の大学審議会答申『21世紀の大学像と今後の改革方策につい
て』では、組織運営体制の整備に関連して、「学長、学部長等の行う大学運営業務につ

いての事務組織による支援体制を整備すること、国際交流や大学入試等の専門業務につ

いては一定の専門化された機能を事務組織にゆだねる」ことが提言された。その後の審

議会答申や各種調査検討会議等の報告書においても、重ねて職員に関する提言が行われ

ている。

　審議会や調査検討会議等の提言の主要な要素の一つは、大学管理運営・経営並びに教

育研究支援の専門化である。その背景としては、大学のそれらの機能を担う職員の専門

性向上が、今後の大学改革の重要な鍵の一つと捉えられているものと考えられる。他方

において、職員が特定の業務領域に高い専門性をもって特化して従事するといった専門

職化がアングロ・サクソン諸国で既に実体として進行していることから、特に米国の大

学をモデルとした専門職化を含む職員開発に関する提言も少なくない。また、大陸欧州

諸国やアジア諸国においても、高等教育が大衆化し大学の自律性拡大が目指される中で、

職員の専門性向上を指摘する政府報告書や学術的研究等が数多く見受けられる。

　しかしながら、上述のように職員の専門職化や専門性向上に関する様々な提言があっ

たにも関わらず、我が国の大学においては、教員による主要管理職就任、委員会方式に

よる意思決定、職員における一般職（ジェネラリスト）の重視などの理由から、専門職

化が広範に取り組まれることはなかった。今日においても、職員のキャリア形成の現状

や特に米国の大学と比較して日本の大学における職員が少ないことに鑑みて、職員が特

定の機能に特化する形での専門職化は望ましくないという指摘も多い。現状においては、

将来に向かって着実に職員の専門職化が進むものとは考え難いのが現状である。

　かかる状況認識の下で本書は、職員の専門職化を軸として、日本及び幾つかの外国を

取り上げて、職員開発や事務組織の現状、職員の今後の在り方等について検討したもの

である。以下簡単にその内容を紹介したい。

　総論に当たる第 1章及び第 2章では、世界と日本における大学職員の専門職化に関す
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る動向を概観し、第 3章以降の記述を踏まえて課題や今後の在り方への示唆等を提示し
た。続く第 3章及び第 4章では、日本の大学における教育研究以外の諸機能から学生系
と教務系を取り上げて、職員の専門職化についての検討を行った。これら両機能を取り

上げたのは、財務や人事といった（狭義の）管理運営部門に必要とされる専門性は他の

機関（営利・非営利）のそれと大きく変わらないこと、また、近年、大学行政管理学会

や国立大学マネジメント研究会など実務家を中心とした組織が精力的に管理運営の研究

を行っていることに鑑み、大学固有の業務であり、大学特有の専門性（あるいはその要

素）があると考えられ得る学生系と教務系に重点を置いたものである。第 5章及び第 6
章は、それぞれ教職協働、事務組織の在り方から職員について論じたものである。第 7
章以降は、海外の調査報告である。第 7章及び第 8章は米国に関するもので、前者は学
生支援の中の懲戒担当専門職員を取り上げている。後者は国際交流を主として扱ってい

るが、大学内の専門的機能のみならず大学外の関連機関が多数存在し、当該領域の専門

職員のキャリアが幅広いことを提示している。第 9章は､日本の国立大学法人化等とも通
じるフランスにおける大学自律性拡大の下での職員の在り方を取り上げたものである。

最後の第 10章は中国の事例で、幹部職員と一般職員についての専門性育成の在り方等を
論じ、特に経営に関する研修が不足していることを指摘ている。

　本書は､編者が代表を務めた平成 17～19年度の科学研究費補助金研究「競争的環境下
の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究」の研究成果報告書（平成 20年 3
月発行）に収録された論考の一部に考察を加え、更に新たな協力者を得て幾つか原稿を

追加して編集されたものである。多忙な中で貴重な時間を割いて原稿を作成いただいた

執筆者の方々には、この場を借りて厚く御礼を申し上げたい。

　　平成 21年 2月
編　者
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第1章　大学職員の専門職化の国際的動向

大場　淳

　本章は、職員の専門職化に関連して、それが必要である指摘とされる背景、その国際

的動向について概観するものである。なお、本章が本書の冒頭に位置することから、最

初に基礎的な概念（用語の定義）について若干の整理を行う1。

1．用語の定義

（1）大学
　本書は、考察対象とする職員が所属する機関を大学としているが、大学以外の高等教

育機関も考察対象に含まれる。日本の短期大学、フランスの
グ ラ ン ・ デ コ ー ル

Grande école2（専門職大学

校）、ドイツの
ファッハホッホシューレ

Fachhochschule（専門大学校）、オランダの
ホ ー ヘ ス ホ ー ル

Hogeschool（高等職業教育
校）のように3、多くの国において大学以外の高等教育機関が存在し、かつ日本の大学と

類似の機能を有することから、考察の対象に加えることが適当であると考えられるため

である。

　但し、大学以外の機関の中には一般に大学と較べて小規模なものが多く、また、自治

や学問の自由の保障の点においても必ずしも大学と同様の原則が適用されないことがあ

る。そのため、一般に大学が有する文化とは異なる文化を有することが多いことに留意

が必要である。例えば、英国では、旧ポリテクニックが大学とは異なる文化を有してい

たとされる（Becher and Kogan, 1992）。また、機関の規模が構成員間の関係─組織文化
─に影響を与えることは、Tierney and Minor（2003）や Kaplan（2004）の米国の大学ガ
バナンスに関する調査等で明らかになっている。このような組織文化の相違は、後に述

べるように、職員の役割の在り方にも関係する。

（2）職員
　日本の法令上、大学の職員には、学長以下、教員や事務職員、技術職員等、大学で雇

用される者全てが含まれている（学校教育法第 58条第 1項）。しかしながら、本書が主
として考察の対象とする者は、教育研究を本務としない教員外職員である。当該職員は、

通常、日本の大学では「大学職員」又は単に「職員」と称される者である（大場 , 
2006）。したがって、本書で取り上げる「職員」は、原則として上記教員外職員を意味
し、「大学職員」と同義である。但し、文脈に応じて法令上の定義に従って当該用語を

用いる場合がある。
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　他方、日本の大学では、教員の身分を持ちながらも、実際は伝統的な意味における教

育研究活動に従事しない職員（学校教育法の意味での）が存在する。その多くは、学生

募集・入学審査、キャリア開発、就職支援、留学生・国際交流業務、情報処理、産学連

携などといった高い専門性が必要とされる専門業務に従事する者であり、往々にして事

務組織とは別個のセンターや室等に配属されている。これらの者も本研究の対象であり、

基本的には本研究で言う「職員」に含まれる4。教員の身分を有するこれらの職員は、教

育研究業務（academic affairs）と管理運営業務（administrative affairs）の狭間に位置する
者であって、基本的には後者に従事する大学職員の専門職化の検討においては欠かせな

い存在である。

（3）専門職化
　大学職員の「専門職化」については、既に先行研究（大場〔代表〕, 2005）で基礎的な
事項の検討がなされている。当該研究では、職員が「体系化された高度な知識を有し、

知識社会で中心的位置を占める知識労働者」である専門職（プロフェッショナル）とな

ることと専門職化を定義し、大学院や専門職団体等が提供する専門的教育訓練を前提と

するものと位置付けた。この定義は基本的には維持されるものと考えるが、文脈によっ

ては、必ずしも知識の体系化といった段階に至らないまでも、幅広く職員の専門性向上

を含んで議論を行っている。その意味での｢専門職化」は、時によっては職員の｢開発」

とほぼ同義である。

　専門職化の対象となる職員の専門性の内容については、職務領域に応じて個々に判断

されるべきものであろう。一般的に言えば、人事、財務、広報、教務、学生支援、産学

連携等、大学業務の諸領域に対応して必要とされる専門的知識・技能で体系化されてい

るものに基づく専門性を前提としている。

2．職員の専門職化

（1）職員の専門職化が必要とされる背景～質保証の観点から
　1980年代以降、高等教育行政において欧州の多くの国が採用した手法は、行政の効率
化を目指して採用された新公共経営（new public management: NPM）又はそれに類する政
策に基づく市場や競争原理の活用（以下「市場化」と言う）である（OECD, 2004）。市
場化の代表的な例として、1980年代に始まった英国サッチャー政権による大学改革が挙
げられる（Amaral, 2007）。日本においても、平成 3年（1991年）の大学設置基準大綱

化に始まる大学教育に関する規制緩和や平成 16年の国立大学法人化等に市場化の導入が
見て取れる。

　1980年代が効率（efficiency）の時代であったとすれば、1990年代は質（quality）の時
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代であると言われる（Frazer, 1992）。その 1990年代、世界の高等教育制度において質保
証の枠組が飛躍的に発達した。その背景は、1980～1990年代から多くの国において、高
等教育の大衆化に伴う入学者の学力水準の低下、従来の質管理手法への疑念、説明責任

要求の増大、業績と費用対効果の改善、国際化、競争的高等教育市場の形成などといっ

た高等教育を取り巻く環境の変化によって、従来の国による統制に代わるものとしてそ

の整備が促されたことにあると言われる（Damme, 2002）。
　市場化や質保証によって規定される新たな高等教育の統治形態においては、政府の権

限が制度の適切な運営の確保並びに全体の利益の保護に限定される（Garcia, 2006）と同
時に、機関の自律性及び責任は拡大する。かかる制度においては、大学の内部統治の在

り方にも変化が見られ、それらは多くの国において意思決定機関への外部からの参加及

び執行部の権限拡大という二つの形に典型的に現れている（OECD, 2003）。高等教育機
関は政府の多くの政策や社会・経済全般において中心的な役割を期待されるようになっ

ており（Dizambourg, 2007；Henkel, 2007；World Conference on Higher Education, 1998）、
期待される役割はしばしば大学の対応能力を越えてしまっている（Clark, 1998；OECD, 
2004）。大学が更に説明責任を果たし、幅広く社会との連携を推進し、外部資金を獲得

することに対する圧力が高まるに連れて、教員であることが多い管理運営責任者に学術

的卓越性以上の能力が求められるようになった。その結果、学長を始めとする上級管理

職員は学術的観点からだけでなく指導能力に基づいて選ばれるようになる反面、制度的

には伝統的な全学参加的・合議的組織の権限及び意思決定過程への関与は縮小すること

となった（OECD, 2003）5。

（2）専門職の発達

　上に述べた変化に伴って、管理運営組織に対する学内外からの要求は多様化・高度化

してきた。そして、かかる要求に対応するため、職員には高い専門性（professional com-
mitment）と高度な技能が必要となり、少し前までは想定できなかった程度の責任を分担

することが求められるようになった（Damme, 2002；Dobson and Conway, 2003）。今日、
大学は教育研究以外の主要業務領域において、専門的管理者（professional manager）や
様々な専門性を持った職員を必要としている（McInnis, 1998；OECD, 2004）。
　こうした状況を踏まえて、これまで様々な国において、大学職員の役割の見直しにつ

いて報告や提言が行われ、政策が実践されている。

● 英国では、デアリング報告（National Committee of Inquiry into Higher Education, 
1997）が、情報技術の発達、教育の提供法の変化、高等教育における「企業文

化（enterprise culture）」の発達に伴って、事務・支援職員が大学でより中心的な

役割を担うようになっているとし、その変化に対応して職員開発政策を見直すこ
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とを求めた。Shattock（2003）は、教育研究関連職員（academic-related staff）6の

任用における質の重要性を指摘しつつ、これらの職員は教育研究の優れた業績の

解釈及び適切な大学運営のための地域資源の効率的活用において鍵となる役割を

果たすと述べている。

● フランスでは、大学の自律性を大幅に高めた契約政策（Musselin, 2001）に関す
る政府評価報告書（Frémont et al., 2004）において、大学の戦略的計画を策定・

実施するために管理職員の専門職化が必要であることが指摘された。2007年の
大学自治に関する新しい法律である大学の自由と責任に関する法律（大学自由・

責任法）に関連して、ペクレス高等教育・研究大臣は新たな専門的経営技能の必

要性に言及した（Pécresse et Chupin, 2007）。また、同法によって、高い専門性
を持つ者を一般公務員制度の枠外で任期付職員として採用することが可能となっ

ている。

● ドイツでは、大学職員の研修は公務員としての研修が中心であったが、近年、ベ

ルテルスマン財団とドイツ学長会議が共同で設置する非営利有限会社である高等

教育開発センター（Centrum für Hochschulentwicklung: CHE）や大学及び学術支援
団体等を会員とする社団である学術経営センター（Zentrum für Wissenschaftsma-
nagement: ZWM）等が、専門的な研修を行っている（金子, 2006）。

● 1980～1990年代を通じて、ノルウェーでは事務職員の専門職化が進展した。

Gornitzka and Larsen（2004）は、大学職員団の再編成に関連して、同国の大学が

専門化した大学管理運営へ向かっていることを示す様々な兆候を伝えている。

● オーストラリアの全国調査によれば、専門的管理職員（professional administra-
tor）は教育プログラム管理やその提供等の領域において次第に中心的役割を担

うようになっており、そのことは教育研究業務の在り方に重大な影響を及ぼして

いる（McInnis, 1998）。大学が学外の機関に対して説明責任を果たさなければな

らなくなるに連れて、中心的価値観（core values）への職員による理解は大学の

自律性維持にとって一層重要となり、教育研究に近い領域で活動する管理職員に

よる統制の対象はカリキュラム選定や提供法、研究のテーマ等に及ぶようになっ

ている。

● 中国では、教育部（日本の文部科学省に相当）の直轄機関である国家教育行政学

院が大学の幹部職員を対象とした管理運営に関する専門的な研修活動を行ってい

る。また、外国の大学と連携するなどして、大学管理職員向けの大学院教育課程

が次第に整備されつつある。キャンベラ大学（豪州）と連携した杭州師範大学専

門人材養成プログラム（educational leadership）、ペンシルバニア大学（米国）と

連携した北京大学教育大学院と国家教育行政学院の「高級教育行政管理博士

（Executive Ed. D.）」課程が例として挙げられる。
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● 韓国では、政府の委託を受けた弘益大学校大学特性化事業団が、大学の競争力強

化を目的とした「大学行政・経営専門家養成開発プログラム」を展開している。

当該プログラムは大学職員を対象とし、大学教育に対する基本的な理解、大学行

政経営専門家としての実務能力開発、大学の教育・研究・サービス機能及び運営

支援能力の強化を目的とするものである7。

　なお、米国については国の政策は存在しないが、大学の連合組織である米国教育協議

会（American Council on Education: ACE）が専門性開発の研修を従来から実施している。
同国においては、教職員において教員外専門職員（non-faculty professional）が占める割
合が、1976年の 10.6％から 2005年には 23.1％まで上昇し､逆に専門職ではない一般職員

の比率は 45.1％から 31.1％に減少している（図 1-1）。Rhoades（2000）は、かかる教員
外専門職員の増加を学術資本主義（academic capitalism）の進展の現れと捉えている。す
なわち、従来一般職員が従事してきた各種業務の外部委託化等が図られる一方で、他方

において高等教育の市場化に対応するために様々な専門職が雇用された結果、全体とし

て人件費が増大し、同国の高等教育が高コストとなっていることを批判的に述べている。

図 1-1　米国の大学における教職員の構成比率

出典：米国 NCES統計資料を基に作成

3．教員と職員の協働と境界の不明瞭化

（1）教員の業務の複雑化と教職協働の必要性

　上述の教育研究外機能の発達に並行して、教員の機能が複雑になったのみならず

（Eckel, 2006）、教員や教員が属する組織の権限の縮小が認められる（Marginson, 
2007；McInnis, 2006；OECD, 2003）。Askling（2001）は、学生数の急激な上昇、プログ
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ラム及びコースの更新、カリキュラム開発、政府から大学への権限委譲は、外部資金へ

の依存増大とも結び付いて、全ての種類の教員の機能・活動の複雑化をもたらしたとし、

また、OECD（2004）は教員の役割拡大に言及しつつ、教員は商業活動、専門的相談活

動、助言活動、その他の社会貢献活動を行うことが期待されていることを指摘している。

他方、McInnis（2006）は、専門・技術職員が有する特殊技能に教員が依存する程度が劇

的に増大したと同時に、教員が意思決定へ関与する度合いが減少したことを述べている8。

　かかる教員・教員外職員の職務の複雑性並びに両者間の力関係の変化に伴って、両者

間の協働の必要性が繰り返し指摘されてきた（Conway, 1998; Dobson and Conway, 2003; 
Gordon and Whitchurch, 2007; McInnis, 1998; Whitchurch, 2004）。例えば Duke（2003）は、
様々な範疇の職員集団（事務職、専門職、教育職、技術職）間の協働の増大が新しい経

営管理の一側面であるとしつつ、それは大学が大きく依存している外部ネットワーク─

大学が知識社会において継続して役割を果たすために不可欠なものである─に必要とさ

れるものであり、当該ネットワークの拡大とともに教職協働の必要性が拡大すると指摘

している。また、Gordon and Whitchurch（2007）は、今日の大学は同時に地域的かつ世

界的環境に対応しなければならず、社会連携活動、地域における事業展開、海外キャン

パス等に例が見られるように、教育研究活動を外部の環境変化に柔軟に対応することに

努めてきた結果非常に複雑な組織となり、管理運営組織において教育研究活動を環境の

変化に対応させることができる人材の確保が重要となっていると述べている。更に Hen-
kel（2007）は、知識生産の作業モデルにおける重点・影響力の移動が生じてきていると

し、その結果教職協働は不可欠であると指摘する。すなわち、学問領域に基礎を置く概

念的・理論的・方法論的枠組内の個人的考察や問題解決に対して個人と認識論の相互作

用と対話の潜在的生産性に重点が置かれるようになっており、それに伴って教職協働が

重視されるようになっていると述べる。

　一部の政策や研究においては意思決定の迅速化を図るため学長を中心とした執行部へ

の権限集中を推奨するが、多くの研究は教職協働─これは米国で伝統的に重視されてき

た共同統治（shared governance）に通じる─の重要性を指摘していることは注目すべきで

あろう。今日においても米国では、多くの大学で意思決定における共同統治は維持され、

多くの構成員によって支持され続けてきていることが調査（Tierney and Minor, 2003）で
明らかになっている。

（2）教員と職員の境界の不明瞭化

　教育研究外機能の発達のもう一つの結果は、Henkel（2000）やMcInnis（1998）、その
他多数の論者が指摘するような教員・教員外職員間の境界の不明瞭化である。Gordon 
and Whitchurch（2007）は、高等教育の新たな環境における文脈付けが必要となるような
支援業務の拡大に言及しつつ、こうした文脈付けができる専門職員が、教育研究業務、
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学内構成員、外部連携者との境界で「通訳」の役割─これは「準教育研究業務（quasi-
academic work）」とでも呼ばれ得る─を果たしていると指摘する。両著者は、こうした

職員の出現は職員における多様性の増大をもたらしただけではなく、教員と専門職員の

間の境界を不明瞭にすることとなったと言う。同様に、Rhoades（2005）は、学術資本主

義の議論において教員外専門職員─経営専門職員（managerial professionals）─の増大に

言及しており、これらの職員は教育研究業務に影響を与えつつ自らもその一部を担って

いると述べている。

　但し、教員と職員の境界の不明瞭化は、一様に研究者等によって支持されている訳で

はない。例えば、Gornitzka and Larsen（2004）は、聴き取り調査に基づいて管理職にお

ける教員と職員の区分は明確に意識されているとする。また、Conway（1998）は、教員
と職員がより緊密に協働することがあっても、それらの業務は根本的に異なっており、

両者が収斂することについては否定的な立場をとっている。また、フランスにおいても、

上級技術職のように教員と職員の業務の境界が不明瞭になることが指摘されているが

（CPU, 2003）、両者の身分の区分を見直すことは想定されてはいない。

　教員・職員の伝統的区分の不明瞭化については、教職協働の望ましい在り方の追求と

併せて、もう暫くの期間観察を続ける必要があろう。しかし、両者の協働が重要になっ

ていること並びに業務の区分が不明瞭になっていることについては概ね意見の一致を見

ている。

4．今後の展望

　大学職員の専門職化が古くから図られ、多くの専門職団体が成立している米国に加え

て、近年、英国でも様々な専門職団体が形成されつつある（大場, 2004）。その他の国に
おいても、管理運営や教育研究支援における高い専門的機能や専門職の必要性が指摘さ

れていることを見た。しかしながら、現段階では、米国を除く国々（英国も含む）にお

いては、全面的に大学職員が専門職に向かっていると言うには時期尚早、あるいは近い

将来向かう可能性は低いであろうと思われる。世界の国々においては、米国の一部の州

立大学やフランスの大学の職員のように、公務員制度の下で公務員の身分を有して大学

に勤務している大学職員も少なくなくない。また、公務員の身分は有していない英国の

大学職員についても、その主要な大学職員の団体である大学行政職員協会（Association 
of University Administrators: AUA）は包括的な団体であって、特定の領域に特化したもの

ではない。

　しかしながら、今後、大学の管理運営・教育支援が一層高度な専門性を要求すること

は確実であり、それは、教員の業務の複雑化、教員と職員との協働と両者の区分の不明

瞭化を伴いつつも、少なくとも一部の職員の専門職化を促すであろうことは間違いない
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ものと思われる。他方において、最も進んでいると一般に考えられている米国のモデル

が、その他の多くの国々に適用され得るとは考え難い。すなわち、米国のモデルは、市

場化が進む一方で大学間の連携が発達し、教職員の流動性が高く、職員の労働市場や専

門職団体が発達しているといった米国特有の環境においてのみ機能するものであり、た

とえ形を変えたにしても他国に移植することは極めて困難であろうからである 9。更に、

米国のモデルは同国における高等教育への多大な財政支出（公的・私的）に支えられて

おり、財源なくして維持できないものであるからである。日本との比較においては、公

私の財源を合わせて米国が GDPの 2.9％を高等教育に支出しているのに対して、日本に

おけるその比率は 1.3％にしか過ぎない10。ローズ（2008）は、学術資本主義を論ずる中

において、米国の大学が競争的資金の獲得・運用等のために多数の専門的職員を雇用し、

不必要に高コストになっていることを指摘している。山本（ 2008）が「わが国の大学は
欧米とは異なり、教員数に比べて職員数が少ないことが知られている。少ない職員がそ

れぞれの専門性を主張し合えるほど、職員数に余裕があるとは思えない」と述べる理由

も、両国高等教育機関が有する財源の規模の差に求められよう 11。各国において、それ

ぞれの制度に合った形で専門職化を図る必要があると言えよう。

　いずれにせよ、少なくとも一部の職員の専門職化によって、McInnis（2006）やその他
の研究者が述べるような教員が有する権限の変化と意思決定構造等の見直しが必要とな

ることは避けられないと思われる。その一方で大学は、主として教員が担ってきたその

使命（core value）を保持しつつ、来るべき知識社会に適切に対応していく必要がある

（Gumport, 2000；Henkel, 2007）。そのためにも伝統的に大学が有する学究的文化
（academism）を保持しつつ、次第に強くなる管理運営文化（managerialism）との調和を

図っていくこと─すなわち教職協働─が今後において重要な課題となろう12。

注

1 本章における用語の定義は、本書執筆者全体で概念整理を行ったものではない。

2 日本語では「グランド・ゼコール」又は「グランゼコール」と表記されることが多い

が、これらは複数形に基づく発音の表記である。

3 それぞれに邦訳を付しているが、必ずしも定訳は存在しない。

4 本書第 3章では、学生支援系のセンター等に従事する教職員を「職員」と総称して取

り扱っている。

5 但し、実体的には意思決定への教員の関与は減少しておらず、米国のガバナンス調査

では逆に関与は増大しているといった報告もある（Kaplan, 2004）。また、特に教学
事項について教員の関与は大学の効果的運営に不可欠であるといった研究成果は数多
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い（Birnbaum, 2004；Kezar, 2004；Shattock, 2003）。
6 英国の制度において、教員と同じ給与体系に属する事務・専門職員（ Shattock, 

2003）。隅田（2004）参照。

7 同プログラムの関係者提供の資料（2008年）に基づく。
8 但し、教員の権限縮小は国や機関、業務領域によって異なっており、また、前述のよ

うに米国においては意思決定への関与は拡大しているといった調査報告もあって、そ

の実態は非常に複雑である。

9 本書第 8章で、筆者の芦沢は、米国における国際教育の分野で大学間連携組織やその

他の支援組織が発達していることが大学職員の専門職化と密接に結び付いていること

を明らかにし、同国のモデルを日本に当てはめることについて否定的な見解を示して

いる。

10 OECD: Education at a Glance 2007
11 山本の指摘は米国の大学については当てはまるが、欧州の大学には必ずしも当てはま

らない。一般に欧州の大学の職員数は多くなく、日本の大学同様に、職員が少ないこ

とに起因する様々な問題が多分に認められる。

12 教職協働については本書第 5章が取り上げている。
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第2章　日本における大学職員専門職化

大場　淳

　本章は、日本における大学職員の専門職化にかかる検討、専門職化の進展状況、専門

職化にかかる日本の特殊性、今後の展望等を概観し検討するものである。

1．専門職化の検討

　日本においては、戦後の厚生補導組織改革の試み（文部省大学学術局学生課編, 1953；
学徒厚生審議会, 1958）を始めとして、学生支援、高大接続（アドミッション）、国際交

流、産学連携といった様々な領域で専門職化の提言が重ねて行われてきた（大場 , 
2007a）。昭和 48年の筑波大学設置時においても、事務組織一元化の一環で専門職化が

検討されている1。また、昭和 62年の臨時教育審議会第三次答申は、大学経営のために

は職員に高度の知識、経験、研修が必要であるとし、大学経営や大学管理の分野の大学

院修士コースの設置を含む体系的、専門的研修の機会を設ける必要性を指摘した。また、

本書第 4章で報告されているように、大学教育の改善を図るため、教務系職員の専門職

化に関する期待と議論が古くからあった。

　最近では、平成 10年の大学審議会答申『21世紀の大学像と今後の改革方策について』
や平成 14年の国立大学法人化にかかる報告書（国立大学等の独立行政法人化に関する調

査検討会議, 2002）が職員の専門職化を求め、平成 17年の中央教育審議会答申『我が国
の高等教育の将来像』は、「高等教育機関の運営に関して、法務・財務、労務管理、病

院経営、入学者選抜、学生生活支援、産学官連携・技術移転等の分野で活躍する専門的

人材（教員や事務職員等の別を問わない。）の内部育成や外部登用を活用して、幅広く

厚みのある人材層の形成を促進する必要がある」と述べ、専門職の育成を促したところ

である。

　しかしながら、大学職員に関して言えば、新規学卒者採用及び終身雇用を前提とする

日本型雇用慣行が支配的な中で職員が管理運営上の様々な職場を経験し、特定領域の専

門性育成が必ずしも重視されず、その結果専門職化が進展しなかったことはよく知られ

ているところである（金子 , 2005）。金子（2008）は、日本の大学では「特定の職務に
特化することは必ずしも評価されない。職階と年功によって決定される給与体系では、

そうした専門分野での知識に対応した処遇を行うことも難しいから、…特定の専門領域

において知識技能を発展させていくインセンティブは小さい。大学間、あるいは大学と

大学外の組織との人的交流が少ないことも専門職化を拒む要因として働いている」と述
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べている。そして続けて、一部業務領域（カウンセリング等）の専門職化は不可避とし

つつも組織間流動が生じるまでには至らないと予測し、多様化する管理運営職務は一般

職員の能力開発とアウトソーシングによって対応すべきことを指摘している。また、山

本（2008）は、特定の専門的知識の必要性を認めつつも、むしろ幅広い問題解決能力の

重要性を指摘している。

2．管理運営・教育研究支援機能の専門化の進展

（1）事務組織の専門化
　上に述べたように、日本では大学職員の専門職化が進展してこなかったこと、更に今

後急速に進展する見込みは薄いことを見た。しかしながら、日本において職員が従事す

る管理業務の専門化が進展してこなかったかと言えば、決してそうではない。国立大学

では従来から、総務系・経理系・教務系・施設系といった類型に緩やかに区分されてき

た（天野, 2006）。また、管理業務の専門化は、国公私立大学を通じて多くの大学におい

て、これまでに広報室、入試部、就職部、国際部、評価室などといった専門部署が事務

機構内に次々と設置されてきたことを見ても明らかであろう。例えば、篠田（ 2008）は、
「今日の職員業務は多くの分野に細分化し、専門化している。学術情報管理、教育事業

やカリキュラム開発・情報教育推進、研究コーディネイトや知的財産管理、国際交流事

業企画、就職支援やキャリアアドバイザー、学生募集広報政策、資産運用や財務管理、

ビル管理や施設建設、学部申請許認可業務等、挙げればきりがない」と述べている。

　他方において、こうした専門部署に、関連する専門性を有する職員が常に配置されて

きた訳ではないことも事実である。仮に配置されたとしても、当該職員は職場内異動の

対象とされ、特定の専門に特化していくことは稀であった。大学事務職員の世界は、上

級の管理的な職務になるほどスペシャリストよりもジェネラリストの世界であり（天野 , 
2006）、上に述べたような専門性開発へのインセンティブが少ない人事制度の下で、全

般的に職員のジェネラリスト志向が依然として強い（金子, 2008）。
　また、事務組織に専門性を持つ外部者を登用する例も私立大学や法人化後の国公立大

学において認められるが、これも職員の専門職化には結び付いていない（金子, 2008）。
そもそも大学に関する知識が乏しい者の外部からの登用に関しては、短期的な効果は認

めつつも長期的効用の観点からは否定的な意見が支配的である（大江 , 2005；山本, 2008

など）。例えば金子（2008）は、外部からの「人材の受け入れは、それなりの効果をも

たらしたが、それは職員の専門職化とは必ずしも結びついているわけではない。また企

業「経営」の経験を、そのまま大学に持ち込もうとした試みは概ね失敗に終わっている

といって過言ではない。何よりも専門職化は職員の人事管理、処遇、昇進などに大きな

変化をともなうために、急速な変化は困難であるし、望ましいともいえない」と述べ、
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特に長期的観点から外部人材の効果については懐疑的である。

　したがって各大学は、外部の人材に頼るよりも、現在いる職員のキャリア開発に配慮

しつつ、その専門性の育成も含めて、人的資源開発の重点を内部からの養成に置くべき

であろう。日本と比べて機関間の職員異動が多い米国においても、職員のキャリアは格

別に重視され、多くの職員は他の機関への異動も視野に入れつつも一つの大学でキャリ

アを形成しているのである（Twombly, 1990）。

（2）教育研究支援センター等の発達

　大学では職員人事においてジェネラリストへの強い志向が認められるが、職員が果た

している機能には特別に高度な専門知識や技能を必要とするものがあり、それに従事す

る職員を職場内異動の対象とするには困難であるものも少なくない。そのような機能の

うち大学において古くから認められるものとして、保健管理や（国立大学における）施

設管理が例として挙げられよう。保健管理センター等の医師や看護師等は典型的な専門

職であり、医学部や附属病院等を別にすれば、学内での異動は無いのが通常である。

　近年では、前章で述べたような教育研究支援機能の高度化の要請に伴って、学生相談

室やキャリアセンター、国際交流センター、産学連携支援センターといった教育研究活

動支援のための各種センターやその他の学内組織（以下「センター等」と言う）を設置

し、そこに高い専門性を有する者を専門職として採用・配置する例が増えてきている 2。

例えば学生支援系では、本書第 3章で述べられているように、近年センター等を設置す
る大学が増えており、更に機能別に細分化する傾向が認められる。そして、従来教員が

組織の長に就いて教育主導で行っていた学生支援業務の中で、カウンセリングやキャリ

ア支援は専門化が進んでいることが報告されている。また、本書第 4章では、既存の教
務事務とは別の組織として設けられた教育改善のためのセンター組織の事例が記されて

いる。

　そうしたセンター等化は、先に言及した各種答申等でも推進が求められている手法で

あり、これまでにも様々な領域でのセンター等設置が勧告されてきた。例えば、平成 12

年の大学審議会答申『大学入試の改善について』は、米国のアドミッション・オフィス

に相当する専門組織を日本の大学において構築し、専門職員を配置することを提言して

いる。また、日本学生支援機構に置かれた大学における学生相談体制の整備に資する調

査研究会（2007）は、学生支援について 3 層モデルを提示してその第三層に「専門的学

生支援」を位置付け、専門職が配置されるセンター等がその任に当たるべきことを示し

ている（図 2-1）。
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図 2-1　学生支援の 3 階層モデル

出典：大学における学生相談体制の整備に資する調査研究会（2007）

　但し、これらのセンター等に配置された高い専門性を有する者─特に国立大学で採用

された者─は、職員ではなく教員の身分を有している場合が少なくないことに留意が必

要である3。前章で世界において教員・職員間の区分が不明瞭化していることを見たが、

日本においても天野（2001）が「教員と職員の境界があいまいになっていくというか、
境界的な仕事が増えつつ」あることを指摘しており、当該不明瞭化はセンター等に典型

的に現れているものと思われる。もっとも、センター等における教員の配置は必ずしも

最近のことではなく、例えば、昭和 33年の学徒厚生審議会答申『大学における学生の厚

生補導に関する組織及びその運営の改善について』は、日本における学生支援組織を検

討するに際して、「専任職員のうち、厚生補導部局または学部の主要な職に選任される

者は、教育的な性格を有する業務を担当し、直接学生を指導し、または教員に専門的な

指示を与えると同時に、管理的な性格を有する業務を担当し、その企画運営と所属職員

の指揮監督を行うことのできる特殊な専門職員でなければならない」としつつも、「こ

れを教員とは別個の特殊な教育職として制度化する案もあるが、現状においては、これ

を厚生補導業務に専任される教員と見る立場をとり、制度的には、従来の教授・助教授
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の資格の中に、このような専門職員の資格を、独立した適格性として加える必要のある

こと」を指摘していた。この答申の趣旨はその後の学生部長職が教員によって占められ

たことに反映されているが、当該教員は専門性を以て任命されたものではない点におい

て、今日のセンター等の専任教員とは本質的に異なっている。

3．今後の課題と展望

（1）知識社会における労働者
　前章で見たように、社会の変化に対応して大学の管理運営・教育研究支援に複雑・高

度な業務が必要となっており、日本の多くの大学は事務機構の専門分化を進め、更に高

度な専門的・知識技能を必要とする場合にはセンター等を設置することによって対応し

てきた。但し、米国の大学に見られるように、大学職員が特定の業務に特化していく形

での専門職化は、これまで政府の審議会答申や調査研究協力者会議報告書等でその必要

性が様々な領域について指摘されてきたにも関わらず4、これまで進展が認められない。

また、専門職化が今後急速に進展するとは見込まれておらず、望ましいとも考えられて

いない。むしろ、問題解決能力を中心とした全般的な職員の資質向上が緊急の課題と一

般的には受け止められている（金子, 2008；山本, 2008など）。
　しかしながら、今後ともこうした現状が維持されるべきかと問われれば、必ずしも全

ての職員についてそうとは言えないであろう。知識社会と言われる今日、中心的な労働

者は体系化された高度な専門知識を有する知識労働者である（ドラッカー, 2000）ことに
鑑みれば、少なくとも一部の大学職員の専門職化は避け難いのではないだろうか。ドラ

ッカー（2000）は、「今日知識とされているものは、必然的に高度の専門知識」であり、

「知識労働者は、ほとんどが専門家である。…〔知識労働者は〕専門化したときにのみ

大きな成果をあげる」と述べ、体系化された高度な知識を身に付けるという意味での専

門職化は不可避であるとの認識を示すとともに、専門職間の協力とそのマネジメントの

重要性を指摘する。また、宮下（2001）は、国際競争力の観点等から日本企業内におい

て特定の領域に高い専門性を有する「組織内プロフェッショナル」の必要性を説いてい

る5。

　更に近年、企業等の人事において労働者の主体的なキャリア形成を重視することの必

要性が説かれる一方で（例えば、第 7 次職業能力開発基本計画6）、労働者側にも自立し

たキャリアを目指す傾向が認められる（生涯キャリア支援と企業のあり方に関する研究

会, 2007）。キャリア形成に配慮した人事制度は、各労働者の専門性を高めることと密接

に関連するものである。厚生労働省に設けられた生涯キャリア支援と企業のあり方に関

する研究会（2007）は、「これまで従業員の職業キャリアについては、企業まかせの傾

向があったが、個人のキャリアの自立化が求められる中で、プロフェッショナル人材 7の
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あり方は、今後の人材育成の一つの方向性を示すものとして注目される」とし、それに

ふさわしいキャリア支援の充実が今後の経営にとっての大きな課題であることを指摘し

ている。すなわち、専門職化は、今後拡大して行くであろうキャリアを重視した雇用慣

行によっても促される可能性が高いのである。

（2）SDの制度化
　先に紹介したドラッカー等の主張や雇用慣行の変化は一般企業についてのものである

が、大学の事務組織についても多分に当てはまるものと考えられる。大学は企業等の他

の組織とは異なることについての指摘は数多い一方で8、大学職員に必要とされる職能と

一般企業の職員に必要とされる職能との共通性を指摘する例は少なくない9。米国の研究

においても、市場化が進む中での大学経営に必要とされる技能は企業経営に必要とされ

る技能と大きく変わらないと考えられている（ Knight Higher Education Collaborative, 
2001）。他方日本の大学においては、職員数は相対的に減少する傾向にあり、個々の職

員の質を高める必要が大きくなっている（中央教育審議会, 2008）。
　社会全体の雇用慣行の変化に合わせて、今後時間はかかるものの、職員の質向上方策

の一環としても、少なくとも一部の大学職員は専門職化の方向へ進むものと思われる。

実際、天野（2006）は、教員集団の抜本的な意識変革が前提で容易ではないとしつつも、

大学経営の専門家の育成が進んで経営層と教員層とが職能的に分離していくことは十分

考えられるとし、またそうあらねばならないと説いている。また、職員の主体的なキャ

リア形成を重視する点においても大学は企業と同じ方向に向かっている。例えば、清成

（2008）は、大学職員において「自立型人材を育成する必要がある」と述べ、「組織依

存型人間ではなく、主体的にキャリア形成を進める人材」であって、「自ら将来の目標

を定め、主体的に専門能力を身につけていく」ような人材の必要性を指摘し、キャリア

を重視した制度へ移行すべきことを示唆している。平成 20年末の中央教育審議会答申
『学士課程教育の構築に向けて』は、職員に求められる業務の高度化・複雑化に伴って、

大学院等で専門的教育を受けた職員が相当程度いることが大学改革を進める上での必要

条件の一つであるとし、また、新たな業務として需要が生じてきているものとして、イ

ンストラクショナル・デザイナー、研究コーディネーター、学生生活支援ソーシャルワ

ーカー、大学の諸活動に関する調査データを収集・分析して経営を支援する職員といっ

た職種を例示している。そして、具体的な改善方策として、大学院での学習を含む職員

の自己啓発や職能開発の適切な評価を挙げている。

　職員の専門分化は小規模な大学では物理的に困難であることは明らかであるが10、人

的資源に多少とも余裕を生み出し得る可能性が高い大規模大学においては検討されて然

るべきであろう。実際、専門的業務を担うセンター等が発達しているのは、大規模大学

を中心とした大学群である（大場・小貫, 2007）。仮に、今後、一部なりとも大学職員が
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専門職化していくとすれば、当面の課題は、SDの制度化に向けた体制整備であろう。そ
の主要な条件としては、①学内体制の整備、②大学間協力による開発活動の推進、③専

門職団体の構築、④大学院教育の普及が指摘されており、更に、大学職員の専門性養成

と維持・向上のための主要な要素が図 2-2のように示されている（大場, 2007b）。

図 2-2　大学職員の専門性養成と維持・向上のための主要な要素

出典：大場（2007b）

（3）教員と職員─教職協働へ向けて
　大学職員の専門職化を目指す SDの制度化において、上記以外で残された重要課題の
一つは、センター等に配置されている専門職としての教員であろう。

　教員の身分を有することについては、募集の際に優秀な人材を確保できる可能性が高

いこと、学内で従事する業務において他の教員と交渉を要する際に対等に交渉がなし得

ることなどが考えられ、当面は維持されるものと思われる。例えば、平成 12年の大学審
議会答申『大学入試の改善について』は、米国の例に言及しつつ入学者選抜に関する専

門職員の必要性を指摘する一方で、現状では事務職員のみによる選抜には抵抗が強いも

のと考えられること理由に、教員と事務職員の協力の下で実施する体制を確立すること

を求めた。また、先に引用した平成 17年中央教育審議会答申においても専門的人材の身

分は教員・職員の区分を問わないとし、教員の身分を有する専門職員の存在を想定して
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（高等教育研究）
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養
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　大学職員の高度な専門性

専門職団体
●開発活動
●実践事例共有
●ネットワーク形成
●規準・倫理規定
●専門職労働市場

大学間連携組織
●開発活動
●実践事例共有
●ネットワーク形成
●資源共有

国・地方公共団体
●開発活動
●財政的支援

人事制度
●共通的事項の研修
●人的資源開発
●キャリア開発支援
●CDP
●評価・褒賞

地域のコン
ソーシアム

●開発活動
●実践事例共有
●ネットワーク形成

各種団体の
連合組織

●開発活動
●実践事例共有
●ネットワーク形成
●規準



いる。

　しかしながら、仮に将来、大学職員の専門職化が進展し、募集や学内交渉における問

題が解決する方向に進むのであれば、専門職員が教員であるといった状態は必ずしも望

ましくないではないだろうか。センター等の業務は大学職員のキャリアの展開先として

高い可能性を有するものであり、また、職務によっては外部から専門家を採用するので

はなく、学内から専門職を育成11する方が望ましい場合も少なくないと思われるからで

ある。今後、専門職化の進展を見極めつつ、大学の人事制度全体を検討する中でセンタ

ー等教員の身分についても再考するか、あるいは職員からの登用の道を開く─それには

大学院教育が有効であると思われる12─ことも必要であろう。今日センター等で行われ

ている業務においては、例えば、教務から分離した入試業務のように従来職員が担当し

ていたものが数多く存在し13、そのような業務に関しては大学内部から専門職を育成す

ることが望まれるのではないだろうか。

　但し、上述の議論は、教員・職員の伝統的な区分を前提としたものである。したがっ

て、現在世界的に進展しつつあると言われる教員・職員の境界の不明瞭化が日本でも進

展し、何らかの形で制度化─例えば教員・職員の両者に属さない第三の身分の創設や更

に連続的な職種の設定─されるのであれば、自然に解消される可能性がある論点でもあ

る。中央教育審議会（2008）は、新たに求められている職員業務14の中には「学術的な

経歴や素養が求められるものもあり、教員と職員という従来の区分にとらわれない組織

体制の在り方を検討していくことも重要である」と指摘している。また、第三の身分等

については、これまで孫福（1996）の「行政管理職員」の提言等においても言及されて
いるが、現段階で将来の見通しを示すことは困難である。更に研究を続ける必要があろ

う。

　最後に、前章で述べた学究的文化（academism）と管理運営文化（managerialism）の調
和の必要性は日本でも同様であり、今日的課題でもある。教員・職員間の良好な関係の

構築は将来の大学の死命を制し得るものであって（寺﨑, 2007）、今後、両文化の緊張関

係を解きほぐしながら、教員と職員の適切な協働関係を築いていくことが期待される15。

注

1 「筑波大学の基本構想の第 3の柱として「開かれた大学」をめざしていることがあげ
られ、地域社会との交流、他の教育研究機関との交流、さらに国際的な交流等と、従

来の大学ではあまりかえり見られなかった新しい役割を果たそうとしている。これに

適切に対応するためには、事務組織は、いわゆる庶務、会計的機能をもつだけでは、

とうていその使命を果たすことができないのであって、それぞれ事務の専門家集団と

ならなければならない。そのためには、事務組織を一元化し、これを専門の部課に分
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離し、それぞれの分野の専門組織として機能させる必要がある。」（石川, 1979）。
2 本書の第 3章及び第 4章で、学生系・教務系について専門職についての詳細が記され

ている。

3 学生支援については本書第 3章を参照。同章で報告された調査では、センター等の教

員を職員として扱っている。

4 研究者からの指摘も少なくない。例えば、金子（2005）は、「図書館司書、技術職員、

学生・就職担当、国際担当などの専門職を処遇することは重要な課題であることはい

うまでもない。同時にとくに大学の管理運営について、どのような形で専門性を形成

し、そして専門職として処遇をしていくかがこれから問われなければならない」と述

べる。

5 宮下（2001）は、「1990年代に入り、…効率性を追求する社会体制が急速に変化し、

働く個人の主体性や専門性を問い直す必要性が生じてきた、これまでは組織のなかに

一体化し、個人のものとして顕在化させることのなかった職務の専門性が注目されて

きた。…ある企業の社員という組織でなく、特定の職務に帰属するプロフェッショナ

ルとしての認識を持つことで、より高い専門性や能力の発揮が期待できる」と述べる。

6 職業能力開発に関する基本となるべき計画。職業能力開発促進法に基づいて厚生労働

大臣が定めるとされ、現在、第 8 次計画（平成 18～22年度）が実施されている。先
の第 7 次計画（平成 13～17年度）では、キャリア形成支援システムの整備が最重点

政策として盛り込まれていた。

7 同報告書はかかる人材について明確な定義はないとしつつも、「高度で専門的な知識

や技術に加え、自分の専門性やキャリアについて、明確なイメージを持ち、そのこと

によって、仕事に対するこだわりや職業倫理を発揮できること」を特色として挙げて

いる。

8 例として、Becher and Kogan（1992）、Birnbaum（2004）、Kauffman（1990）、Tier-

ney and Minor（2004）などが挙げられる。
9 例えば、赤木ほか（1988）における「職員の職能そのものは一般企業と比較して特段

に特殊性があるとは思っていません」の指摘。平成 16年の広島大学高等教育研究開
発センターによる調査（小貫, 2007）においても、大学職員と非営利組織を含む企業

体の職員の資質・能力の差違について国公私立大学事務局長等に尋ねた問いに対して、

大半（62％）は「変わらない」と回答していた。
10 本書第 3章においても、小規模大学では学生支援専門業務における教員の役割が大き
いことが指摘されており、職員の専門分化が困難である実態を反映していると思われ

る。また、専門分化の程度が低いことは、米国の小規模大学でも同様である。

11 大学職員の労働者市場が形成されるのであれば、その内部での採用も含まれよう。
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12 大学院教育の有効性については金子（2005）、山本（2005）など参照。

13 本書第 4章参照。

14 本書18頁の中央教育審議会答申引用参照。

15 本件に関しては、本書第 5章が示唆的である。
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第3章　学生支援の組織と業務の役割分担に関する一考察

小貫　有紀子

　近年多くの大学で学生支援活動が見直されている。その背景には 18歳人口の減少に起

因する大学競争の激化はもとより、学部教養教育の見直しに伴った初年次教育やキャリ

ア支援など、伝統的には大学に存在しなかった機能の必要性の高まり、それらに対応す

るための学生支援の領域で大幅な組織改革などが多くの大学で行われるようになったこ

とが挙げられよう。

　学生支援の組織改革が話題となり始めた 1990年代初め頃は、学習支援センターやキャ
リアセンターなどの専門領域別センターの設置が私立大学を中心に進められ、やや遅れ

て法人化を迎えた国立大学が競うようにセンター群の設置を図っていった。最近では、

国公私全ての設置形態において、学生支援の分野におけるこのような「センター化現象」

が広がっている。更に 2000年以降、従来学生支援組織の運営母体であった学生部を解体

し、学生支援センター等として発展させるケースさえも徐々に見られるようになった。

同志社大学学生支援センター所長の西村氏が表現したように、このような学生部から学

生支援センターへの発展的組織改編は単なる組織の改編に止まらない。すなわち、従来

の学生支援が集団としての学生への対策という意味合いが強かったのに対し、学生支援

センターへの改編は、一人一人の学生に直接的な支援を行うという学生支援の在り方が

大きく転換されようとしていると捉えることができる1。

　これらの学生支援組織の改革は、提供するサービスの質向上や発展を促すものとして

大いに期待されるものである。その一方で、改革を阻害する要因として、教員による意

思決定と職員による実践という、教員から職員への二重構造（山本, 2003）に代表される
ようなマネジメントにおける問題も議論されるようになってきた。このマネジメントに

おける二重構造は、日本大学型ガバナンスの一つの特徴でもあるが、しかしながら近年

のセンター化現象や学生部解体の流れを見る限り、この二重構造はもはや過去のものに

なっているのではないかとの疑問も抱く。

そこで本章では、全国の大学に対するアンケート調査を基に、我が国における学生支

援の各領域において、教員層と職員層のどちらがより大きな役割を担っているのかを明

らかにした上で、これらのリーダーシップの在り方が近年の学生支援のセンター化の促

進にどのような影響を及ぼしているのか分析を試みることとする。
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1．調査概要

　本章の分析対象として用いるアンケート調査は、科学研究費補助金（基盤研究 (C)）
「競争的環境下の大学における職員の専門職化に関する国際比較研究」（研究代表者：

大場淳）の一環として 2007年 4月 1日（4月末日締め切り）に実施されたものであり、

その概要は次の通りである。

　対象者は『平成 18年度全国大学一覧』に記載されていた全国 733大学（国立 87、公立
76、私立 570）の学生支援活動の統括者であり、回答大学数は 243（国立 36、公立 33、
私立 170、不明４）、全体の回収率は 33.2%であった。
また、調査に際して用語の定義を行った。学生支援においてはこれまで研究蓄積が多

くなく、学生支援に関わる用語はその時々で意味を変えて使用されてきたため、便宜上、

調査票では次のように用語を定義して用いることとした。まず、「学生支援」を正課外

における学生に対する支援活動の総称と定義した。また、学生支援の領域は非常に幅広

いため、今回は全体像を探るより、むしろ領域ごとの状況を分析することに比重を置い

た。その際用いたのが表 3-1に示された五つの学生支援の領域区分である。

表 3-1　調査対象の学生支援の五つの領域

①教育支援 履修指導や資格相談

②学習支援 学習の相談や補習講座

③生活支援 課外活動や奨学金など

④カウンセリング 学生相談

⑤キャリア支援 就職斡旋やキャリア開発

　更に近年、国立大学を中心とした専門領域センター（例えば、キャリアセンター）に

て専ら学生支援業務に従事するような、伝統的教員とは異なる役割を持つ教員層が出現

していることを踏まえ、本調査では主に教育研究に従事する部局の教員を「教員」と呼

称し、事務職員もしくは学生支援系のセンター等に従事する教職員を「職員」と総称す

ることで統一した。

2．分析

（1）回答者属性
　最初に本調査の回答者属性について触れておきたい。まず前述の通り、回答のあった

243大学を設置形態別に見てみると、国立 36、公立 33、私立 170、不明４であった。
　回答者性別は、83.1%が男性、8.6%が女性であった（その余は不明）。回答者が女性
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である大学の多くは女子大学、もしくは看護大学であった。

　続いて回答者の職名及び兼務職についてクロスしたところ、表 3-2のような結果とな

った。今回の調査では回答者の半数以上が副学長もしくは部長（学生部長）であり、課

長や事務局長などの事務職がそれに次いでいた。特筆すべきは、学生支援統括者の主流

と見られる副学長及び部長（学生部長）の教員職との兼務の割合の高さである（表 3-2

太枠内）。両職が専任である割合は副学長職で 31.6%、部長（学生部長）職で 7.8%と、
教員兼務の割合よりも低い結果となった。要するに副学長、部長（学生部長）職におい

ては、教員業務の傍らで学生支援業務に従事していると言える。

表 3-2　回答者職名及び兼務職のクロス表

兼務職

専任 教授（教員） その他管理職 合計

職名

副学長 12 (31.6%) 19 (50.0%) 7 (18.4%) 38 (100.0%)

部長（学生部長） 8 ( 7.8%) 89 (87.3%) 5 ( 4.9%) 102 (100.0%)

課長 15 (68.2%) 1 ( 4.5%) 6 (27.3%) 22 (100.0%)

事務（局）長 7 (87.5%) 1 (12.5%) 0 ( 0.0%) 8 (100.0%)

その他 8 (19.5%) 27 (65.9%) 6 (14.6%) 41 (100.0%)

合計 48 (22.7%) 137 (64.9%) 24 (11.4%) 211 (100.0%)

注：1%水準で有意な差があり。

（2）専門的人材の配置

　学生支援の各領域の特徴をより明らかにするために、領域ごとの専門的人材の配置に

ついて分析を行った。表 3-3では、領域ごとの専門的人材が現在どのように配置されて

いるかを尋ねた結果を示した。①教育支援、②学習支援、③生活支援の 3領域では「専
門的人材の配置なし」が半数以上を占めているのに対して、④カウンセリングでは「外

部人材を職員として採用（53.3%）」している割合が高い。⑤キャリア支援では「内部
人材を養成（40.5%）」「専門的人材の配置無し（39.7%）」がほぼ同じ割合で存在して
いるが、①～③の領域に比べ、「外部人材を職員で採用（25.3%）」の割合も高く、キ
ャリア支援のために外部人材を雇用しているケースが若干多いことを示している。また、

いずれの領域においても「内部人材を養成」が一定割合存在しているため、学生支援で

は内部のマンパワーに期待していることも窺える。表 3-4は①～⑤の合計について採用･

養成の現状を大学設置形態別に見たものである。外部から採用又は内部から養成された

者において、教員で採用された者が占める割合が国立大学において高い。国立大学では

その比率が 33％に対して、公立及び私立がそれぞれ 6％、8％に止まっている。
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表 3-3　学生支援の領域ごとの専門的人材の配置－現状

　 外部人材を

職員で採用

外部人材を

教員で採用

内部人材

を養成

専門的人材

の配置無し

合計

①教育支援 9 ( 3.8%) 7 ( 2.9%)  90 (37.7%) 141 (59.0%) 239 (100.0%)

②学習支援 6 ( 2.6%) 10 ( 4.3%)  89 (38.0%) 143 (61.1%) 234 (100.0%)

③生活支援 10 ( 4.2%) 1 ( 0.4%) 106 (44.2%) 128 (53.3%) 240 (100.0%)

④カウンセリング 128 (53.3%) 43 (17.9%) 80 (33.3%) 36 (15.0%) 240 (100.0%)

⑤キャリア支援 60 (25.3%) 17 ( 7.2%) 96 (40.5%) 94 (39.7%) 237 (100.0%)

注：複数回答あり。（　）内の数値は領域ごとの合計に占める割合。

表 3-4　大学設置形態別の専門的人材の配置の現状及び教員で採用された者の割合

外部人材を

職員で採用

外部人材を

教員で採用

内部人材

を養成

専門的人材

の配置無し

教員で採用され
た者の割合※

国立 27 31 37 111 33％

公立 34 4 33 101 6％

私立 152 43 374 327 8％

注：複数回答あり。※「外部人材を職員で採用」、「外部人材を教員で採用」、「内部人材を養
成」の合計において「外部人材を教員で採用」が占める割合。

　また同様に、今後の方向性として学生支援の領域ごとの専門的人材の配置がどのよう

に変化するかを聞いたところ（表 3-5）、全ての領域について「変わらない」と回答す
る割合が半数以上であった中、④カウンセリング（25.9%）と⑤キャリア支援（23.6%）
については「外部人材の採用は増える」という回答も他の領域に比べて比較的多かった。

表 3-5　学生支援の領域ごとの専門的人材の配置－今後の方向性

外部人材の採
用は増える

外部人材の
採用は減る

内部人材
を養成

変わらない 合計

①教育支援 8 ( 3.7%) 0 (0.0%) 52 (24.2%) 157 (73.0%) 215 (100.0%)

②学習支援 12 ( 5.6%) 1 (0.5%) 44 (20.4%) 163 (75.5%) 216 (100.0%)

③生活支援 2 ( 0.9%) 1 (0.5%) 41 (19.1%) 171 (79.5%) 215 (100.0%)

④カウンセリング 56 (25.9%) 2 (0.9%) 28 (13.0%) 146 (67.6%) 216 (100.0%)

⑤キャリア支援 51 (23.6%) 3 (1.4%) 45 (20.8%) 137 (63.4%) 216 (100.0%)

注：複数回答あり。（　）内の数値は領域ごとの有効回答数（合計）に占める割合。

（3）方針決定及び実践における教員、職員の役割

　以下、方針決定及び実践における学生支援の各領域における教員、職員の役割につい
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て分析を行った。

　方針決定においては意思決定者が誰であるかという視点から、教員主導型、協働型、

職員主導型の三つに類型化した。図 3-1をこの 3類型で見てみると、「教員による全学

委員会にて決定」及び「教員による全学委員会で決定するが職員も企画等に大きく関わ

る」の 2項目は意思決定者が教員であることから、教員主導型と位置付けることができ

る。同様に「職員による会議で決定」は職員主導型、「教職員による全学協議会にて決

定」は協働型と見なすことができる。図 3-1によれば、いずれの領域においても学生支
援の方針決定は教員主導型で行われているが、教員主導型でも意思決定のプロセスにお

いても完全に教員のみで行っているわけではなく、何らかの形で職員が関わっている割

合もいずれの領域においても高いことが分かる。領域別に見てみると、教員主導型の割

合が高いのは①教員支援（合わせて 66.5%）及び②学習支援（合わせて 64.0%）であり、
他方職員主導型は④カウンセリング（30.1%）、協働型では⑤キャリア支援（28.2%）が
他の領域に比べて割合が高い。そして、それらの丁度中間に位置するのが③生活支援で

ある。④カウンセリングで職員主導型の割合が他の項目に比べて高いのは、後述する通

り、キャリアセンターや生活相談室などの専門領域別センターの設置が進んでいること

に加えて、カウンセラーなどの資格を有する専門職の雇用が進んでいるためと考えられ

る。⑤キャリア支援で協働型の割合が高い背景にも、同様の理由が存在するものと考え

られる。

図 3-1　学生支援活動の方針決定する方法

注：項目内の数字は「実数（各領域に占める割合）」を現す。

　次に図 3-2において、実践における教員及び職員の役割について表した。方針決定と

同様に、「教員が主たる役割を担っている」を教員主導型、「両者が同程度」を協働型、
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「職員が主たる役割を担っている」を職員主導型とそれぞれ置き換えると、領域によっ

て大きな差が見られた。①教育支援、②学習支援ではともに教員主導型の割合が他の領

域に比べて高く、逆に③生活支援、④カウンセリング、⑤キャリア支援の 3領域では職
員主導型が際立って高い。他方で協働型についても、全ての領域において 30%～40%と
一定数存在していることも分かった。特に正課活動に直結している②学習相談において

教員の関与が高いことは想像に難くないが、履修相談や資格相談という①教育支援の領

域においても、教員主導（34.1%）が協働型（39.2%）に次いで高い割合で存在している

ことから、学生支援活動の中でも正課教育に近い領域については教員の関与が高いこと

が分かる。

図 3-2　学生活動の実践における教員・職員の役割

注：項目内の数字は「実数（各領域に占める割合）」を現す。

　更に図 3-1及び図 3-2から、教員及び職員の役割は、同じ領域内においても方針決定
や実践、あるいは場面によって異なることも明らかになった。①教育支援、②学習支援

の領域は方針決定及び実践ともに比較的教員主導型であり、他方④カウンセリングは方

針決定、実践ともに比較的職員主導型である。また、⑤キャリア支援は④カウンセリン

グほどには職員主導型が際立ってはおらず、方針決定、実践ともに協働型が若干高い傾

向にある。そして、方針決定が教員主導型、実践が職員主導型という、いわゆる二重構

造が明らかに見られたのは③生活支援のみであった。

　また、大学設置形態と教職員の役割のタイプとのクロスでは、公立大学において比較

的教員の役割が大きいという結果が出たものの（③生活支援の実践を除く）、その他に

ついては有意な差は見られなかった。同様に大学規模別では、1,000人以下の小規模大学
で教員の役割が比較的大きい傾向が見られた（⑤キャリア支援を除く）。公立大学及び
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小規模大学では職員層の人的資源に限りがあるため、方針のみならず実践においても比

較的教員の役割が大きくなるのであろう。

（4）学生支援の組織改革
続いて、学生支援における組織改革の状況を見ていくこととする。近年学内の学生支

援組織の改編を行ったかという質問に対しては、表 3-6の通り、62.2%と半数以上の大学
が改編を行ったと回答している。また、検討もしていないと回答した大学の多くは、大

学の設立年度（もしくは統合年度）が比較的新しい大学が多かった。更に表 3-6にて
「改編した」と回答した大学のうち、1996年度以前、1997～2002年度、2003年度以降
の三つの時代に区切った改編年度について、回答のあった 143大学の内訳は表 3-7の通
りである。

表 3-6　学生支援組織の改編について（N=241）

改編した 現在検討中 検討もしていない 合計

148 (62.2%) 27 (11.3%) 63 (26.5%) 238 (100.0%)

表 3-7　学生支援組織の改編を行った年度（N=148）

1996年以前 1997-2002年度 2003年度以降 合計

7 (4.9%) 32 (22.4%) 104 (72.7%) 143 (100.0%)

　具体的な改編内容（図 3-3）を見てみると、時代による改編内容の特徴が見られた。
まず、どの時代においても比較的回答数が上位であった「新組織の設立」及び「既存組

織の名称変更」の 2項目（図 3-3の丸で囲まれた項目）は、学生支援組織の形成過程に

おいて最も基本的な改編であって、右肩上がりで改編数が増加していることが注目に値

する。特に近年では、カウンセリングなどの組織設置の拡充が進んでいることや、従来

就職支援を行っていた部署をセンターとして事務組織から独立させるような事例が増え

ていることを反映していると見られる。これらの項目に反して、「不要な組織の廃止」

は他の項目に対して回答数が少ない。このため、組織の改編状況から見れば、どちらか

と言えば既存機能を廃止する退行傾向よりも、業務の細分化や領域の拡大などの発展傾

向にあることが分かる。しかしながら、これらの組織改編の背景には人員削減という課

題が見え隠れしているため、発展イコール拡大ではないことを留意しなくてはならない

であろう。
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図 3-3　学生支援組織の改編内容（年代別）

注：縦軸は回答実数。同年代度において項目間の複数回答あり。

第二に、「教務と学生支援の統合」及び「学生支援内の統合」（図 3-3の四角で囲ま
れた項目）の 2項目については、1997～2002年度までは学生支援内の統合が若干高いの
に対し、2003年度以降は教学を担う事務組織と学生支援組織の統合が行われる割合が高
まってきていることが窺える。統合の理由として挙がっている主な理由は、人員削減の

対策、並びに部署の垣根を越えたサービスの改善であった。

　第三の「教職員協働型組織の構築」（図 3-3の二重丸で囲まれた項目）は、1997年度
～2002年度までは回答数では中位から下位に属していたが、2003年度以降になって第 3

位に上昇してきた。この項目も近年の組織整備の主流の一つであることは間違いない。

（5）専門別領域センターの設置
　(4)で明らかになった近年の学生支援組織の改革の三つの特徴のうち、一つ目の「新組

織の設立」及び「既存組織の名称変更」に深く関わる専門領域別センターの設置につい

てより詳しく見ていく。

　表 3-8及び表 3-9は、それぞれ各領域における専門領域別及び大学設置形態別のセン

ター設置状況である。本調査の分析対象である 5領域のうち、センター設置が見込まれ

る②学習支援、④カウンセリング、⑤キャリア支援の 3領域に加えて、留学生支援、障
害学生支援の専門領域別センターについても設置状況を示した。
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表 3-8　全学的専門領域別のセンター設置状況（数字は実数）

　 a.設置あり b.今後設
置予定

c.小計
（a+b）

d.設置予
定も無い

e.その他 f.合計

②学習支援 73 (30.9%) 43 116 (49.2%) 102 18 236

④カウンセリング 186 (78.5%) 11 197 (83.1%) 31 9 237

⑤キャリア支援 148 (62.4%) 26 174 (73.4%) 49 14 237

留学生支援 126 (53.4%) 22 148 (62.7%) 77 11 236

障害学生支援 46 (19.5%) 46 92 (39.0%) 124 20 236

注：（　）内の数字は領域ごとの合計に占める割合。

表 3-9　大学設置形態別のセンター設置状況

国立（N=36) 公立（N=32) 私立（N=164)

②学習支援** 14 (38.9) 3 (  9.4) 54 (32.9)

④カウンセリング*** 32 (88.9) 18 (56.2) 134 (81.2)

⑤キャリア支援** 24 (66.7) 11 (34.4) 110 (66.7)

留学生支援*** 31 (86.1) 7 (21.9) 86 (52.4)

障害者支援 10 (27.8) 2 (6.2) 34 (20.7)

注：（　）内の数字は設置形態別の合計に占める割合。**5%、***1%水準で有意な差があり。

　表 3-8より、学生支援において最もセンター化が進んでいるのは④カウンセリングの

78.5%であり、今後設置予定を含めると 83.1%に達する。次いで、⑤キャリア支援の

62.4%（設置予定を含めると 73.4%）、留学支援 53.4%（設置予定を含めると 62.7%）、
学習支援 30.9%（設置予定を含めると 49.2%）であった。最も設置率が低いのは障害学

生支援で 19.5%であり、設置予定を含めても 39.0%に止まった。この結果については、

設置者間で若干の相違があるものの、概ね国公私立大学を通じて共通の傾向が認められ

る（表 3-9）。
　これらの領域別センターに関して「設置あり」と回答した大学のうち、設置年の回答

があったものについて、前述の組織改編と同様に三つの時代に区切ってグラフにしてみ

ると図 3-4のように表すことができる。このように、いずれの領域においても設置数は
右肩上がりであるが、設置が比較的早くから着手されていた④カウンセリング及び留学

生支援の増加状況に対して、②学習支援や⑤キャリア支援では、2003年度以降急速に設

置数が増加していることが分かる。いずれにしても、学生支援の領域が細分化されて専

門別領域センターが増加する傾向は、今後ますます高まっていくことは間違いないであ

ろう。
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図 3-4　専門領域別センターの設置状況（年代別・累計）

注：縦軸の数値は実数、グラフ内の数値は設置累計数。

　また、専門領域別センターが設置されている大学の属性（表 3-10）を分析してみると、
全体的に国立大学及び私立大学において設置が進んでおり、逆に公立大学の設置率は比

較的低い。しかし今回の分析には含めなかったが、設置予定を含めると②学習支援、及

び⑤キャリア支援において私立大学が国立大学を上回る結果となり、今後は私立大学を

中心に専門領域別センターの設置が進行していくものと予想できる。同様に、②学習支

援以外の全ての領域において、大学規模が大きくなればなるほどセンターの設置数が多

くなる傾向があった（②学習支援は中規模大学の設置数が最も多い）。

表 3-10　専門領域別センターの設置状況（設置形態別）

国立（N=36） 公立（N=32） 私立（N=164）

②学習支援** 14 (38.9%) 3 ( 9.4%) 54 (32.9%)

④カウンセリング*** 32 (88.9%) 18 (56.3%) 134 (81.7%)

⑤キャリア支援*** 24 (66.7%) 11 (34.4%) 110 (67.1%)

留学生支援*** 31 (86.1%) 7 (21.9%) 86 (52.4%)

障害者支援* 10 (27.8%) 2 ( 6.3%) 34 (20.7%)

注：（　）内の数値は各設置形態における設置割合を表す。*10%、**5%、***1%水準で有意な差
があり。

（6）方針決定・実践における役割とセンター化の関係

　今までの分析を踏まえ、②学習支援、③カウンセリング、⑤キャリア支援の 3領域を
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中心に専門領域別センターの設置状況（ (5)を参照）と領域別の役割の在り方（ (3)を参照）

をクロスした（表 3-11、表 3-12）。
　まず方針の決定方法について、「教員による全学委員会等にて決定」及び「教員によ

る全学委員会等にて決定するが、職員も企画等に大きく関わる」の 2項目を教員主導型、

「教職員による全学協議会等にて決定」を協働型、「職員による会議で決定」を職員主

導型とし、表 3-11のように表した。②学習支援（69.7%）では職員主導型で、③カウン

セリング（93.8%）と⑤キャリア支援（85.0%）では協働型で、それぞれ比較的センター

の設置が進んでいくことが予想される。また、いずれの項目においても教員主導型の大

学ではセンター設置率が比較的低いことも分かった。

　また実践の方法におけるセンターの設置率を見てみると、有意な差が認められたのは

⑤キャリア支援であって、職員主導型におけるセンター設置率が比較的高い傾向が見ら

れた（表 3-12）。

表 3-11　方針の決定方法におけるセンターの設置状況（今後設置予定も含む）

教員主導型 協働型 職員主導型 合計

②学習支援

（**）
方針決定の方法 141 45 33 219

センター設置数 59 27 23 109

センター設置率 41.8% 60.6% 69.7% 49.8%

③カウンセリング

（*）
方針決定の方法 101 48 64 213

センター設置数 78 45 54 177

センター設置率 77.2% 93.8% 84.4% 83.1%

⑤キャリア支援

（**）
方針決定の方法 105 60 49 214

センター設置数 69 51 38 158

センター設置率 65.7% 85.0% 77.6% 73.8%

注：*10%、**5%水準で有意な差があり。「センター設置数」及び「センター設置率」には「今後
設置予定」を含む。

表 3-12　実践の方法におけるセンター設置状況（今後設置予定も含む）

教員主導型 協働型 職員主導型 合計

②学習支援 実践の方法 121 71 34 226

センター設置数 58 33 18 109

センター設置率 53.2% 30.3% 16.5% 48.2%
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③カウンセリング 実践の方法 39 70 120 229

センター設置数 32 57 101 190

センター設置率 82.1% 81.4% 84.2% 83.0%

⑤キャリア支援
（**）

実践の方法 17 79 132 228

センター設置数 11 51 106 168

センター設置率 64.7% 64.6% 80.3% 73.7%

注：**5%水準で有意な差があり。「センター設置数」及び「センター設置率」には「今後設置予
定」を含む。

　以上のように、方針決定及び実践の方法（タイプ）によってセンター設置率には差が

見られる。領域によって異なるものの、方針決定では協働型及び職員主導型においてセ

ンター設置率が高い傾向があり、実践においても⑤キャリア支援では職員主導型におけ

るセンター設置率が高いことが明らかになった。更に、⑤キャリア支援においては、方

針決定が協働型でかつ実践が職員主導型を選択した大学は 37校中 34校（92%）であっ
て、ほとんどの大学がセンター設置及び今後設置予定であると回答していた。このよう

に、方針決定及び実践の方法とセンター設置率には関係性があることが分かった。

3．考察

以上の分析を基に、改めて日本の大学における学生支援の教職員の役割の在り方につ

いて考察を試みたい。学生支援は 1980年代末以降の一連の大学改革の流れの中で、若干
遅れて話題となった分野である。それは、大学関係者の学生支援という分野への関心の

薄さを示していることに他ならない。そもそも学生支援と一括りに表現しても、領域に

よって必要な知識や経験、また組織やマネジメントの在り方が大きく異なることも、学

生支援の実態を明らかにすることを困難にしてきた要因と思われる。今回の調査におい

ても、例えば、いずれの領域においても方針決定における教員主導型の占める割合が約

半数という高い割合を占めていることも事実である。その一面だけを見ると、教員によ

る意思決定の支配という構造は、一見事実のように捉えることができる。しかしながら、

分析の結果、領域ごとに方針決定や実践における役割の在り方は、ある特徴が存在して

いることも明らかとなった（2. (4)を参照）。

　具体的には、最も特徴が顕著に現れたのは、教育系支援（①教育支援・②学習支援）

においては教員中心志向であること、並びに④カウンセリングにおける職員中心志向で

あることである。正課教育（カリキュラムや授業）に近い教育系支援の領域では教員の

関与が高くなる傾向がある一方で、④カウンセリングの領域は、外部の専門的人材登用

の多さ（2. (4)を参照）やセンター化の進行（2. (5)を参照）から見ても、既に教員から業
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務を切り離した「第三者的な立場」であると認知されていることが分かる。よって④カ

ウンセリングでは、学生支援の発展形態の一つである業務の細分化及び専門化が顕著に

現れていると言える。この中間に位置するのが⑤キャリア支援で、特徴的であった協働

型である。その背景には、近年の改革の旗印とも言うべき⑤キャリア支援において、全

学的取り組みが推奨されていることが関係していると考えられる。方針は教員、実践は

職員という二重構造がはっきりと見えるのは③生活支援のみである。その結果、学生支

援総体としては、必ずしもこうした二重構造に占められているわけではないことが明ら

かとなった。

　最後に課題であるが、本章で論じた協働型自体が、近年の改革の結果として⑤キャリ

ア支援において急速なセンター化がもたらされ、当該センター化と方針決定及び実践の

方法との関係から、すなわち改革に伴って出現してきた可能性もある。今回の調査では

経年比較ができなかったため、この点については明らかにされなかった。今後の学生支

援の改革の状況を観察し続けることで、何らかの示唆が得られるであろう。また、今回

用いた協働型は、「役割についてどう思うか」という回答者の判断に委ねたこともあり、

実際にどのように教職協働が行われているかという点が不明瞭のままであった。仮にこ

の協働型に改革のヒントが含まれているとすれば、この協働型ガバナンスの利点と欠点

を今後更に明らかにしていくことも今後の課題であろう。

注

1 平成 20年 2月 20日、明治大学学生支援 GPシンポジウム「学生支援の新たな展開」。

参考文献

山本眞一（2003）「職員と大学改革」有本章・山本眞一編『大学改革の現在』東信堂、

187-203 頁。
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第4章　教務系職員に期待されていた新たな業務

─　大学教育の改善を推進する組織開発　─

田中　岳

1．はじめに

　昨今、「教務系の職員が専門職となっていくことが、これからの大学教育にとって重

要である」という議論が盛んである。教学担当副学長の下で教育上の諸課題を常に研究

分析することを仕事とするアメリカにおけるアカデミック・アドミニストレーター（村

上, 2005）や、大学の発展を図りながら、学生がより良く学び成長していくために教員と

協力して新たな教学づくりを行う「教育職的」職員（日本私立大学連盟人事部会, 1988）
などは、教務系職員の未来像を表しているとも言えよう。また、「大学職員症候群」 1を

引き合いにしながら、教務職員が大学改革推進の担い手となるための心得を提案するも

の（日本私立大学連盟編, 1994）や、教員や学生を"lead"あるいは"provide"する教務職員
の資質としては、教員や学生から信頼を得ることが重要である（各務, 2003）といったも
のは、現在の教務系職員を鼓舞するものとして捉えられよう。更に実践的なものとして、

メディア教育開発センターが開催した「教育支援プレーイングマネージャー育成講座」

がある。第 1回は 2004年 11月 5日（金）に『「教務事務」から「教育経営参画」へ』

というテーマで行われ、第 2回は 2005年 2月 9日（水）に『大学教育における IT活用の
現状と課題─そこでの教務系職員の役割』というテーマで行われたところである。

　以上のような教務系職員に対する期待は、大学職員の能力開発や向上を目指すという

目標の下、大学を経営管理する「職員（administrator）」の養成と、専門職化する「職員

（professional）」の養成という二つの大きな議論の中で、今日的な課題として検討され

ているように見受けられる。こうした動向は、大変歓迎されることではある。しかしな

がら一方で、次のような疑問が生じることも否めない。すなわち、これまで大学の経営

管理や専門職化が大学職員へ求められていなかったのだろうか、というものである。換

言すれば、大学の経営管理を担う職員や専門職として大学を支える職員がこれまで不在

だったと言い切れるのだろうか、という疑問とも言えよう。

　例えば、日本私立大学連盟には次のような動きがあった。機関誌（月刊）である「大

学時報」では、1975年 5月号から 9年余にわたり「大学職員入門シリーズ」という長期

連載が行われ、1985年にはそれが「私立大学職員入門」として出版された。また 1994

年には「私立大学のマネジメント〔職員必携〕」も出版されたのである。遡れば、1961
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年には「大学経営の理論と実務」が発行されている。これは、当時スタンフォード大学

で開催された大学経営セミナーに参加した私大経営者が、その内容を翻訳し普及に努め

たものである。大学経営という言葉が、今日的な新しい言葉ではないことを表している

事例と言えるものだろう。

　本章では、日本私立大学連盟の資料を素材として、大学教育改善にかかる教務系職員

に対する期待が以前から存在したことをまず明らかにする。次に、それらを踏まえつつ、

大学教育の改善を推進する教務系職員の専門職化を大学における組織開発という視点で

論じることとする。

2．教務系職員への期待

　教務系の職員に対する期待が以前からのものであることを明らかにする素材として、

本章では、日本私立大学連盟（以下「私大連」と言う）が実施した研修事業である「教

務事務研究集会」を取り上げる。私大連は、1951年 7月に創立された団体である。その
当初、任意団体であった組織は、1956年 3月に法人格を持った「社団法人日本私立大学

連盟」となり、創立 50年を超えて現在に至っている。私大連の加盟校数は 110法人 124

大学（2008年 4月 1日現在）で、大学数では日本の私立大学全体の約 1/4にあたり、そ
の学生数並びに財政規模においては約 1/2を占めるものとなっている。これらの数字に
よって、比較的規模の大きな私立大学が加盟している団体が私大連であることを見て取

れよう。そのような大学の所属する私大連が行ってきた全国規模の研修事業の一つが教

務事務研究集会（以下「研究集会」という）である。第 1回の研究集会が行われたのは
1957年度のことである。以後 1976年度までの間に計 18回の研究集会が行われた。1976

年度で終了となった背景には、それまでの団体研修事業の在り方について総合的な検討

を行って、新しい研修事業をスタートさせようという、私大連の意向によるものがある。

　さて、この研究集会の実施記録を調べていくと、教務系職員に対する期待が新たに担

って欲しい業務となって表出していたことを見て取ることができる。先取りしてしまえ

ば、それは、大学教育に関わる業務への期待と、長期計画を立案する業務への期待とい

う二つにまとめられるものである。では、それら新しい業務はどのように表現されてい

たのであろうか。研究集会の記録から、特徴的なものを拾い出してみることとする。

（1）大学教育に関わる
　大学教育に関与していく教務系職員のイメージとして求められていたのは、次のよう

なものである。対教員には教育・研究に関する情報を提供し、対学生には学習上の相談

役としてそれらの情報や図書を提供するという、教育職員としての性格を持った専門的

大学事務職員が必要になっている（青山, 1969）というものである。こうした教務系職員

38



が必要とされる背景は次のようにまとめられる。

　戦後に新しい学生を迎えるようになり、教員は学生との教育関係成立の困難を意識す

るようになった。教員が考えている教育という行為が、起こりえなくなった。その原因

は、戦後に急増した学生数、学生の学力低下、学生層の変化、生活条件が不安定となっ

た社会、そうした質的変化にある。教員にとってみれば、教育不可能と思える学生を教

育しなければならないという状況に追い込まれたのである。一方の学生も、希望に満ち

てというよりも、不安に駆られて大学に進学したと推察できる。そして、大学が教育機

関としての責務を果たそうとすれば、教員と学生との教育関係を成立させる助力をしな

ければならず、試験のようなものでない学生が勉学意志を形成するための工夫が必要と

される。大学が教育の規模を拡大すれば、学生数や教員数が増加し、それは教育関係を

成立させるための教務職員の増加となる（大須賀, 1970）。
　以下は、大須賀の研究集会における発言である。

　「［大学の］規模の拡大はこのように構成人員の増加を第一に意味しま

すが、この多数の人間が一つの目的のために緊密な協力をしなければなり

ません。そのためには各種の計らいが必要です。このような計らい即ち処

置を受持つのが一般に職員の仕事ではないでしょうか。《中略》規模が拡

大された今日の大学で、そこでの教育を可能にするための「計らい」の責

任はますます重要なものとなってきているにもかかわらずこの点がほとん

ど顧られず放置してあるのが現状ではないでしょうか。

　大学職員の仕事は直接に教育関係に入って役割をとることではないこと

はよく解っておられるはずです。職員の仕事は教育関係が正しく結ばれ、

教育過程が滞りなくすすむように各種の「計らい」をすることにあります。

ここで「計らい」ということは、教育関係を成立させこれを持続させるた

めに、その支障となっている各種の障害を取除け、これを成立させ持続さ

せるための条件を作り出すことです。そのような営みは大学の規模が大き

くなった今日、規模が小さかったときのように教員の片手間では出来なく

なりましたので、大学の構成員として職員が現われ、職員の数はますます

増加しております。」（大須賀, 1970：20-21）

　以上のようなものを拾い出してみることで、いわゆる事務を超えた部分で教務系職員

に担ってもらいたい新たな業務があったことを見て取ることができる。それは、「計ら

い」という言葉が示す通り、教育関係の成立を企てるという側面で大学教育へ積極的に

関与するというものである。但し教育に関与するといっても、それは教員と学生との教

育関係へ直接的に踏み込むようなものではないと言及されている。では、それはどのよ
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うなものなのだろうか。これには多くの検討を必要すると思われるが、教員と学生との

教育関係を成立させようとする点で現在の大学教育が直面する課題と照らしてみれば、

この新たな業務は FD（Faculty Development）に関わるものと置換ができるのではないだ
ろうか。

（2）長期計画を立案する

　長期計画を立案する教務系職員のイメージは、次のようにまとめられる。各大学の教

授会は研究教育の問題を観念的には理解できるものの、大学運営という現実的課題とし

てそれらを捉え直した時には自分の枠でしか考えることができない。それらを総合的に

検討するためには、総合的な計画や綿密な情報による検討を行える専門的な事務職員─

教授会においては教務職員─の機能が重要になる（岩尾, 1967）、というものである。
　また、教務事務の電算化がアメリカの事例と比較されながら、日本の教務事務では行

われていない実態が次のように示されている。

　「大学はつねにその目的達成のためには長期展望に立っての計画を確立

して将来発展の政策を設定する必要がある。そのためには過去、現在を分

析し、大学社会体系を構成する人的、物的にかゝわる内部的諸要件と文化

的、経済的さらに自然的環境の大学にもつ意義を明かにせねばならぬ。こ

れら諸条件にかゝわる情報を収集、整理、統合するのが電算機である。

　電算機はこれら諸要件にかんする複雑な資料を統合し、資料相互の関係

を発見し、問題の全体的把握を可能にする。」（直井, 1971：100）

　直井は、これらの活動を「制度研究」と位置付け、「制度研究担当職員」の必要性も

示唆しているのである。このような業務は、教務系職員を大学における政策立案に関わ

らせようとしたものと考えられよう。大学教育の情報が集積しているであろう現場で働

く教務系職員に対して、大学組織が行う意思決定にそうした情報を通じて関わることを

期待しているようである。この新たな業務もまた、現在の大学における課題へと置き換

えてみれば、IR（Institutional Research）ということができるのではないだろうか。

　本節では、研究集会の実施記録から、教務系職員に期待されていた新たな業務の存在

を浮かび上がらせようと試みた。それは、大学教育に関わる業務と長期計画を立案する

業務というものであり、それぞれを現在の大学における諸課題の中に置いてみれば、FD

と IRという大学教育の改善を推進する機能にまとめられるものとも考えられよう。こう

したことから、大学教育の改善を推進する教務系職員という期待が、今となって沸き起

こった課題ではなく、以前からあったものであることを見て取ることができよう。つま
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り、この期待は研究集会当時からの課題であり、残念なことに現在の課題として残され

たままであるとも言えるのである。

　次節以降では、この課題の解決を展望するために、教務事務の特性に触れながら、京

都精華大学教育推進センターを事例に、大学における組織開発という視点で教務系職員

の専門職化を論じてみたい。

3．教務系職員の専門職化か、専門的な教務系組織の付加か

　研究集会における実施内容を別の視点で眺めてみると面白いことに気づく2。研究集会

は、参加者全員に向けて一斉に行われる「一般講演（パネル・ディスカッション等を含

む）」と、グループに分かれての議論が中心となる「グループ討議」との組み合わせに

よって実施されていた。この「グループ討議」の内容を研究集会の記録から見てみると、

入学試験業務や広報業務、国際交流業務を含んでいたことが分かる。教務系職員が参加

する全国規模の研修事業である研究集会で討議内容に含まれていたということは、それ

ら業務が教務事務として行われていたと連想させるものであろう。

　入学試験や広報、国際交流の業務は、現在の大学にあって、入試広報課や国際交流課

又はセンター化されたものまで、それに専従する部局が設けられている業務と言えるも

のである。ここに、教務事務の特性を考えるヒントを見出すことができないだろうか。

もちろん大学の規模などを考慮しなければならないが、もともと教務事務の一つとして

あった業務が、その内容の複雑化と高度化という影響を受けて、それに専従する職員を

加えていきながら、やがて教務事務から機能分化して独立の部局を設置するように発展

したのではないかという推論がそれである。加えて、この推論にあって注意しておかな

ければならない視点は、機能分化せずに教務事務として残されたままの業務が存在して

いるということであろう。

　では、ここで前節において明らかにした、教務系職員に期待されていた新たな業務で

ある大学教育に関わる業務と長期計画を立案する業務─FDと IR─を、この推論にあて

はめて考えてみたい。

　研究集会が行われていた当時、大学教育に関わる業務と長期計画を立案する業務は未

分化だったために、教務系の現場を担っている職員に対して、これらの業務は教務事務

の一部分として求められる新たな業務（機能）であったと考えてみてはどうだろうか。

これらの業務は、大学教育の改善という目的下にあるものである。そうした性格を持つ

業務であることから、教務事務の一つとして専門化しようとする要請と、この新たな業

務を教務系職員に担って欲しいという期待が、研究集会において繰り返されてきたと言

えるのではないだろうか。更に言えば、大学職員の能力開発や向上を目指すという枠組

みで検討される機会が多い「教務系職員の専門職化」という今日的な課題が、FDや IR
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を支援する人材のイメージと結び付けられやすい現状を、研究集会の頃と同じであると

見ることもできるだろう。

　大学教育の改善に関する業務ということから、それら業務を教務事務に隣接する業務

であると位置付けて、教務系職員の専門職化で状況に対応しようとしているのかもしれ

ない。大学教育の改善を教務事務の一業務として教務系職員に担って欲しいという点で

これを理解できるものの、この課題を研究集会の頃から今もって解決されない課題であ

ると見直してみれば、そうした要請と期待の繰り返しによって、研究集会の頃を現在に

再生しないような考え方が求められるはずである。かつて入学試験や広報、国際交流の

業務が教務事務から独立したように、大学教育の改善に関する業務を教務事務から明確

に機能分化させていくことが積年の課題を解決する道筋であると発想を転換してみては

どうだろう。あるいは、教務事務の中に片手間的に置くことなく担当チームを際立たせ

ることも考えられる。また学内での気運が未成熟であれば、トップ層のリーダーシップ

によって新組織として設置することも考えられるだろう。つまり、FDや IRを駆使しな

がら大学教育の改善に資する組織（チーム）を大学に開発していく（既存の組織に付加

する）ことが、そこに働く人材イメージよりも先に求められているというような考え方

である。その明確な使命をもった組織には、相応の人材が必要であることは言うまでも

ない。その人材として、教務系職員の異動が相応しい場合もあれば、何らかの専門家を

登用することが相応しい場合もあるだろう。

　こうした考え方こそ、「大学職員を考えるに当たっては、「教員」、「職員」といっ

た枠組みにとらわれず、望ましい管理運営・経営組織を構築する観点から、養成活動、

採用や昇進等の人事、研修活動等の開発活動、教員との役割分担などについて研究を進

めていく必要がある」（大場・山野井編, 2003）という指摘に繋がるものではないだろう
か。

4．事例研究─京都精華大学教育推進センター

　ここに一つの事例を紹介する。2004年 4月に開設された、京都精華大学教育推進セン

ター（以下「センター」と言う）である3。センターは、当該大学における新しい教育を

開発・推進し、社会に貢献することを主眼に、教育活動の向上と発展に寄与することを

設置目的とした組織である。センターの位置付けは、大学における教育が学部・研究科

等の主体において展開されるものであることを踏まえながら、それら教育活動の改革・

推進を補助するものとされている。その主たる業務は、大学教育に関する情報収集と企

画提案である。すなわち、入学前教育から学部・研究科までの教育に関し、他国、他大

学の状況、関係官庁、関係業界の動向などについての情報収集を行い、その結果を踏ま

えて当該大学における教育の質的向上に資する企画を学長に提案するというものである。
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　このような組織は、もちろん教務事務を担う既存組織とは別に設けられたものである。

京都精華大学では学部事務室が置かれておらず、教務課において、学部庶務的な業務や

全学にまたがる資格課程や成績管理等が統合的に行われている。こうした通常の教務系

組織とは別に設けられたのが、センターである。センターには、学長が指名するセンタ

ー長（1名・副学長）と、その事務を遂行するための職員（1名）が配置されている。
　このセンターが持つ特長に、部門の開設がある。それは、特定の教育目標を達成する

ための部門をセンター内に設け、その業務遂行にあたる教職員を置くことができるとい

うものである。2008年度現在、「導入教育部門」と「日本語リテラシー教育部門」が設
けられている。導入教育部門は、入学予定者に対する入学前教育を、AO入学制度と連
動させながら主に行っている。また日本語リテラシー教育部門は、日本語を母語とする

在学生（人文学部初年次の全学生）に対する教育を実施している。この日本語リテラシ

ー教育部門が担当する人文学部開設科目「日本語リテラシー」は、平成 18年度「特色あ
る大学教育支援プログラム（特色 GP）」に採択されたところでもある。

　この日本語リテラシー教育部門による成果は、人文学部という Facultyを活性させるた
めに、センターが開設した部門の教育実践によるものと言えるだろう。これは、個々の

教員が持っている授業技法を向上させること（Instructional Development）に重きが置か
れがちであったこれまでの日本の FDとは違ったアプローチで大学教育の改善を目指し
たものとも言える。つまり、教育活動を支える「組織開発（Organizational Develop-
ment）」を実践した事例と言えるものである4。

　さて本事例が本稿と関わるのは、既存の教務系組織（教務課）に、新しい教育を開発

・推進する組織（センター）を加えたという学内の組織設計にあることを確認しておき

たい。その点において、教務事務の機能分化と言えるものであり、また専門的な教務系

組織を既存組織に加えた事例と言えるものである。

　更に、このセンターを実質的（実務的）にリードしているのが、センターに配置され

た職員であることにも触れておかねばならないだろう。センターが擁する各部門の教育

実践を担っているのが任期制の教員5であるために、この職員がセンターのマネジメント

を持続的に担っているのである。その特徴的なものとしては、入学前教育や日本語リテ

ラシー教育を専門領域とせずに教育職として着任した部門の教員に対して行う、助言等

が挙げられよう。センターの主務である高等教育に関する情報収集業務を背景に、そこ

で獲得された情報を部門教員へとフィードバックすることで教育実践の活性を促進させ

ているのである6。なお、この職員は外部人材の登用ではなく、教務課職員からの異動で

ある。
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5．まとめと課題

　本章では、私大連の研究集会の実施記録を基に、教務系の職員に期待されていた新た

な業務─大学教育に関わる業務と長期計画を立案する業務─が以前から存在していたも

のであることをまず探り出して示した。次に、それら業務が現在で言うところの FDと
IRにつながるものであって、そうした今日的な要請を教務系職員の専門職化という期待

によって検討するだけでは、事態を進展させることが難しいだろうということを、教務

事務が持つ特性からの推察で試みた。

　そこで求められるのは、大学教育の改善を推進するという明確な目標を備えた組織の

開発であり、その組織が要求する専門性に関して相応しい能力をもった人材の登用、そ

して人材の構成（チーム化）であろう。その人材は、既存の教務系職員から異動する場

合もあれば、外部の専門家という場合も考えられる。そのような視点を持った時、本章

に紹介された事例（京都精華大学教育推進センター）はユニークな活動と言えるかもし

れない。

　さて、今後の課題は残念ながら山積みである。本稿のようなパラダイムシフト的な考

えを理解してもらうところから始まり、大学教育の改善を推進する組織とはどのような

ものか、その組織に必要とされる専門性とそれを遂行するために求められる能力とは何

か、また現在の職員からの人材異動を考えた場合の過不足は何か、外部人材とは誰か、

おそらくは各地の大学で既に実行されている実践事例の発掘、こうした課題の研究成果

の共有などが挙げられよう。緊急の課題ばかりであるが、過去の再生は避けるべく取り

組まなければならないだろう。

注

1 口では危機や生き残りを唱えることがあっても、実際には教員や教授会、理事会など

を言い訳にして行動を起こさないという症状（横田, 2001：76）。
2 研究集会の実施概要や、「一般講演」や「グループ討議」などの内容については、田

中（2007）を参照されたい。

3 京都精華大学教育推進センターの概要や実践の様子は、次のウェブサイトで見ること

ができる：http://www.kyoto-seika.ac.jp/cetl/（2009年 2月 10日現在）。
4 教育活動を支える「組織開発」は、"Organizational Development"と呼ばれ、FDを構成

する要素として検討される事項である。日本における FDは、授業技法（Instructional 
Development）の向上に重きが置かれがちであった。こうした状況の詳細は、関

（1988、1995）や有本（2005）を参照されたい。

5 センターには、センター長（1名・副学長）と職員（1名）に加えて、導入教育部門
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に部門長（1名・人文学部教授と兼）と部門教員 3名（教授 1、准教授 1、講師 1）、
日本語リテラシー教育部門に部門教員 5名（教授 1・部門長、准教授 3、講師 1）とチ

ューター（助手）10名、計 19名の部門教員が属している（2007年 4月 1日現在）。
6 例えば代表的なものに、日本語リテラシー教育部門が発行する『授業実践研究』があ

る。これは、授業改善サイクルの確立を目指して、授業評価の結果を手段としながら、

教員・チューターが授業の省察を文章化し冊子にしたものである。ティーチング・ポ

ートフォリオの考え方を一部参考としたこの冊子は、1. 授業内容（授業の条件、授業

運営の方針、授業予定と実際の結果との比較表）、2. 授業評価アンケートの分析（成

績評価の分布も示す）、3. チューターによる授業評価（強み、弱み、改善のためのア

イデア、所見）、4. 教員による授業実践の省察（授業の成果、今後の課題、改善策）

という大項目から成る。実際の授業改善につながり難いと言われる従来の授業評価の

欠点を克服しようとしたセンター側からの発案を受けて、部門がそのアイデアを吸収

し実践へつなげたものと言える。
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第5章　コミュニティ・オブ・プラクティスによる教職協働

神保　啓子

　学生の主体的な学びを促すために何をすべきか。コミュニティ・オブ・プラクティス

による教職協働とは、この単純な問いから生じたテーマである。大学教育の現場では、

教員も職員も様々な問題に直面している。そのとき、教員と職員がともに課題を解決す

るために、同じ目線で取り組む「場」が学内に存在しているだろうか。本章は、学生の

学習を生み出す大学教育の営みの中で、新しい教育の可能性を創造する場づくりとして

の教職協働について考察する。

　高等教育の大衆化に伴い、大学教育に求められる役割も変化してきた。また、FD義務
化、認証評価などの外的要因や学力低下などの問題により、学習者を中心とした教育へ

の転換を目指して、大学は様々な活動に取り組もうとしている。その中で、大学教育の

担い手として、教員だけではなく、職員の関わりがより重視されるようになり、FDのみ
ならず大学職員の専門性に関する SDの必要性も問われている。例えば、大学行政管理
学会内に教育マネジメント等の研究会が立ち上げられ、大学職員を対象にした大学院が

いくつか創設されるなど、大学職員を取り巻く環境は変わりつつある。職員のプロフェ

ッショナル化は進みつつあるが、現場ではその専門性を活かす場が充分に整っていない。

そこには、職員の専門性を支援する大学の戦略マネジメントも必要である。大学におけ

る教職協働には、大学教育に対してプロフェッショナルな教員と職員の大学教育への関

わり方を再考しなければならない。

1．教職協働のコミュニティ

（1）コミュニティ・モデル

学生の学びを奨励するため、教職協働のコミュニティづくりの方法論として、経営マ

ネジメントの要素を取り入れたコミュニティ・オブ・プラクティス（Community of Prac-
tice, 以下「COP」）に注目する。COPは、1991年にWengerが提唱した実践する学びの

方法論であり、個々の価値や興味の多様性を認め、自発的な活動による創造開発力に期

待し、かつ組織力を高める方法論として取り入れられている。

COPは、「共通の専門スキルや、ある事業へのコミットメント（熱意や献身）によっ

て非公式に結びついた人々の集まり」と定義される（Lave and Wenger, 1993）。この方法
論は現在、組織論、経営戦略論の分野で注目され、企業などの人材育成や研究開発の分

野で導入されはじめている。Wengerは経営コンサルタントとしての経験を通して、高い
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パフォーマンスを実現している企業や組織には、公式、非公式にせよ COPが存在すると
分析した（Wenger and Snyder, 2000）。COPは表 5-1に示す三つの要素から構成される。

表 5-1　COP の構成要素

領域（Domain） 熱意を持って取り組む知識あるいは専門分野

コミュニティ（Community） 実際に相互交流している人たちの集団

実践（Practice） 知識を生み出す活動

（2）コミュニティ・オブ・プラクティスを用いた教職協働の事例

　COPの方法論は、大学の教育改革の原動力としても期待され始めており、カーネギー

教育財団1やインディアナ大学パデュー大学インディアナポリス校（ Indiana University-
Purdue University Indianapolis, 以下 IUPUI）など、複数の大学や教育機関で取り入れられ

ている。COPによる取り組みは、学部の垣根を超えた異分野の人々による創造的な研究

開発の場であり、その活動は、業務として与えられた受身的な仕事ではなく、テーマに

よって主体的に集まったメンバーによる実践である。そのため、COPは任期付業務とし
ての活動ではなく、個人のキャリア開発としての持続性を持った活動の場という特徴が

ある。

　ここでは、COPを用いた大学教育への教職協働の事例として、IUPUIの事例2を報告す

る。IUPUIは、学士課程教育の学習の基礎を築く一般教育のスキルを表現した次の六つ

の Principles of Undergraduate Learning （以下 PUL）を全学的に掲げている。

表 5-2　Principles of Undergraduate Learning (PUL)

1 Core Communication and Quantitative Skills

2 Critical Thinking

3 Integration and Application of Knowledge

4 Intellectual Depth, Breadth, and Adaptiveness

5 Understanding Society and Culture

6 Values and Ethics

　PULの導入にあたっては、数百人の教員、学生、職員で数年間かけて討論を行い
1998年 5月に導入された。COP は、PULに基づく教育を実現するためのアプローチとし
て位置付けられており、IUPUIを構成する教員や職員であれば誰でも参加できる。職員

の参加は教員に比べれば少ないものの、教員と職員が学部領域を超えて一致協同するこ
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とをゴールとし、この六つの PULに沿った COPのテーマを設定している。
　IUPUIの Consortium for Learning and Scholarship（以下 CLS）は、Center for Teaching and 
Learning、Center for Research and Learning、Center for Service and Learningの三つのセンタ

ーで構成される。CLSは、IUPUIの学部生に対して、カリキュラムを通して PULを実現
するために、キャンパスでイニシアティブを取り支援しているセンターである。CLSに
よる最近のプロジェクトは、IUPUIの学生電子ポートフォリオ（ePort）、テーマ別学習
コミュニティ（TLCs）、Communities of Practice、Scholarship of Teaching and Learning（以
下 SoTL）である。IUPUIの COPプログラムは、教員が学生の学習（student learning）コ
ミュニティへ積極的にアプローチすることを目指している。COPプログラムの目的は、

PULの視点に立った教育に対する教職員の関心・実践・教授活動に対する専門知識を増

大させることによって、学部学生の学習を促進することである。そして、COPプログラ
ムによって、教職員のコミュニティが新しい教授を試行するときのリスクを積極的に選

択できるように支援し、特に PULに関して学部横断的に協働することを期待している。

また、COPプログラムのもう一つの目的は、学究的教授（scholarly teaching）の文化を醸
成することに寄与することである。

　IUPUIの COPプログラムの目的は、学生の学習コミュニティの目的に近似している。

学生の学習コミュニティの目的とは、学びを増加し、大学生活を大いに満足させ、コミ

ュニケーションを改善し、学際的に理解を深め、自己と他者のよりよい理解を促し、知

識発達を促し、リテンションを増加し、ストレスをなくし、市民としての責任を果たす

（市民教育）ことである。大学コミュニティを通して PULを実施し、さらにもっと深い
理解によって、学生の学習を促進させるアプローチとしての COPの効果は、教職員のコ
ミュニティが学生の育成に関わるという社会的文化の形成において重要な意味を持つも

のとして位置づけられるだろう。

　教員、職員が COPのメンバーとして参加した主な理由としては、他の学部の教員等と

ティーチング＆ラーニングの要素を共有し、PULにおける多面的で深い理解を学ぼうと

したことであるという。コミュニティメンバーは快適に研究や SoTLを実践し、新しい

教授活動を取り入れるための研究が奨励されるような環境や支援が提供される。それぞ

れの COPには、5,000ドルを Professional development fundsから受けることができ、メン
バーで共有している。使い方は COPの裁量に任されており、メンバーに配分する COP

もあれば、ワークショップの開催などに使うコミュニティもある。COPはコミュニティ

メンバーで必要な物品等を購入したり、国際的な専門分野の人を招待することを奨励し

ている。全ての COPはコミュニティのメンバーの専門的知識と関心事に対する学際的研

究の場であって、そこにおいて様々な問題解決法等の検討を行うことを奨励し、個人が

持つ特定の関心事に近い PULに基づく COPを下記から選択するように提案している。
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表 5-3　IUPUI の COP（2008）

1 Core Communication and Quantitative Skills

2 Scholarship of  Teaching and Learning on Instructional  Technology 
Impact  (linked to the Core Communication and Quantitative Skills 
Community of Practice) 　[NEW]

Note:  Members of this new COP will be given iPods for experi-
mentation with innovative uses of this technology for en-
hancing teaching and learning.

3 Critical Thinking
4 Creativity  (linked  to  the  Critical  Thinking  Community  of  Practice) 

[NEW]
5 Intellectual Depth, Breadth, and Adaptiveness
6 Integration and Application of Knowledge
7 Understanding Society and Culture
8 Multicultural Teaching (linked to the Understanding Society and Cul-

ture Community of Practice) 　[NEW]
9 Values and Ethics

10 Civic Engagement across the PUL

　これらの COPは、その成熟度によって、各テーマに関係した新たなテーマに移行しな

がら発展している。以下の図 5-1に、IUPUIの COPのシステムを示した。

　図 5-1に示されるように、IUPUIの COPは、一般教育の指針である PULに沿って、テ
ーマが設定されている。ここで研究開発された教育の指標や教授方法などは、実際の授

業現場で実践される。IUPUIは学生のラーニングアウトカムとして、eポートフォリオに
よる蓄積と可視化に挑戦しており、COPの成果は授業を通して学生のアウトカムとして

反映される。また、大学のマネジメント（経営層）は、大学の教育力向上の鍵を握る組

織として COPを捉えている。COPの活動は Campus Action Plan（2006年から Academic 
Plan）に位置付けられており、COPを担当する CLSには、専属の COPコーディネーター

を置いている。COPは自主的な参加に基づき、COPは学部の壁を越え、学問の領域を越

えたメンバーが集まっている。また、COPは教員に限らず、職員、管理責任者などが

COPに参加することに対してオープンであることは教職協働のあり方を考える上で我々

に示唆を与える。IUPUIの COPシステムは、大学の教育力向上のベクトルにあわせた教

員職員のチャレンジングな研究を、大学が支援する仕組みである。
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図 5-1　IUPUI における COP システム

　最後に、IUPUIの COPの活動をマネジメントの観点で見た特徴を FD組織化ベンチマ

ーク（池田・神保・中井・青山, 2006）に基づいて表 5-4に整理する。

表 5-4　IUPUI における COP の特徴

組織 The Consortium for Learning and Scholarship（CLS）
http://cls.iupui.edu/cop/main.asp

ミッション・
ビジョン

 21世紀の複雑な国際社会の要求に応える一般教育を身に付けた人材
を育成する

価値観  異なる学問領域の教員による相互交流

 アイディアを交換し、機会を捉えてともに挑戦

 専門性と人間性の成長

 IUPUIの文化と方向性に影響を与える機会
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ゴール  六つの Principles of Undergraduate Learning (PUL)の実現の方法論開発
として、教員・職員が学部領域を超えて一致協同する

 SOTLへの関心と参加を高める

 コミュニティの活動（ディスカッション、発表など）を通して教授
活動の専門性を高める

 学際的なコミュニティにより、学生の学びを促す方法論開発を進め
る

ドメイン  IUPUI の一般教育【六つの Principles  of  Undergraduate  Learning 
(PUL)】に基づく

1. Core communication and quantitative skills
2. Critical thinking
3. Integration and application of knowledge
4. Intellectual depth, breadth, and adaptiveness
5. Understanding society and culture
6. Values and ethics

コミュニティ  IUPUIの全ての教員・職員
 教員・職員・管理責任者の計約 80名が常時活動
 各コミュニティは 10人前後
 コミュニティリーダー：The Consortium for Learning and Scholar-

ship（CLS） Mary Price

リサーチ＆
リソース

 リサーチ活動：各コミュニティメンバーが学内外で発表

 リソース：The Consortium for Learning and Scholarship（CLS）ウェ
ブページ（http://cls.iupui.edu/cop/main.asp）にて公開

戦略マネジメン
トの体制

 キャンパスアクションプラン（2006年から Academic Plan）の中に
位置付け COPへの期待を示す

 Professional development fundsから研究費の支援
 コミュニティメンバーでのリソース購入、教育研究の発表、国際的

な専門分野の人を招待することなどを奨励

プラクティス  introductory と intermediate のコンピテンシーの開発
 クリティカルシンキングの達成度を確認する課題の開発

 Critical Thinking PUL の定義を洗練させる
 教育論文の奨励

 IUPUIの E. Moore シンポジウムの開催

 Associate Facultyと Lecturersの COPメンバーの成果を記録すること
を促進するセッション

 卓越したティーチングに関する教員対象ゼミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（3）名城大学における FDの取り組みとコミュニティづくりの課題

　ここでは、名城大学の FDの事例を通して、COPによる教職協働の可能性を考えたい。

名城大学では、学生の学びの促進に向け、FDなどの活動を通して大学教育の質の向上に
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向けた取り組みを行っているが、2008年前期に実施した学生による満足度調査などから
は、学生の自学自習の少なさなど、いくつかの課題が浮かび上がってきている。そのよ

うな現状の中で、名城大学では、学生の学びを促進するための取り組みとして、教員と

職員が大学教育に積極的に関わるコミュニティづくりを目指している。まだ試行錯誤の

段階であり、抱える課題も多いが、コミュニティづくりには時間がかかることなどを考

えると、そのプロセスこそが意味を持つ。そこで以下では、名城大学がこれまで実施し

てきた FD活動を通じて、なぜコミュニティが必要なのか、また、その課題を共有でき

ればと思う。

　名城大学は、2000年から授業評価アンケートをはじめとした FD活動を展開してきた。
当初、授業評価アンケートの導入はトップダウンによる実施であったため、不信感・忌

避感が生じ、授業改善のために実施する授業評価アンケートが、本来目指すべき役割を

忘れられてしまう現状を目の当たりにした。そのような背景の中で、学生の学びを促進

するための教育開発・実践を検討した授業参観・公開授業プロジェクトの事例を取り上

げる。

図 5-2　名城大学の FD 活動（2005）

　大学の教育の現状を把握するのは、授業現場を抜きにしては語れない。また、ティー

チングとラーニングに関する課題を共有するのもまた、授業現場の現象が基軸となる。

しかし、その現場は、大学の中であまり共有されていないことから、授業参観・公開授

業の必要性の声があがり、実践に向けた取組みが始まった。当初、FD委員会で議論を行
ったが、「授業参観なんて、大学は小学校ではない」などという反対意見によって、議

論は遅々として進まなかった。そこで、FD委員会の中に、新たに授業参観・公開授業を

53



検討する教職員による授業参観・公開授業チームを結成し（図 5-2）、先進事例（京都

大学の公開授業）の視察、本学での導入可能性、公開授業に関するセミナーの実施、授

業改善における意識調査アンケート、授業参観ふりかえりシートの開発、効果的な実施

運営の方法検討など、各自持ち寄りのランチミーティングの中で検討を重ねた。

　授業参観・公開授業チームのミーティングでは、学部や専門分野の異なる教員と職員

がともに活発な意見交換を行い、先進事例を持ち寄り、その効果を検討した。同僚が互

いに学び合う環境をつくり、授業での悩みや課題解決に役立てるためにはどのような方

法が必要かなど、多面的な角度からディスカッションを重ねた。その活動から実践され

た取り組みが 2003年の【授業参観／同僚に学ぶ】である。学内から授業を公開する教員

を募り、同僚による授業参観を実施。その後、授業参観ふりかえりシートを用いて授業

検討会を行い、学内の教育における授業改善や課題共有を目指したプロジェクトである。

2003年の授業検討会は、休みにカフェで自由に語るような雰囲気の中で実施できないだ

ろうかと考え、心地よい音楽が流れる学内の展望レストランで実施した。そこは、いつ

もの会議の雰囲気とは異なり、くつろぎの中で授業の悩みを共有し、大学教育の課題を

語り合う場となった。これまでは、「授業アンケートの結果を受け取って自分の授業の

いいところ、弱いところが良く分かったが、どう改善すればよいのか分からない」とい

う声が多かったが、分野も、学部も、教員としての経験も違う同僚から学び合う場づく

りの第一歩となる。

　2003年の【授業参観/同僚に学ぶ】では、全 28回のプログラムに対し、延べ 132人、
教員 96人（専任教員 86人、非常勤講師 10人）、職員 36人の参観者があった。検討会

では、授業のこと、学生のこと、大学のこと、学問のことなど、学問領域も学部も異な

る教員が自由に話し合い、新任教員にベテラン教員がアドバイスする姿も見られた。授

業参観後のコメントには、「自分が担当する授業が他の授業とどのように繋がっていく

かを知ることができた」「同じ分野を教えている仲間で授業についての悩みを共有する

ことができたことが非常に有益だった」、「結構面白かったから友達の先生を連れてき

た」など、同じ課題やテーマを持つ人々と、多様で学際的な視点から大学教育を自由に

考えるコミュニティの場が求められていることが分かった。しかし、その持続的運営を

担っていた授業参観・公開授業チームは、タスクによる委員制のチーム活動であり、

COPの観点から見れば、持続性に欠けるという課題を残していた。授業参観・公開授業

チームは 2年任期による FD委員によるメンバーで活動していたため、順次委員が交代

する。任期制タスクフォース型のチーム活動は、新しい教育実践の企画や実践には優れ

ているものの、継続的な活動を通した教育開発には繋がりにくい。その結果、 2006年か
ら【授業参観/同僚に学ぶ】のプログラムは休止することとなる。授業参観を通じた教授

活動の効果を検討し、プログラムの改善を目指すためには、知と経験の継続が課題であ

る。学生の成長を視点においた教育方法の工夫や教育力の向上などに取り組む活動は、
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即時的に解決できる課題もあれば、持続的な調査・検討・実践が必要になることも多い。

名城大学の事例で考えれば、大学教育を自由に語り、実践を行う継続的な教職協働のコ

ミュニティが必要であった。

　名城大学では、大学教育に積極的に関わる職員の人材育成の場の一つの取り組みとし

て、2006年から大学・学校づくり研究科を設立した。そこでは、大学教育の様々な現場
から生じる課題に対して、その課題解決の方法を研究開発し、実践に結び付けることを

目的としている。また、大学の戦略的マネジメントとして、 2005 年から Meijo 
Strategy-2015 （MS-15）を策定し、「名城育ちの達人を社会に送り出す」というミッシ

ョンに基づき、2015年までの戦略構想「戦略づくり分析図」3にそった活動に取り組んで

いる。大学の戦略的マネジメントには、プロフェッショナルとしての教員・職員の人材

育成の方針が明確に共有され、そのコミュニティを通した大学教育力の向上に対して、

大学が期待し、支援する仕組みがあることが重要である。名城大学では、MS-15の基本
戦略「人材の確保と育成」のドメインの中で、「目的意識と行動力と社会性に優れた学

生、教育職員及び事務職員を確保し、育成する」という基本目標を示し、そのための行

動目標が計画されている。その行動計画の一つに、FDの促進が位置付けられている。

　教職協働の FDコミュニティの形は多様に存在すると思われるが、その実践から、コ

ミュニティの持続性とその成果に大きな影響を与えるのは、次の点であると考える。

表 5-5　教職協働のための三つの視点

人材育成 大学教育に積極的に関わる教員・職員の、プロフェッショ

ナルとしての人材育成があるか

コミュニティの場 大学教育開発に挑戦できる持続的コミュニティが存在す

るか

大学の

戦略的マネジメント

ミッションを伝え、活動を支える仕組みがあるか

　現在、名城大学では、大学教育における教職協働のコミュニティづくりを目指した授

業参観分析の方法論開発、英語多読コミュニティづくりなどに取り組んでいる。教育担

当理事のリーダーシップのもと、人材育成、学びのコミュニティの場、大学の戦略的マ

ネジメントの三つの視点を統合させた学生の成長を促す教育力向上に着手していること

は、コミュニティ・オブ・プラクティスによる教職協働を考える上で重要と考える。
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2．おわりに

　プロフェッショナルとしての教員と職員による教職協働のコミュニティのあり方を考

える際に重要な視点は、大学教育に積極的に関わる教員・職員の人材育成と、その人材

が活動する場（コミュニティ）づくり、そしてそれを支援する戦略マネジメントの三つ

である。

　IUPUIは、学生の学びを促す教育力向上の取り組みとして、COPによって教員と職員
による学究的教授（scholarly teaching）の文化を創ることを目指し、コミュニティ活動を

通した人材育成と、コミュニティを戦略マネジメントの中に位置付けた支援の戦略マネ

ジメントを展開している。

　学習者中心の学び（Barr and Tagg, 1995）への転換（ラーニングパラダイム）が提唱さ

れて 13年になるが、学習者中心の学びの促進は大きな課題となっている。名城大学では、

学生の主体的な学びを促すために何をすべきかを伝える戦略マネジメント（MS-15）と、
人材育成の取り組みの一つとして、大学・学校づくり研究科を通して、大学の持続的革

新力を生む戦略マネジメントを学び、日々の実践の中での問題解決の開発手法を現場で

適用できる人材の育成を目指すとともに、コミュニティを通した教育力向上に取り組も

うとしている。

　大学教育の COPの文脈で用いるプロフェッショナルとは、「ティーチング＆ラーニン

グに自発的にかつ積極的にコラボレーションする人材」を意味する。学習者中心教育へ

の転換を目指した教職協働のコミュニティが目指すさきには、教員と職員がともに学び

合う境界なき学びのコミュニティによって、大学教育力向上のための自由な取り組みの

文化が醸成することを期待する。そのときに、プロフェッショナルとしての教員と職員

による教職協働の本当の意義が見えてくるのではないだろうか。

注

1 米国・カーネギー教育財団では SoTLの概念に基づき、CASTL（Carnegie Academy for 

the Scholarship of Teaching and Learning）による CASTL Institutional Leadership Program
が実施され、大学を超え、教員個人の教育実践について、 ITを活用し、機関を越え、

機関の連携を活用しながら、教授実践知を共有する取り組みが行われている。そのリ

ーダーシップテーマの一つとして、Communities of Practice Pooling Educational Re-

sources to Support Scholarship of Teaching and Learning （COPPER)がある。
CASTL（Carnegie Academy for the Scholarship of Teaching and Learning）

http://www.carnegiefoundation.org/programs/sub.asp?key=21（2008/11/30）
2 IUPUIの COP活動については、COPの推進者 Sharon Hamilton氏と、COPコーディネ
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ーターMary Price氏から事例を収集した。記して感謝する。
3 Meijo Strategy-2015 （MS-15）の「戦略づくり分析図」については以下を参照。

http://www.meijo-u.ac.jp/guide/ms15/img/u.pdf（2008/11/30）
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第6章　事務組織に関する一考察

─　14 私大の点検評価報告書等の分析　─

林　一夫

　我が国の大学は 700を超え、伝統・性格、規模等において極めて多様となっている。

個々の大学にあっては、激変する環境の中で大学としての教育研究水準の維持向上を図

りつつ、建学の理念に基づき、学内外のニーズを的確に把握し、持てる人的物的資源を

最大源に活用して社会から期待される成果を出していくことが重要である。このため、

大学教員が行う教育研究の充実強化はもとより、それを支援し、教員とともに大学をマ

ネジメントしていく職員の役割は今日極めて重要となっている。

　職員に関する研究は、大学行政管理学会、大学教育学会、日本高等教育学会を中心と

して、この約 10年間で多くの成果が出されてきた。職員に関する全国的な実態調査も行

われるようになった。職員に関する研究は、山本（1998）や大場･山野井編（2003）とい
ったアカデミックな立場からのものがある一方、大学行政管理学会を中心にした実務者

からのものがある。内容は、専門職化や SDに関するもの、経営手法に関するものなど
が多い。機能に関するものが多いが、事務組織に関する研究も大工原（2007）などによ
り開始されている。しかし、この分野の研究はまだ緒についたばかりであり、実態も極

めて多様である。研究の細分化も進みつつあるが、一方、不断に多様な実態を多様な立

場から把握する努力が今後とも重要であると考える。特に、各大学が詳細な点検評価報

告書を公開する例が増えているにも関わらず、この記述を基にした実態把握と問題分析

は未だ行われていない。

　本章は、認証評価の受審のために大学基準協会に対し提出された点検評価報告書の記

述分析を通して、事務組織や職員に関する実態、課題、今後の改善方向及び具体的方策

等について、整理分析し、関係者の参考になる情報を提供することを目的とする。なお、

本稿の内容のうち、意見等に関わる部分は個人的な立場のものであり、職務上のもので

はない。

1．対象－大学基準協会の認証評価を受審する大学の点検評価報告書

（1）認証評価機関へ提出された点検評価報告書を対象とすることの意義

　これまでの多くの研究は、個人が収集したデータに基づいている。しかし、認証評価

のために作成・提出された点検評価報告書は、全学の合意の基に作成されたものであり、
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大学としての認識が記述されている。特に、大学基準協会へ提出されたものは、大学評

価・学位機構及び日本高等教育評価機構へ提出されたものに比較して以下の特徴を持つ

ため、これを分析することは意義が大きい。

● 評価への取り組みの歴史が一番古く、評価の研究の蓄積が厚い。

● 他の 2団体は、1大学あたり約 100 ページ程度であるのに対し、大学基準協会へ

提出されるものは、多いものは 1000 ページを超えるなど、記述量が多い。

● 基本的な観点とされる 10数項目の中に「事務組織」という項目がある。大学評
価・学位授与機構は、「管理運営」という項目の中で、事務組織の規模や機能、

職員の資質向上策、データに基づく業務方法などを聞くに止めている。また、日

本高等教育評価機構は、「職員」という項目を設けているが、上述のように記述

量が少ない。

　但し、大学基準協会へ提出された点検評価報告書には、専任職員数などが記述されて

いない大学が少なくない。このため、学生数、専任教員数、専任職員数など定量的な部

分は、各大学の最新の事業報告書等からも収集した。なお、国立大学の大半は大学評価

・学位授与機構を受審するので、本稿の対象には含めていない。

（2）対象とした大学及び報告書
　本稿が対象とした報告書は、大学基準協会が平成 19年度に審査対象とした大学が作成
した点検評価報告書で、インターネットから入手できたものである。但し、医学、薬学、

看護、芸術の学部を持つ大学は、文系や理工系と教育研究条件が著しく異なるので、別

に検討した方がよいと考え除外した。公立大学も少数であり除外した。その結果、対象

大学は 14 私立大学となった。

2．14 私立大学の特徴

　報告書内容の分析に入る前に、対象となる 14 私立大学の特徴を見ておこう。

（1）分野、地域、規模（学生数）

　分野別に見ると、一部理系の学部を含む主として文系学部からなる大学（4大学）、
文系学部からなる大学（8大学）、理系学部からなる大学（2大学）となっている。また、
地域別に見ると、南関東（8大学）、中部（1大学）、近畿（2大学）、九州（3大学）
である。

　学生数で見ると図 6-1の通りであり、4大学が 2万人以上（以下「大規模大学」と称す
る）、次に 4大学が 7千人台から 1万人余りの規模で続く（以下「中規模大学」と称す

る）。残りの 6大学は 3千人程度から 1千人台である（以下「小規模大学」と称する）。
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　この結果、分析対象の 14 私立大学は、分野、地域、規模別に表 6-1のように分類でき
る。

図 6-1　14 私立大学の学生数

表 6-1　14 私立大学の分類（単位：大学数）

区分 南関東 中部 近畿 九州

大規模 中規模 小規模 中規模 中規模 小規模

文 系 ＋ 一
部の理系

３ １ ０ ０ ０ ０

文系 １ ０ ２ １ ２ ２

理系 ０ ０ １ ０ ０ １

（2）教育研究条件

　次に、定量的な教育研究条件を見ておこう。学生数、専任教員数、専任職員数の 3者
の関係である。

　図 6-2は、大学の規模（学生数）と専任教員一人あたりの学生数を示したものである。
小規模大学の方が一人あたり学生数は 10数名から 20数名程度と少ない傾向が見えるが、

大規模大学でも 35.8人や 38.4人などと教育条件の維持に努めている大学がある。

　図 6-3は、大学の規模と専任職員一人あたり学生数を示している。教員に比較して一
人あたり学生数は多く、教員と異なり規模が大きいほど一人あたり学生数は多くなって

いるように見える。
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図 6-2　大学の規模と専任教員一人あたり学生数

図 6-3　大学の規模と専任職員一人あたり学生数

　このことを確認するため、規模（学生数）と専任職員・教員比率（専任職員数÷専任

教員数）の関係を見てみたのが図 6-4である。外れ値である 1大学を除いては小規模な

大学ほど比率が高く、規模が大きくなるほど比率が低い。相関係数を見ると r＝-0.70422

であり相関は高い。即ち、小規模な大学ほど専任教員数と専任職員数は同数に近く、大

規模になるほど職員数は相対的に少なくなることが分かる。外れ値となっている 1大学
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は、法人部門が複数の学校を設置しているとは言え、大学の 2倍の職員が配置されてい
るので除外して考えた。なお、学生数と専任教員数の関係、学生数と専任職員数との関

係は、章末の補論を参照されたい。

図 6-4　大学の規模と職員・教員比率（専任職員数÷専任教員数）

3．各報告書の記述内容の要旨

（1）概要
　各報告書では、「目標」、「事務組織と教学組織との関係」、「事務の役割（教学支

援、予算編成過程、意思決定伝達システム、国際・入試・就職業務、経営支援）」、

「事務組織強化の取り組み（資質向上等）」、「事務組織と法人との関係」などの観点

に沿って、各大学により全部または一部が記述されている。

　記述は、事務組織の現状の説明と今後の在り方に関することが多く、問題解決のため

に何をしてきたか、今後の具体策は何かといった点についてはあまり多く記述されてい

なかった。

　以下、各々の観点に即し特に参考となる記述を紹介する。

（2）目標
　事務組織の目標を記述している大学は 9大学あり、以下のようであった。
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● 教学組織が推進する教育と研究を支援する。また、事務組織の独自性を確保した、

教学組織との連携活動により、学生と教員に適切なサービスを提供する。

● 教育研究活動を直接的又は間接的に支える。教学組織との連携協力体制を密にす

る。境界領域の新たな業務や専門知識の要求に対応し、組織間連携と専門能力の

育成を図る。全学の情報システムを見直す。

● 教学組織をサポートするだけでなく、積極的に資料収集等を行い企画立案し、教

学組織間の連携を図る。職員は、学生を基本に据えた大学づくりを行う。

● 教育と研究、法人業務、学生支援を事務面から支えることが根本だが、近年の社

会変化に伴い、単なる事務処理組織の枠内に止まることはできない。カリキュラ

ム制度などをこれまで以上に研究する必要があり、情報教育設備等の活用に関す

る新たな知識技術の習得も必要である。学生支援のためにも専門的な知識が必要

である。このため、職員の意識向上と一層のスキルアップ、教学との連携が必要

である。

● より高度の知識とマネジメントの能力を備えた人材を育成するプログラムを早期

に確立する。ユニットグループ制度を活用する。2キャンパスの独自性と連携の

調和を図る。

● 教育研究の充実に貢献するため、教学組織との連携協力を確立する。業務の専門

性や効率性の向上を図る。

● 大学の規模及び教員数に応じた職員の適正数を維持する。教育研究の支援体制の

確立を図る。研修等職員の資質向上を図る。教学組織と事務組織の独自性と一体

性を確立する。2キャンパスに適応した効率的な業務運用を図る。

● 教職員のための事務組織から学生のための事務組織とする。縦割り組織へ横割り

の柔軟を取り込む。職員の資質向上を図る。業務の合理化・効率化を図る。

● 教学組織との連携協力を図る。積極的な企画立案を行う。具体的には、職員の委

員会への構成員化、アドミニストレーター等専門人材の確保、業務の一層の効率

化。

（3）事務組織と教学組織との関係
　事務組織と教学組織との関係では以下の記述が注目された。

（学内委員会の委員）

● 委員会に職員が委員として参加している（5大学）。
● 教学側の委員は 2年で交代するので、職員委員が委員会の継続性を担保している。

（職員の企画、積極性）

● 職員が自ら企画している（3大学）。
● 2007年に事務組織の改革を行った。教員が意思決定するというこれまでの在り
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方を再考すべき時期に来ている。

● 事務職員の提案が生かされない。

（組織）

● 大学改革に伴い事務組織の縮約統合が必要である。

● 学部ごとの事務室はない。

● 専門職大学院、学部学科の改組、競争的資金獲得、地域貢献、社会連携など教学

業務の加速度的増加に事務組織が対応できない。改善の方向として理事会直結の

組織拡大（企画広報、情報システム、入試）、大括りの組織へ改編を検討してい

る。

● 学部新設やセンター新設に伴い事務組織が細分化した。今後統合を検討している。

● 事務局長制を廃止し、本部長制（理事）にした。

● 科研費、産学連携、外部資金獲得のため、本部に学事課を新設した。学生課・就

職課を学生部長から事務局の下へ移動した。

● 事務組織の相対的独自性を強調しすぎると、教学組織との連携が不十分になる。

● 国際・情報化対応が不十分である。

（4）事務の役割（教学支援）
　事務の役割のうち、教学支援に関するものの中で以下のものが注目された。一部は上

記「(3) 事務組織と教学組織との関係」の記述と関連している。
（職員の企画、積極性）

● 教学の企画面を良く補佐している。また、学生対応は高い評価を得ている。

● 学部執行部は 2年ごとに替わるため、事務職員の役割が重要である。事務職員か
らの企画立案が増える傾向にあり、職員の意識・意欲は向上している。

● 教学面の企画も職員が行うこともある。学長室の整備や予算編成も事務組織の関

与が重要である。データ収集は事務職員が行う。関係者への意思伝達は職員が

IT利用で行う。
● 企画部門を重視している。職員の 7割が ITを利用している。

（職員の消極性）

● 職員に消極性が見られる

● 事務職員からの提案が少ない。

（組織）

● 入試部長を新設した。学生課と就職課を統合した。

（5）事務組織の機能強化の取り組み

　この項目では、以下が注目された。
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（基本方針）

● 事務組織機能強化の方策は、組織整備、業務改善、人事施策、研修等の四つであ

る。

（研修）

● 2年間で 22種の外部研修へ職員が参加した（延べ 74名）。22種の内訳は、就職

8種、経理 5種、学生 4種、教務 3種、図書 2種。自前の研修は行っていない。
● 夏期 1日の学内研修を行うほかは、外部研修（53種 103名）に依存している。

● 3か月の海外研修があり 4名を派遣した。通信教育への補助、資格取得奨励、職

員研修誌配布などを行っている。

● 学外研修の予算を人事課から担当課へ移管した。自己啓発や資格取得に補助して

いる。

● 研修は不十分である。大学院派遣を理事側に要求中。目標管理制度にも関心が有

る。

● 自学の大学院等へ職員を派遣している。

● 総務系管理職員には外部研修の機会があるが、教務系管理職員にはその機会が

少ない。教務系事務は大学間の共通性が乏しいので、内部努力によって研修を行

うことが必要である。

● eラーニングによる研修を行っている。
● 資質向上のため、桜美林大学や産能大学との連携や 100種の通信講座の提供を行
う。

● 研修費補助により大学院へ 5名進学している。
● 外部研修 8種に職員を派遣している。

（組織）

● 業務改善には法人出資の事業会社を検討する（理事会に答申済み）。

● 情報や図書は外部委託にした。

● 55才以上の選択定年制導入等により 31名が退職し、年齢構成が改善された。
● 1988年の 123名をピークに専任職員は減少し、パートや派遣が増えた。今後は

選任職員を 100名まで戻す。依然として中堅層が薄い。

（6）事務組織と理事会
● 総務部長及び経理部長は法人に属し、課長以下は大学に所属する。

● 事務組織の増設・細分化の弊害がで出ている。

● 平成 18年にやっと職員理事が誕生した。
● 事務職員の理事は 1名だけなので増員を検討する。
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（7）その他
● 平成 21年のキャンパス移転に伴い、事務組織を大幅に再編する。

● 学校法人出資による株式会社形態の支援会社あり。社員約 300名。各種保険の扱
い、受付業務、公開講座等を担当する。

4．考察　

（1）記述内容に即して

a. 「目標」
　「目標」に関する記述では、「教育研究への支援」、「学生中心」、「（教学組織と

の、及び事務組織同士の）連携・協力」、「企画、専門、資質向上」、「業務の効率」

などの言葉が多く使用されている。学生や教員が行う学習・教育・研究活動を、専門的

知識技能を持ち企画力に富む職員が、教員や他の職員と連携協力して、効果的・効率的

に支援することが、事務組織の目的ということに要約できよう。

b. 「事務組織と教学組織との関係」及び「事務の役割（教学支援）」
　この観点に関する記述では、「組織」に関すること及び「職員の位置づけや企画力等

資質向上」に関することが注目された。

　「組織」に関しては、教学組織の増大、国際化・情報化・産学連携等に応じて、事務

組織も肥大化・細分化したことから生じる弊害が指摘され、その改善のため、理事長・

学長直結、縮約統合、縦から横へといった方向が出されている。その具体的現れは、理

事長や学長直結の室の設置、部課の廃止・統合、プロジェクトの活用などが指摘されて

いる。但し、組織改編は、それに属する職員の意識・能力の向上なしには成功しないと

考える。両者を同時に検討することが必要である。

　「職員」に関する記述として、学内委員会の委員に職員が任命されている大学が 5大
学あった。職員の積極性や企画力に関する記述も多かった。積極的であると記述してい

る大学は 7大学であった。但し、消極的であるとした大学も 2大学あった。職員の提案

が生かされないと言う大学が 1大学あった。なお、「教員が意思決定するというこれま
でのあり方を再考すべき時期に来ている」という記述には注目される。

c. 「事務組織の機能強化の取り組み」ほか

　ここでは、研修等、資質向上に関する記述が多かった。海外研修を行う大学、自学の

大学院へ派遣する大学、eラーニングの実施、通信教育や資格取得など自己研鑽への経

費補助を行っている大学など、多様な展開を見せている。また、小規模大学の一部では、
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極めて多くの種類の外部研修会への参加を認めている大学が見られた。

　注目したのは、研修に関して、総務系管理職員には外部研修の機会があるものの教務

系管理職員にはそれが少ないといった記述である。これは教務系職員の業務は大学間で

共通するものが多くなく、その研修は大学を超えて実施することには適さないという意

味であろう。しかし、大学の歴史、カリキュラム総論、教育方法論など、大学を超えて

共通する内容は当然あるので1、個別大学・学部ごとの研修の充実とともに、共通的な研

修プログラムの構築も並行して行われる必要がある。

　また、ここでは、「学校法人出資による株式会社形態の支援会社あり。社員約 300名。
各種保険の扱い、受付業務、公開講座等を担当する」、「法人出資の事業会社を検討す

る」と言う記述があった。2大規模大学の記述であるが、職員構成の在り方、大学が自
前で抱えるべき部分は何処までか、を考える契機となる。上述2. (2)（教育研究条件）で

は学生数と専任職員数の関係を扱ったが、外部委託業務の増加とともに、大学外の支援

機関をどう考えるかも重要となってくる。

（2）記述内容を離れて

a. 事務組織の検討の視点
　事務組織を検討するには、機能分析から入り組織の在り方論に至る、と言うのが素直

である。各報告書の記述を見ると、事務組織には、教育研究支援機能と一般管理機能の

両者があるとされる。前者の機能は、教育研究の在り方によって決定される。一方、人

事・財務・施設・総務といった後者の機能は、大学の特性に影響されるものの基本的に

は一般の組織と同様に決定される。したがって、後者はある程度教員から独立して機能

や組織を考えることはできるが、前者は教育研究と一体として検討しなければならず、

結局のところ支援組織だけを独立して検討することはできない。だからと言って、支援

機能に関する組織の検討を職員ができないというのではない。職員が教育研究まで含め

て、トータルにその支援機能を考えるべきだと考える。林（2006）は、教育支援機能に
ついて、教務系職員に即してその点を指摘している。

　なお、教育研究支援機能を担当する組織は狭義の「事務」だけでなく、技術系、情報

系、カウンセリング系等の組織があるので、当面は事務等組織とでも呼ぶのが適当と考

える（以下「事務等組織」と称する）」。

b. 事務等組織に関し、何が本質的問題であり、その改善はどうあるべきか

　大学の機能の多様化にともない、少なくも伝統的大学と現代ニーズに即した大学では

事務等組織の在り方の原理が異なってくるのではないか。原理が異なる以上、それ以下

の具体的なことは全て異なってくる。同じ方策を行っても価値基準が異なるので評価は
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異なってくる。したがって、事務組織にかかる改善方策についても大学によって異なる

ことになるであろう。

5．おわりに

　当初、大学基準協会受審校 24校、高等教育評価機構受審校 34校、大学評価・学位授

与機構受審校 5校の自己点検評価報告書を読み検討した。しかし、3評価団体の審査の
観点が異なるので、今回の調査対象は大学基準協会のものだけにした。その受審校 24校
のうち、専任職員数が事業報告等を調べて見あたらなかったことや、医学との関連で薬

学や看護の学部を含む大学を除外するなどした結果、調査対象はわずか 14校になってし
まった。しかし、分野、規模、地域を考慮してサンプルとして全く偏っていると言うこ

とはなく、対象選択は概ね妥当なものと考える。

　報告書の記述内容をなるべく類型化・数値化したいと考えたが、なかなか困難であり

極く一部でしか実現していない。今後の課題である。

　14 私大の点検評価報告書の「事務組織」の部分を分析して分かったことは、考え方あ

るいは改善の方向はどの大学もほぼ同じであったことである。すなわち、職員の役割は、

学外の変化や教学の変化に伴い、格段に重要となり、高度・専門のスキルを持ちマネジ

メント能力のある者が求められるというものである。また、組織の在り方は、企画部門

重視、縮約統合、外部委託、などの方向を指摘していた。しかし、その達成度は大学に

もよるが一部を除き未だ不十分のようである。

　組織改善と職員の資質向上は車の両輪である。両者が並行して推進されるべきである。

また、組織論の観点からは、教学支援機能の改善は事務等組織だけで検討できるもので

なく、教学との共同研究が必要である。その際、事務等組織においては、受け身でなく

積極的に提案できることが必要である。

　事務等組織や職員に関しては、研究は始まったばかりで課題は山積している。引き続

き、多くの事例にあたり、そこから理論を導出することを目指したい。
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補論

　図 6-5は、学生数と専任教員数の関係を表している。回帰式及び決定係数を見るとＹ
＝0.0232Ｘ＋16.663、R2＝0.9444である。これは 14大学の平均的な値として教員 16名
以上の場合は、学生一人に専任教員 0.023人が配置されていることを表している。図 6-6

は、学生数と専任職員数の関係を表し、回帰式はＹ＝0.0129Ｘ＋31.892、決定係数は R2

＝0.9372である。これは専任職員約 32名以上の場合は、学生一人に専任職員 0.0129人
が配置されていることを表している。

図 6-5　学生数と専任教員の関係

図 6-6　学生数と専任職員との関係
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注

1 教務系職員についての外部研修は本書第 4章で取り上げられている。
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第7章　米国における学生支援職員の業務に関する調査

学生が起こす倫理的・法的問題への懲戒措置担当部署へのインタビュー調査から

廣内　大輔

　我が国では、学生が何らかの事件を引き起こした場合、それについての対応は主とし

て教育・研究を司る教員によってなされるのが一般的であろう。これに対し学生支援業

務の発達した米国では、学生に絡んだ事件を専門的に対処する部署や専門職員が存在し

ていることが特徴的である。このような専門職員は、教員や学生はもとより保護者や警

察らとの連携によって事件に対処し、学生に反省を促すことによってその後の彼らの成

長に貢献している。また、この業務を遂行するにあたっての方針も明文化され公表され

ていることも注目に値しよう。

　本章は、米国の大学におけるかかる学生支援専門組織及びその職員を取り扱った事例

報告である。本章の記述は、主として、2006年 3月に行ったペンシルバニア州立大学

（フィラデルフィア）の懲戒措置担当部署（Office of Judicial Affairs）の責任者である

Joseph Puzycki氏へのインタビュー調査、その際に得られた資料、同大学のWebサイト
の情報に基づく。

1．ペンシルバニア州立大学の懲戒担当部署

（1）ペンシルバニア州立大学

　ペンシルバニア州立大学（Penn State University）は、アメリカ合衆国ペンシルバニア

州にある同州の旗艦大学である。今回訪問したのは、州内に複数存在する同大学のキャ

ンパスのうち、メインキャンパスとしての位置付けにあるユニバーシティ・パーク校で

ある。

　同校の学生数は、2008年秋現在 44,112人で、ペンシルバニア州立大学全体の学生数

88,509人のうちの約半数を占める。そのうち 37,988人（86.1％）は学部学生である。男
女比は、男子が 55.0％、女子が 45.0％で、若干男子が上回っている。また、学生の大半
（95.1％）はフルタイムの学生で、段階別では学部 96.7％、大学院 85.1％である。他方、
2008年秋現在の同校の教職員（フルタイム）は 12,142人で、その内訳は理事職（execu-
tive）34、上級管理職（administrator）46、教学管理職（academic administrator）152、教
員（academic）3,110、職員（staff）6,922、支援業務（technical service）1,878である。こ
れら以外に非常勤（part-time）職員が 10,949人（フルタイム非換算）おり、うち 8,142人
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は教育補助者等を担う学生である。

同大学の管理運営機構には、学生部（Student Affairs Organization）という大組織があ
り、これは学生業務（Student Affairs）担当の副学長が所管している。この大組織の下に
は大きく三つの小組織が存在し、それぞれ、Student Engagement、Student Affairs、Cam-
pus Student Servicesを所管する 3名の副学長補佐の指揮下にある。今回訪問した懲戒措置

担当部署（Office of Judicial Affairs）は小組織の一つ、Student Engagementの下部に位置付
けられている組織である。

（2）懲戒措置担当部署の職員構成

　ペンシルバニア州立大学ユニバーシティ・パーク校の懲戒措置担当部署は、 10名のス
タッフで構成されている。それら 10名の職名及び業務内容は表 7-1の通りである。
Joseph Puzycki氏とのインタビューや、同大学のWebサイトから得られる情報から判断
すると、表の上方に記された Senior Directorから Assistant Directorまでの 5名が専門性の
高い地位であり、Administrative Assistant及び Staff Assistantが我が国の大学での一般的な
意味での事務職員的な地位にあることが推測される。

表 7-1　ペンシルバニア州立大学の懲戒措置担当部署の職員構成

職種 職名 人数 業務内容

専

門

職

Senior Director
（Joseph Puzycki）

1名 この部門の代表者

Associate Director 2名 学問的誠実性（academic integrity）と性的非行に関す
る事柄を取り扱う。また、大学聴聞委員会（Universi-
ty Hearing Board: UHB）の委員選出と訓練も行う。学
生の懲戒や規律に関することを扱う。

Assistant Director 2名 規律会議（disciplinary conference）で学生の指導を行
う。アルコールや薬物に関する事項を扱う。

事

務

職

Administrative  Assist-
ant

1名 Senior Directorの秘書的な存在。今回の訪問調査に関
する手続もここで行われた。

Staff Assistant VI 1名 Administrative Assistantの補助作業、Associate Director
の下で学問的誠実性に関する業務や、学生の保護者
に対して警告の手紙を発出する。

Staff Assistant V 3名 受付係、日程調整等、警察・目撃者・被害者との調
整役。

出典：ペンシルバニア州立大学のWebサイト等を基に筆者が作成

　次に、これらのポストにある職員が、どのような経歴を持ち、そしてどのようなプロ

セスを経て採用されるに至るのかについて概観する。
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2．専門的職員の採用

　専門的職員の採用に関しては、全国的な規模で公募することもあれば、地方での人的

ネットワークを用いて募集することもある。全国規模で公募する場合には、通常、自校

の Webサイト、高等教育新聞（Chronicle of Higher Education）等の専門誌やそれらの
Webサイト、あるいは専門職団体のWebサイトに求人広告を掲載することによって行わ

れる。また、それぞれの地方で探す場合には、専門職団体の地域ニューズレターや会合

を利用したり、他大学の学生支援部門に対しメールや手紙を出したりするといった方法

が多く用いられている。

　職員の選抜に際しては、志願者の学歴・経歴と能力・人物の両面が重視されている。

まず学歴・経歴の面については、修士号を取得していることはほぼ必須の条件となって

おり、具体的な学位の種類としては高等教育（Higher Education）や学生カウンセリング

（College Counseling）が求められている。加えて専門職として雇用する場合には、最低

でも 5年間、関連領域において専門的な業務に従事した経験を求めている1。

次に能力・人物面での選考ポイントであるが、まず、批判的思考能力（critical think-
ing）が備わっているか、高い問題解決能力を備えているか、優れたコミュニケーション

能力と対人関係能力があるか、高い管理能力を有し同時に複数の仕事がこなせることが

問われる。また、幅広くオープンな思考ができること、情熱的であってそれでいて堅実

であることも重要とされる。こうした能力等の形成には、大学院教育のみならずインタ

ーンシップやアシスタントシップも寄与していると言う。

今回のインタビューに答えてくれた Joseph Puzycki氏は、大学で犯罪学（Criminal Jus-
tice）学士号を取得し、警察官として働いた経験を有している。修士号に関して言えば、

学生カウンセリング（College Counseling）と学生業務管理（Student Affairs Administra-
tion）の二つを取得している。加えて、高等教育管理（Higher Education Administration）
の博士課程に在籍していた経験もある。ペンシルバニア州立大学に来る前にはデラウェ

ア大学（University of Delaware）の学生宿舎担当部署や学生業務担当部署に勤務しており、

1992年にペンシルバニア州立大学へ着任してから既に約 14年間勤務している。

なお、Joseph Puzycki氏によれば、担当部署の長（Director）の地位に就くためには、

最低でも 7～10年の経験が必要とのことであった。

3．実際の業務内容

　次に懲戒措置担当部署に勤務する専門的職員が、実際にどのような職務を遂行してい

るのかを以下に示す。

　ペンシルバニア州立大学では、毎年約 4,000 件の事件がこの部署に持ち込まれる。そ
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のうち 1,500 件はキャンパス外の警察から持ち込まれ、1,800 件はキャンパス内の警察か

ら通知される。残りは学生・教職員からの申し出によるものである。また、ユニバーシ

ティ・パーク校のこの部署には、同大学の他のキャンパスで発生した事案も持ち込まれ

ることになっている。

　取り扱う事案の中で最も高い割合を占めるのが、アルコールや薬物に関するものであ

る。学生に対して下される処分のうち、最も多い種類は警告である。また、男女別では

約 75％の事案が男子学生によって引き起こされている2。

　では、実際にペンシルバニア州立大学において、学生が規律上の問題を起こした際、

どのような手順を経て処分が下されるのかを概観することにより、そのプロセスにおけ

る職員の業務を検討してみたい。同大学では、学生に対する懲戒処分の一連のプロセス

を、あくまで教育活動の一環として捉えている。具体的に述べるならば、「コミュニテ

ィの一員としての学生に期待されることは何か」といった観点から、学生の行動を観察

するという姿勢をとっている。

（1）事件の知らせ

　学生が問題を起こしたという知らせがあった場合、懲戒措置担当部署の職員は、その

事件を記録し、その学生に会い、公式の処分が必要か否かを判断する。つまり、初期段

階において事件の性質を見極め、処分を課すかどうかの判断に当たるのは、この部署に

属する職員である。採用に当たって法律（Law）やカウンセリング（Counseling）の学位
が要求されているのは、こうした職務を遂行し得るためと思われる。

　職員が取り扱う事案は学内で生じたものに限定されるわけではなく、学外で起きた事

案についても同様に取り扱われる。もっとも同大学では、学外の一般市民社会ではその

法による裁きを尊重し、大学としての処分と一般市民社会での処分は独立したものであ

るとの認識に立っている。しかしながら、ある学生が一般市民社会で事件を起こすこと

によって外部から大学に対して向けられる批判については、当該学生は責任を負うべき

と考えられている。したがって、一般市民社会の法によって当該学生が裁きを受けたた

としても、必ずしもそのことをもって学内の処分を免れるということにはならない。

　学生が学外で問題を起こしたとの知らせを受けた場合、法務部長（Director of Judicial 
Affairs）は、その知らせについて調査し、必要であれば、大学としての適切な処分を決

定するために学生業務責任者（Senior Student Affairs Administrator）に相談する。

（2）懲戒会議（Disciplinary Conference）への出席

　職員が問題を起こしたとされる学生個人と一対一で会い、事実確認を行う非公式な場

が懲戒会議である。この会議は、互いが敵対し、学生に罪を着せたり批判したりしよう

とする場ではない。懲戒会議は、当該学生と申し立てられた事件についてよく話し合い、
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事実確認等を行って必要な情報を得た上で、懲戒について判断することを目的とするも

のである。

（3）運営上の聴聞（Administrative Hearing）
　先述の懲戒会議での結果に納得できない学生は、この運営上の聴聞に参加することに

なる。これは、懲戒措置担当部署によって指名された聴聞担当者（Hearing Officer）によ
って行われる非公式な聴聞である。この聴聞担当者を務めるのは懲戒措置担当部署の専

門的職員である。

　軽微な事件については、通常、懲戒会議と運営上の聴聞だけで手続が終了する。退学

に繋がるような重大な事件については、以下に述べる大学聴聞委員会で審議することに

なる。

（4）大学聴聞委員会（University Hearing Board: UHB）
　大学聴聞委員会は、退学に繋がるような重大事案について審議するために設けられる

場である。教員、職員、学生から構成され、この委員会の長には職員が就く場合もある。

この委員会内部においても、職員が中心となって事実の存否を判断する。

　なお、問題を起こしたとされる学生の弁護を務める役割を担う者として、聴聞助言者

（Hearing Advisor）が選任される。この役に就く者は、正規の事務職員、教員、あるい

は学生、すなわちこの大学と関係を有する者でなければならないと定められており、こ

こでも職員の関与が観察された。

　以下に、大学聴聞委員会における不服審査請求等について記す。

a. 懲戒対象学生からの不服審査請求

　大学聴聞委員会において問題の責任を問われた学生は、不服審査請求することができ

る。不服審査請求を申し出る先は、ユニバーシティ・パーク校では学生担当副学長

（vice-president for student affairs）又は学長（Chief Campus Executive Officer: CCEO）、ユ
ニバーシティ・パーク校以外のキャンパスでは CCEOによって指名された者となってい
る。申し出の書類提出を実際に受理するのは、懲戒措置担当部署である。

　学生担当副学長や CCEO又は CCEOに指名された者は、懲戒会議や運営上の聴聞や大

学聴聞委員会からの記録を審査する。審査を行った者は 10営業日以内に、その結果と理

由について法務部長（Director of Judicial Affairs）に報告することになっている。

b. 被害者側からの不服審査請求等

　処分に関して採られた手続が適切でなかった場合や新しい情報が得られた時、あるい

は決定された処分の内容に関する大学聴聞委員会の決定をめぐって被害者の側から不服
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審査請求される場合がある。この種の不服審査請求に関しても、学生担当副学長や

CCEO又は CCEOに指名された者に対して申し出ることになっている。この申し出に基

づく審査の結果も、法務部長（Director of Judicial Affairs）に報告される。

c. 処分の再審理

　懲戒にかけられた学生が、自らの犯した事実は認めるものの、処分の内容をめぐって

争いを申し出ることがある。こうした学生からの再審理請求を受け付けるのも学生担当

副学長もしくは CCEOである。その結果もまた法務部長（Director of Judicial Affairs）に
報告される。

4．おわりに

　以上のように、我が国であれば教員が受け持つことになると思われる学生の引き起こ

した事件をめぐる諸手続に、職員が積極的に関与していることは非常に興味深いことで

ある。特筆すべきは、こうした取り組みはもちろん、学生への処分についてもあくまで

それらは「学生の将来を願ってからこそ」という教育的配慮に満ちたものであり、決し

て当該学生を糾弾することに主眼に置いている訳ではないということである3。

　そうした意味においては、同大学におけるこの専門的職種は、職員でありながら極め

て教育者としての色彩が強いと言えよう。Joseph Puzycki氏は、周囲の職員に対し、いつ
も「学生が好きでなければこのオフィスで働くことはできない」と言っているとのこと

である。

　米国の大学がそうした人材を雇用できている背景には、職員数が多いということはさ

ることながら、職種ごとに専門分化した採用法や専門職としての待遇等があると思われ

る。更に、学生支援業務を念頭においた大学院プログラムの存在があり、学生の発達を

促す教育領域をもカバーする職能の実現に、こうした大学院プログラムが貢献している

ことは疑いないようである。

注

1 CAS（Council for the Advancement of Standards in Higher Education）の規準（ stand-
ards）において、関連領域の修士学位と適切な教育と経験を保持していることが求め

られている。

2 前述の通り、同校の男女比は 55対 45で男子が 10ポイント上回っている。
3 このような視点は法務関係の専門職員に共通するものである（Dannells, 1996）。
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第8章　米国における専門職と第三者機関

─　国際教育交流における専門職に関する考察　─

芦沢　真五

　本章では、米国の大学における職員の専門職化、専門職人材の流動化について、国際

教育交流に関わる業務に焦点をあてて分析する。米国の国際交流分野においては、大学

以外の第三者機関の果たす役割が大きく、第三者機関が大学や政府の役割を補完してい

る構造を見ることができる。専門職の育成や職能開発の面でも第三者機関は大きな役割

を果たしており、大学及び第三者機関における人材の流動化も専門職化と連動した動き

として捉えることができる。なお、ここで言う「第三者機関」とは、政府から独立した

機関で高等教育レベルの国際教育を振興する大学以外の機関を総称したものである。

1．米国大学の国際教育分野における専門職

　国際教育交流の分野において様々な専門的領域が生まれており、大学や第三者機関に

おいて多くの専門職が業務に従事している。大学と第三者機関の間で、専門職人材の流

動化が進んでいる。ここで言う「専門職人材の流動化」とは、専門職が経験や知識を蓄

積して、別の大学や第三者機関で上位のポジションを目指してキャリア・アップを図っ

ていく構図を表している。日本の大学職員と比較した場合、以下のような特徴を指摘す

ることができるだろう。

● 米国における大学及び第三者機関の職員は終身雇用を想定しておらず、契約形態

も 1年更新型の短期契約が一般的である。

● 職員の公募は部門別の予算に依存しており、ポジションごとに採用募集を行い、

日本のように「A大学職員公募」といった包括的な総合職の募集をすることは想

定されていない。

● 研修については、そのポジションの職務の継続をする上で必要な研修を前提とし

ており、各部門で研修計画や予算を立てることが前提になっている。日本の大学

において、人事部門が職員研修予算が管理されるケースが多いのとは対照的であ

る。

● 個人としてのキャリア開発には、専門分野に関わる大学院で学位を取得すること

も一つの選択肢として考えられる。修士学位は管理職ポストの場合最低要件とな

っていると考えられ、部長ポスト（director）に就く者においては博士号を保持
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することも珍しくない。また、複数の職場での経験を活かして学会や職能団体

（専門職団体）で活躍するということも考えられる。　

2．国際教育交流分野における第三者機関と専門職

　まず、大学以外の第三者機関が国際教育交流の分野でどのような事業を展開している

か、その中でどのような専門職が生まれているか、を考察していきたい。

　米国の国際教育団体の多くは、法人税が免除される非営利の免税組織（tax exempt or-
ganization）であるが、これらの免税組織は連邦法の分類規定から 501C-3と呼称されて

いる1。基本的には大学を含めてほとんどの教育機関が 501C-3の資格を有しているが、

これから紹介する高等教育・国際教育関連の第三者機関も大部分が 501C-3 資格を保持し

ている。

　これらの第三者機関は、大学独自に実施したのでは効率の悪い専門分野の業務を担当

したり、大学間の連携や政策的課題に取り組んだりするなど、多面的に大学の機能を補

完する役割を果たしている。第三者機関の運営に必要な財源に関しては、大学・大学関

係者からの会費によって賄われるものや、寄付や政府助成金によって運営されているも

のまで様々であるが、独自に教育プログラムやサービスを提供して事業収入を得ている

ものも少なくない。事業内容から見て営利機関と区別が付きにくいものや莫大な収入を

得ている機関もあるが、資金提供者に対して利益（excess of revenue）を配分しないとい
う点が、非営利免税組織がその他の営利組織と明確に区別される基準である。

　第二次大戦後の米国において、第三者機関が国際交流に大きな役割を果たしてきたが、

ここではこの高等国際教育交流にかかわる第三者機関において、どのような専門職が必

要とされてきたかを分析していきたい。組織の目的、組織形態、事業内容、規模などの

面で極めて多様な組織が存在し、組織の役割や機能ごとに、必要とされるスタッフの専

門性が異なることが確認できる。

（1）教育交流機関（study abroad provider）における専門職
　米国の国際教育交流プログラムは、大学、コンソーシアム、教育交流にかかわる第三

者機関である教育交流機関（study abroad provider）によって運営されているものを含め
て極めて多様に存在しているので、全体を把握することは困難である。このような情報

を網羅しようとする試みとして、IIE（Institute of International Education）が主管している
IIE Passport Study Abroad Directoriesがある2。このデータベースには、全米の国際教育プ

ログラムのカリキュラム、運営主体、留学奨学金の情報などが蓄積され、留学希望者が

検索機能を活用して有用な情報を得ることができるように設計されている。

　交流プログラムを企画・運営している機関としては、以下のような形態の組織が存在
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する。

● 教育交流に積極的な大学では、学内に教育交流（study abroad）を推進するため

の専門部署を設けて、専門スタッフを配置しているところが多い。この専門部署

では、カリキュラムと連動した留学プログラムを開発したり、交換留学を推奨し

たりすることを業務としている。留学生の受入れ、短期語学研修の運営を専門に

担当する部署もある。主要な州立大学では、語学教育機関と留学受入機関とが連

携する形で独立したエクステンション機関を設置し、これを大学の収入源として

いるところもある。カリフォルニア大学の各キャンパスにあるエクステンション

・スクールはこの典型である。ワシントン州立大学では、UW Educational Out-
reachという組織がエクステンションの役割を果たしている。

● 学生の送り出しや留学交流を担当する別法人が大学関係者によって設立される場

合もある。これらの機関は独立採算の企業や非営利組織になっている。例えば、

スタンフォード大学の学生をアジア各国に送り出すプログラムを担当する

VIA（Asia/US Exchange Program）は、1963年より活動している非営利法人であ
る。

● 複数のキャンパスや大学が連携して、教育交流を促進するための共同組織を立ち

上げているケースもある。複数のキャンパスが連携する学内共通組織の事例とし

ては、カリフォルニア大学の EAP（Educational Abroad Program）が挙げられる。
EAPは、カリフォルニア大学の 10キャンパスが共同で学生交換協定を運用して

いる機関で、学生の海外への送り出しと交換留学生の受入れにつき、大学全体の

窓口としての役割を果たしている。

● 共同組織から発展した形態として、法人格のある独立した機関として教育交流サ

ービスを提供しているものがある。国際教育事業を運営する古典的な第三者機関

の事例としては、1947年に設立された CIEE（Council on International Educational 
Exchange）が挙げられる。CIEEの場合は、メンバー大学に対するサービス機関

として発展した側面と、個人向けの教育交流プログラムを開発し参加費をとるこ

とで収入を確保してきた側面と両方の特徴を見ることができる。また、CIEEは
Council Travelなどの旅行部門を持つことによって事業を拡大してきた。

　上記のような教育交流機関では、次に挙げるような分野の専門職が活躍している。

　A)　教育交流の受け入れと送り出しにかかわるコーディネーター

　B)　異文化適応するためサポートを担当するカウンセラー

　B)　出入国に伴うビザ申請の業務を担当するスタッフ

　C)　第二言語習得をサポートする教育スタッフ（ESLなど）
　これらの教育交流機関には、事業の性格上、海外事務所を持つ機関も多い。このよう
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な海外事務所の存在は、留学プログラムの維持・発展に大きく貢献してきた。CIEEが冷
戦下のソ連や国交のない国において留学センターを運営した事例など、時には政府の外

交政策を越えた水準で教育交流を促進する役割を果たしている（de Wit, 2002）。また、
CIEEを始め、50年以上にわたって高校生留学交流を促進している AFS（American Field 
Service）、YFU（Youth for Understanding）などの米国非営利法人はいずれも多国籍機関
であり、日本にも事務所を持っている。非営利組織運営の国際比較という観点からも、

これらの多国籍教育機関は貴重なケーススタディーを提供している。このような多国籍

教育機関は、国際ビジネスのノウハウを蓄積しているのである。

　教育交流団体の運営にかかわる管理職ポストには、組織の独立採算を維持するために

「教育における起業精神」（educational entrepreneurship）を要求されることが多く、学

術的な知識だけでなく、ビジネスの経験を求められる場合もある。また、こうした組織

で働く職員は、その多くが学生時代に教育交流プログラムに参加した留学経験者であり、

地域文化、政治、言語教育などの分野で教員や専門職を目指している場合が多いと考え

られる。大学院進学前の社会経験として働いているケースも多く見られる。さらに、多

くの教育交流団体が有給及び無給のインターンを採用しており、大学生、大学院生に国

際交流の現場を体験学習する機会を提供するとともに、人件費の節約を図っている。

（2）専門事業機関における専門職
　教育交流や留学生の受入れに関連して、専門的な職務に特化した第三者機関（専門事

業機関）も存在する。

　専門事業機関として典型的なものが、TOEFLや SATなどの標準テストの開発と運用を

担当している ETS（Educational Testing Service）である。1947年に創設された ETSは、
2,500名のスタッフを抱える世界最大のテスト開発機関であり、テストにかかわる研究・
分析、標準試験の開発を世界規模で行っている。ETSの開発するテストは、他の機関や
委員会からの委託に基づいたものであり、例えば SATは大学評議会（College Board）の
意思決定による委託に基づき、ETSが開発する試験である。同様に TOEFLも、大学評議
会や大学院評議会（GRE Board）などから選出された委員による TOEFL委員会（TOEFL 
Board）の意思決定に基づいて試験運用が行われている。このような機構の背景には、第

三者機関としての独立性や中立性を確保しようという意図が存在する。ETSのようなテ
スト専門機関では、教育テスト開発の専門家、語学教育にかかわる研究者、統計分析の

専門家などが協力して仕事をしており、こうした専門家が高等教育機関から転進したり、

逆に大学教員として転出するなど、大学との人的交流が盛んに行われている。

　また、外国成績評価（foreign credential evaluation）の分野でも専門事業機関が活躍して

いる。外国成績評価は日本ではまだ知られていない専門分野なので、ヨーロッパと米国

での成績評価機関の役割について比較して記述する。ヨーロッパの主要国では、外国か
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らの成績証明書を評価する機関があり、大学が入試判定を行う際の手助けをしている。

こうした機関は、欧州委員会（European Commission）により設立された National Aca-
demic Recognition and Information Centres（NARIC）に加盟するとともに、欧州評議会
（Council of Europe）と UNESCOの欧州高等教育部門のネットワークを統合する形で設

立された European National Information Centres（ENIC）にも参加している。この ENIC-
NARICネットワークは、リスボン協定（1999年）に基づいて合意された Recommenda-
tion on Criteria and Procedures for Assessment of Foreign Qualificationを運用し、外国成績・

資格評価の業務に携わっている。

　米国の高等教育機関における外国成績評価の分野では、欧州と比較すると公的機関の

果たす役割は極めて低い。個々の大学が独自に行う評価に加え、WES（World Education 
Services）など、民間の非営利専門機関が外国のディプロマ及び学位等の資格を米国内の

同等の資格に読み替え、評価する業務を行っている。一般的には海外からの受験者が大

学に出願する際にこのような評価機関に手数料を支払い、自国での成績表を評定（読み

替え）してもらい、出願添付書類として大学の提出する形式が多い。また、大学が直接、

評価機関に事業を委託する場合もある。外国成績評価は国や地域の制度を熟知している

必要があることから、職務を遂行する上で、各種のトレーニングが欠かせない。第三者

機関は大学の入学審査担当者のためにセミナーを開催するなどして、専門家を育成する

機能を果たしている。成績評価の専門家にとってのキャリアステップとしては、専門知

識を活かして大学の入学審査担当者として働くことも考えられる。また、独立したコン

サルタントとして複数の大学と契約を結んで事業展開する道も考えられる。

　これらの専門機関のほか、教育交流に関連した専門機関としては、ホームステイなど

の斡旋を行う専門エージェント、ビザ申請手続などを代行するコンサルタント、留学生

などのための医療保険ブローカー、リスク管理のためのコンサルタントなども多く存在

する。このような専門事業機関は、大学にとって業務のアウトソース先として機能して

いる。

（3）専門職を支援する職能団体
　国際教育に関する専門職が職能団体（professional association）を形成している代表例
としては、NAFSA（Association of International Educators）が挙げられる。NAFSAは、高
等教育機関における留学生アドバイザーの職能開発と社会的地位向上を目的として

1948年に設立された。設立当初は National Association for Foreign Student Advisorsという
名称であったが、アドバイザーという立場以外の国際教育担当者、外国語教育関係者も

加わり、1964年には National Association for Foreign Student Affairsと名称変更している。
その後、1990年には 6,400名を超える会員数となり、国際教育交流全般にわたる機関と
して現在の名称に変更されている。60周年を迎える 2008年には会員数は 10,000人を超
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えた3。NAFSAのWebサイトではキャリアセンターが設置されており、全米の大学にお
ける国際交流関係の求人情報が掲載されている。留学交流アドバイザーのために関連す

る法令や規則の情報を提供するオンラインマニュアルなど、会員向けのサービスを拡充

させている。

　NAFSA年次総会は毎年 5月に行われているが、異文化理解、比較教育、教育交流、外

国語教育、評価など多方面にわたるワークショップや研究会が開催される。 2007年の総
会には 6,000名以上の参加者があった。年次総会には大学以外の教育交流機関も参加し

ており、こうした第三者機関や大学が展示ブースを出展し、ビジネス機会をねらったネ

ットーワークづくりが盛んに行われている。この背景には、国際教育プログラムの開発

・運用プロセスを通じて、高等教育機関並びに第三者機関が競争・競合しつつ、連携を

模索しているダイナミックな構図が存在する。

　NAFSAから発展して、より専門的な分野の職能集団を構成している場合もある。例え

ば、NAFSA内に ADSEC（Admission Section）という部会があり、WES（前述）を始め外
国成績評価の専門家が情報交換を行うとともに、ワークショップなどを実施してている。

これとは別に、外国成績評価を専門とする幾つかの第三者機関は NACES（National Asso-
ciation of Credential Evaluation Services）4というネットワークを結成し、必要な情報交換

や連携を図るとともに、専門家を育成するための研修を実施している。

　AACRAO（American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers）は、高
等教育機関の教務にかかわる職能団体であるが、国内の大学等に対して、外国の教育シ

ステムや機関に関する情報の収集と提供（出版）を行うとともに、国外からの米国の教

育システムや機関に関する問い合わせに応じている。AACRAOは、前述の NACESのメ
ンバーでもある。

　このような職能団体は、大学や第三者機関で働く職員の立場から見れば、次のような

機能を持っている。

● 同じ分野で働く専門職同士の相互研鑽と情報交換

● 共同研究やケーススタディーなどを通じた研究発表の機会の提供

● 人的ネットワークを通じて、より条件の良い職場への転職機会の確保

（4）国際教育コンソーシアムと専門職

　複数の大学のための共同組織が大学間コンソーシアムという形で参加大学全体の教育

交流を促進するための活動を推進している事例がある。国際化に関する大学間の資源共

有（リソースシェアリング）の一形態として見ることができるだろう。参加大学の国際

教育プログラムを相互補完し、教育の質を維持・向上させること、国際教育に関する資

源を共有することでコスト削減や効率化を図ることを目標とする。このようなコンソー

シアムは、海外のスタディー・センターの開発・運用、カリキュラム開発、送り出しの
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オリエンテーション、単位認定、フォローアップなどの一連の留学プロセスを大学間で

共有することによって、単独の大学では維持できない水準の教育プログラムを展開しよ

うとするものである。

　州や地域を単位とするコンソーシアムとしては、Texas International Education Consor-
tium（TIEC）、New Mexico International Education Consortium（NMIEC）などがあり、こ
れらにはそれぞれの州内の主要な大学が参加している。また、Northwest Council on Study 
Abroad （NCSA）、Midwest Consortium for Study Abroad（MCSA）などのように、同じよ
うな規模や特徴を持つ大学が協力するコンソーシアムも多い。特に小規模のリベラル・

アーツ系の大学にとっては、このようなコンソーシアムに参加することによって世界各

国への短期・長期の留学プログラムを提供できるので、スケールメリットがあると言え

るだろう。TIECの場合は、英語教育機関（ESL）を併設して収入源を確保しており、独

立採算の組織形態をとっている。

　第三者機関によってイニシアティブが取られているコンソーシアムも存在する。前述

の CIEEはメンバー大学に呼びかけ、CIEE Academic Consortiumという名称のコンソーシ
アムを独自に運用している。

　このようなコンソーシアムにおいては、留学交流アドバイザーや語学教育専門家など

の専門職が活躍している。コンソーシアムの運営責任者は、教育交流の分野で実績のあ

る実務者のためのポストであり、大学の副学長（国際交流担当）クラスの人材が選ばれ

ている。

（5）政策提言を目的とするロビー機関と専門職

　国際教育に関わる連邦政府予算は、主として留学する学生個人への奨学金に充てられ

ている。このような奨学金の財源を確保することは、国際化を積極的に推進しようとし

ている大学にとって重要課題である。リンカーン委員会が提唱する「年間 100万人のア
メリカ人を留学させよう」という計画5を実現するためには、新規の奨学金など財政的な

インセンティブが不可欠だと多くの高等教育関係者が主張している。また、より優秀な

留学生をより多く獲得することは大学の優先課題であるが、9.11以降のテロ対策のため
学生ビザ（F-1）がとりづらくなっていることも深刻な問題である。
　このような政策課題に対して、大学のトップリーダーや、第三者機関の代表を中心に

積極的に連邦政府への政策提言（ロビー活動）をしていこうという動きが 1980年代後半
から強まってきた。前述の NAFSAは、同じ職業に携わる者同士の職能開発やネットワ

ーキングを主たる目的としてきたが、ワシントンに本部を持ち、ロビー活動にも力を入

れている。教育交流に関わる第三者機関（study abroad providers）が中心となって、1992

年に結成された Alliance for International Educational and Cultural Exchange（通称、Alli-
ance）は、77団体の利益を代表する、いわば業界団体としての機能を果たすためロビー
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活動を展開している。大学の国際担当副学長、理事クラスが参加する会議である

AIEA（Association of International Education Administrators）は、1982年の結成以降、国際

教育の推進を提唱する大学のリーダーの団体として、政策提言を行っている。毎年 2月
にワシントン D.C.で行う AIEA年次総会では、最終日を Advocacy Dayとして設定し、連
邦政府に対する陳情活動を行っている。

　このような政策提言を行う組織の理事は、有力大学の学長クラスが名を連ねているが、

事務局長についてはロビー活動に必要な人的ネットワークと実務経験を兼ね備えた人材

が選ばれる。このようなロビー機関責任者には、大学における国際教育担当副学長と同

レベルの経験と実績を持つ者が選ばれる傾向がある。

（6）データ収集、研究活動、評価、ベンチマークにおける専門職の役割

　米国における国際教育交流にかかわるデータ収集は、IIE（Institute of International Edu-
cation）が中心的な役割をになってきた。IIEは 1919年に設立された非営利団体であるが、
フルブライト奨学金を始めとする連邦政府助成による教育プログラム、世界銀行等の開

発支援プログラムの運用など、公的助成を受けた事業を多角的に行っている。大学など

900の機関メンバー、3,500の個人会員を持ち、情報やネットワーキングの機会を提供し

ている。IIEの重要な役割の一つに Open Doorなどの統計データ収集と分析がある。その

目的のため、調査研究部門を設置しており、研究成果を出版している。教育交流に関す

る基本的な情報を紹介する Basic Facts of Study Abroad in the 21st Centuryという出版シリー

ズは、IIE、NAFSA、CIEEが共同で出版を行っている。主要な第三者機関の間の連携に

おいて、IIEは中心的な役割を担っている。
　フォーラム（Forum on Education Abroad）は教育交流にかかわる研究者、実務者と連携
し、留学による学習成果分析（learning outcome assessment）に特化した研究を推進して

いる6。

　国際化に関わる自己点検評価、相互評価（peer review）などで第三者機関が果たす役

割も大きくなっている。ACE（American Council on Education）は、グローバル化に対応
し、米国大学が世界で活躍し得る人材育成を担う上で、「国際化」に関わる自己点検評

価が不可欠であるという認識の下で、複数の財団からの支援を得て評価ガイドラインを

作成した。ヨーロッパにおける同様の評価指標である IQRを参考に、ACEは国際化ガイ
ドライン、Internationalizing the Campus: A User’s Guide（2003年）をまとめている。ACE

自己評価ガイドラインの特徴は、全米の大学へのアンケート調査を繰り返し実施すると

ともに、ワークショップや研究会を開催しながら、大学の実務者との対話の中で作り上

げられてきたものであるということである。このほか、特徴的な国際化の取り組みを展

開している大学を評価し普及を図るためのベスト・プラクティス（好事例）も、IIE（In-
stitute of International Education）の Heiskell Awards、NAFSAの Paul Simon Awardなどの表

85



彰という形で展開されている。

　これらの第三者機関の取り組みにおいては、国際教育の成果を評価・分析する専門職

が活躍している。国際教育事業の統計的な分析、質評価を行うために、教育系大学院で

プログラム評価などをテーマに研究活動を推進する研究者も育成されている。研究面で、

教育系大学院と第三者機関の連携が強化され、人材育成が進んでいることも特筆すべき

現象であろう。

　上記の(5)、(6)に見られるような第三者機関の役割は、歴史的にみれば新しい機能と考

えられる。また、歴史的に役割が変容して、一つの機関が複数の機能を持つ場合も多く

なっている。NAFSAは(3)の職能団体として出発しているが、組織の社会的地位（ステ

イタス）が高くなるに連れて、(5)の政策提言や、(6)の研究活動という機能も持たざるを
得なくなっている。この点も今日における米国国際教育機関の特徴と言えるであろう。

こうした動きの中で、国際教育にかかわる専門職が徐々に活動範囲を広げていること、

そしてより高い社会的地位と経済的報酬を確立しつつあることが確認できる。

3．おわりに（日本への示唆）

　本章では、米国の国際教育交流分野における第三者機関の取り組みが多様化する中で、

専門分野に対する社会的な認知が高まったこと、また専門職としてのキャリアが確立さ

れていることを見ることができた。このような現象は、国際教育の分野に限らず、米国

内で大学と第三者機関の間の人材の流動化が実現しているからこそ可能となっているの

である。

　日本においても、国際教育交流の分野で活動する第三者機関は重要な役割を果たして

いる。国際教育分野の第三者機関としては、日本学生支援機構（JASSO）が奨学金事業

や留学生支援事業など最も影響力の大きな事業を行っているが、財源は国の予算に依存

しており、いわゆる「外郭団体」である。職能団体として、国際教育交流協議会（JAF-
SA）があり、各種の研修セミナーを実施するなど、国際教育担当者の情報交換の場を提

供している。このほかにも民間の留学交流団体や語学教育機関が多数存在するが、組織

の規模、組織基盤を比較した場合、米国の第三者機関に比べると発展途上である。また、

大学と第三者機関の間での人材交流は極めて限定的に見られる程度で活性化していない。

　政府の役割が大きく異なる日本の現状と比較して、米国のモデルを単純に日本に当て

はめることは必ずしも適切ではない。しかし、職員の専門職化と人材の流動化は大学の

国際競争力を高めていく上で不可欠の課題である。その観点で、米国の第三者機関が大

学に与えている影響力─職員の専門能力の開発と人材の供給─は、日本の高等教育にと

っても大きな示唆を与えていると考えられる。
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注

1 日本システム開発研究所（2007）第 1章 1－1（3）。
2 http://www.iiepassport.org/ 
3 2009年の NAFSAのWebサイト情報では会員数は約 1万人である。

http://www.nafsa.org/about.sec/faqs.pg/#Members
4 1987年に発足した NACESは、現在 19の専門機関から成り立っている。

http://www.naces.org/
5 Commission on the Abraham Lincoln Study Abroad Fellowship Program: Global Competence 

& National Needs – One million Americans studying abroad.
6 http://www.forumea.org/
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第9章　フランスにおける大学の自律性拡大と職員

大場　淳

　本章は、大学の自律性拡大・質保証制度整備が進むフランスの大学における執行体制

の整備や大学事務の変化を概観し、職員の資質向上・専門職化が求められる背景とその

現状や課題等を探るものである。また、自律性拡大等に伴って高い専門性が求められる

業務の例として、パリ第 10大学の運営支援部門を取り上げて報告し、具体的事例に則っ
て職員の専門職化についての考察を行う。

1．大学の自律性拡大と職員の役割

（1）大学の自律性の拡大
　今日、フランスの大学は、国内においては高等教育大衆化に伴う諸課題の発生、専門

職大学校（グランド・ゼコール）等他の高等教育機関との競争、CNRS等の研究制度改
革、財政緊縮による予算削減、新しい財政制度と評価手法の導入（後述 LOLFの施行）、
地方分権化（décentralisation）、下部機関への権限委譲を伴う行政分散化（déconcentra-
tion）、国際的にはボローニャ・プロセスの推進（欧州高等教育圏（Espace européen de 
l’enseignement supérieur）創設、フランス国内では LMD導入）、リスボン戦略と欧州研

究圏（Espace européen de la recherche）創設、世界的規模での学生・教員獲得競争の拡大、

世界大学ランキングの普及といった内外の環境の変化によって、大きな変革の時期を迎

えている。各大学は、このように急速に進展する環境の変化に対して自律して適切に対

応することが求められており、国内外の大学、国際機関等をも巻き込んだ連携の枠組の

中で、自律的にその責任を果たしていくことが求められるようになっている（Aimé, 
2003；Dizambourg, 1997/2007；Laurent, 2003）。
　もとより、大学自治1は 1968年の高等教育基本法（フォール法）で明確に規定された
ものであったが2、国による強い統制はその後も維持され（Neave, 2004）、実質的に自律
性拡大をもたらしたのは 1980年代末から実施された予算配分に関する契約政策（politi-
que de contractualisation）と言われる（Musselin, 2001）3。また、2001年に制定され 2006

年から全面施行された予算組織法（Loi organique relative aux lois de finances: LOLF）は、
国の予算配分を予算積み上げによる方式（ logique de moyens）から結果重視の方式（logi-
que de résultats）に変更し、予算執行を大学を含む予算管理者の責任として大幅な裁量を

当該管理者に与えることとなった。LOLFによって国と大学との間の契約は目標契約

（contrat d’objectif）となり、事後評価を伴うものの、財務に関する大学の自律性は大幅
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に拡大されることとなった（大場, 2007a）。
　大学の自律性拡大は、予算に関連するものだけではなく、教育研究や人事にも及んで

いる。教育に関しては、欧州高等教育圏（ボローニャ・プロセス）に対応した 2002年の
LMD4導入に伴って、教育の内容を詳細に定めた学位プログラム編成要領（maquettes na-
tionales des diplômes）が廃止され、教育編成の自由が大幅に拡大された 5。また、人事に

関しては、教職員全般に関して公務員制度が維持されていることから、その範囲は非常

勤職員や各種手当てに関する権限などに限定されており（大場, 2006a）、従前から人事
にかかる権限委譲が大学から強く求められてきた（Comité de domaine ressources humaines 
de la CPU, 1999；CPU, 2003a/b）。近年、行政分散化の中で若干の大学への権限委譲が図

られ、与えられた裁量の範囲で大学の活動に大きな影響を与える程度の創意工夫は可能

となっている（Dizambourg, 1997；Lussault, 2007）。
　更に、2007年、大学運営の自律性に関する主要課題を一気に解決することを目的とし

た新しい法律─大学の自由と責任に関する法律（大学自由・責任法）─が制定され、各

大学は法制定後 5年以内に新しい体制に移行することとされた。同法の適用は各大学の

判断に委ねられているが6、2009年 1月 1日、希望した 20大学が初めて新体制に移行し

た7。この法律が適用によって、財務や人事、学内組織編成等に関する大学の裁量が大き

く拡大される。特に研究に関しては、予算・人事が CNRS等の研究振興機関に多くの権
限が握られてきたが、大学自由・責任法によって関連する財政・人事に関する裁量が拡

大される。それによって、真の研究政策を大学が持つことが可能となると見込まれてい

る（Bréchignac, 2008）。
　このようにフランスでは、過去数十年にわたって大学の自律性拡大が進められていて

おり、その拡大は現在も続けられている。そして今日、各大学は創意工夫を行い、保有

する資源を最大限に活用して、環境の変化に対応しつつ適切に大学運営を行うことが求

められている。それと同時に、評価制度を始めとする質保証制度が次第に充実・整備さ

れてきており（大場, 2007a/ 2007b/ 2008a）、各大学は利害関係者や社会全体に対する説

明責任を一層果たさなければならなくなっている。

（2）大学執行体制の整備
　大学が実効的に自律して活動を行うためには、大学の裁量拡大と評価制度整備だけで

は不十分であって、大学の運営能力の向上が不可欠である。今日、フランスの大学全て

が、程度の差はあれ管理運営上の構造的な課題に直面していると言われる（ CNE, 
2005）。例えば、大学が国（国民教育省8）と締結する契約（四年契約）は全学計画に基

づくものであるが、全学計画の策定には、大学が置かれた環境の正確な把握、提供すべ

き教育内容の検討、大学に期待されるその他の機能の分析といった準備作業が不可欠で

ある。こうした作業は、大学執行部の企画機能の充実、学内での優先事項についての合
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意形成、意思決定に対する全学的参画といった、これまでの教育研究単位（UFR）9等の

連合体として機能していた大学運営とは異なる運営を行うことを大学に迫り、学長を中

心とした執行体制の確立を必要とした（Musselin, 2001）。当該執行体制の下で、従来主
として定型的な業務に従事してきた大学職員に対して、的確な情報収集やその分析、時

には、企画的機能を担うことが期待されるようになったのである。

　フランスの大学運営は、学長（président）と管理運営、学術、教務・学生生活の三つ

の全学評議会（conseils）（以下「三評議会」と言う）10の意思決定に基づいて行われて

いる。三評議会は教員・職員・学生・外部者で構成され、学内構成員の委員は細かく別

れた選挙団ごとの投票で選出される。いずれも学長が議長を務めることから、制度的に

は学長のリーダーシップが発揮し得る形態になっている（Lussault, 2007）。しかし、学
長が三評議会の構成員によって選出されるため、実際の大学運営は部局等の合議に基づ

いて行われるのが通例である11（Boffo, Dubois and Moscati, 2008）。
　このため、日本同様に、保守的で変化に対して時宜を得た対応が困難であるといった

合議制に基づく大学運営 12に対する批判が学内外から繰り返して行われ（Musselin, 
2001）、近年、特にその批判は強くなっていた。例えば、大学長会議（CPU）13第一副議

長の Y. バレ（グルノーブル第一大学長）は「1968年のフォール法、1984年のサバリ法
以来、大学の運営法は発展していない。…管理運営評議会で決められた戦略は各学問領

域や各組合を代表する圧力団体の決定の総体でしかないことがしばしばである。評議会

は社会に対して開き、半数は企業代表者を始めとする学外者にしなければならない」と

述べている14。

　2003年に提案された高等教育自治（大学改革）法案（フェリ法案）は、大学の自律性

を高めるとともに執行部権限の大幅拡大を目指すものであったが、当該法案は学生を中

心とする反対運動の前に潰えている（大場 , 2006c）。しかし、その方針は 2007年の前述
大学自由・責任法で受け継がれており、学長の選出を容易にする投票者の縮小（管理運

営評議会のみによる選出）、再任を可能としたこと、学長への教員人事に関する拒否権

付与、意思決定の迅速化を目指した管理運営評議会の委員数削減等が定められ、同法に

よって学長を中心とする執行体制の強化が図られた15。また、同法によって人事に関す

る権限が大幅に大学に移管されたことに伴って、学内における人事に関する組織や制度

の構築が大きな課題となっている16。

（3）大学事務の変化と職員の資質向上と専門職化

　大学の自律性拡大及びそれに伴う執行体制の整備は、大学事務（ travail administratif）
の在り方に根本的な変革をもたらした（Dizambourg, 1997）。大学の事務組織（services 
administratifs）の主たる業務は、最近まで各種行政文書を作成し、意思決定─学外（特に
国民教育省）で行われることが少なくない─の準備並びに当該決定を実施することであ
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った。そして、それに従事する職員の業務は、大局的な判断を要しない定型的なものが

中心であった。しかし、上述したような大学の変化は、大学事務の多様化、契約締結に

かかる交渉や情報の収集、学内における協働作業や活動の優先付け、地域や他の高等教

育機関等との連携にかかる交渉といった、新たな能力を必要とする業務の拡大をもたら

すとともに、これらの業務に従事する職員の養成・確保を重要課題として意識させるこ

ととなった（Aimé, 2003）。とりわけ職員問題は、今日、公務員制度の下に置かれた職
員人事制度が自律性の拡大した大学にとって大きな制約となっていることに現れている。

　大学自治の在り方について検討した 2001年の大学長会議（CPU）年次シンポジウム

「大学自治」報告書（CPU, 2002）は、大学が自律的に運営を行うに際して特に事務局長

の機能の充実が重要な要因となることを指摘するとともに、職員人事に関する大学の裁

量拡大を強く求めた。その翌々年、CPUは年次シンポジウムに人事問題を取り上げて、

職員問題を集中的に審議した（CPU, 2003a）。当該シンポジウムで提言され、次の CPU

総会で採択された基本方針書「21世紀の大学における教職員」（CPU, 2003b）は、大学
の自律性拡大が進む中で、現在の職員に適用される公務員制度は時代遅れなものとなっ

ていると謳い、人事に関する大学の裁量の大幅拡大を求めた。

　また、自律性拡大等に伴って発生する新たな業務は、それぞれに専門性を必要とする

ものである。2004年の契約政策に関する政府評価書（Frémont et al., 2004）は、執行部の
専門職化（professionnalisation）が大学運営にとって重要であることを指摘した。ペクレ

ス高等教育・研究大臣は、2007年大学自由・責任法制定に際して、自律性拡大は大学に

専門的能力を有する者を必要とし、その具体例として、大学経営者、財務管理者、監査

者、人的資源管理者を挙げている（Pécresse et Chupin, 2007）。前述 2003年 CPU基本方
針書（CPU, 2003b）は、新たな業務に対応して職員業務の全てにおいて専門化が進展す
る傾向があるとし、そうした専門化に対応した人事制度の整備が重要課題であることを

指摘している。

　現在、職員の多くは広く国民教育の行政職（大学区、初等中等教育機関、大学等）を

異動することによってキャリアを積み重ねており17、必ずしも大学のみにおいて職務に

従事している訳ではない。その意味においては、大学職員としての専門性は独立しては

存在せず、そもそも大学管理運営の専門職としての「大学職員」という概念自体が稀薄

である。このような専門性の欠如は大学運営上の課題と認識されており、事務局長協会

（ASG）は、前述 2001年 CPU年次シンポジウム報告書において、大学に特化した高度

な行政能力を有する職種の創設、大学管理職員の養成・研修を行う学校の創設を提言し、

更に、大学職員と他の教育行政職員との分離を提唱した。また、研修の在り方も、職団

等の職員の地位に基づくものではなく職務内容や能力別に行うべきであることが提言さ

れ（Aimé, 2003）、また、学位取得に結び付くような体系的な研修も CPUから提言され
ている（Comité de domaine ressources humaines de la CPU, 1999）。

91



　上記のように、職員の資質向上や専門職化については、その必要性が重ねて指摘され

ているものの、現状では公務員制度に基づいて大学職員人事が行われており、研修等も

その枠組で行われるのが基本であって、今日まで大きな改革は行われていない。但し、

2007年の大学自由・責任法は、職員人事に関して契約職員を採用できる範囲を拡大し、

公務員の給与体系とは別の給与を出すことも可能としており、それによって従来獲得が

困難であった専門的人材（情報処理、不動産管理、財務･経営管理等）の採用が可能とな

る18。しかしながら、今日の大学が置かれた環境に鑑みれば人事制度全般の抜本的改革

が必要と思われ、それはサルコジ大統領・フィヨン首相の下で現在進められている公務

員制度自体の見直し19、あるいはそれ以降の検討に基づくものとなろう。

2．事例研究─パリ第 10 大学運営支援室20

　本節では、パリ第 10大学の運営支援室を取り上げて、その業務内容や職員について検
討する。同室は、大学の自律性拡大に伴う必要性に対応して、情報収集・分析のための

専門組織として 2003年に設置されたものである。
　本節でパリ第 10大学を選んだ理由は、運営支援室の存在に注目したことに加えて、

2005年に大学評価委員会（CNE）による同大学の評価報告書（以下「2005年 CNE報告」
と言う）が出され、当該組織の活動が評価対象として広範に取り上げられていること、

更に、2007年 4月～5月に筆者が同大学教育学 UFRで客員教員を務めており、同大学に
関する知識・経験が豊富であることによる。

（1）パリ第 10大学について
　パリ第 10大学は、パリ郊外西部のナンテール市に位置する人文・社会系の複合大学で

ある。九つの教育研究単位（UFR）21、技術短期大学部（IUT）、上級公務員試験準備課

程（Institut de préparation à l’administration générale: IPAG）に約 3万人の学生22が在籍して

おり、2003年現在の教員数は 911人（うち教授 263人、准教授 525人、中等教育教員
123人）、職員数は 590人である23。

　パリ第 10大学は、1964年設置の文学部及び 1968年設置の法学部を母体として、大学
紛争に端を発する五月革命24後の大学改革（前述フォール法）によって 1970年に設置さ
れた歴史の新しい大学である。五月革命では首都圏で最も早く学生運動が起こった大学

であり、今日でも学生の政治活動が活発である。近年学生団体と執行部との関係に改善

が認められるものの、学生団体の活発な政治活動は大学運営が困難であることの一因と

なっている。今日まで、多くの大学で設置されている学生副学長は置かれておらず 25、

2005年 CNE報告ではその設置が執行部・学生団体間の関係改善の方策として示唆され
ている。また、教職員において民主的な対話の精神が共有されており、合意形成のため
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の様々な委員会等が設置されてきたことも特徴の一つである。その結果、管理運営組織

が不明瞭になり、意思決定が遅くなるといった弊害も生じている。

図 9-1　パリ第 10 大学の管理運営組織（合議機関を除く）

出典：パリ第 10大学の組織図を基に作成。

　パリ第 10大学の合議機関を除く管理運営組織は図 9-1に示す通りである。学長の下に
7人の副学長及び複数名の学長補佐が置かれ、学長とともに執行部を構成している。ま

た、事務組織として学長に直属する事務局長の下に 2名の事務局次長、事務局並びに部

局等事務局が置かれている26。更に事務局長の下には、事務局組織とは別に、運営支援

室、監査室、衛生・安全室、言語資料センターが置かれている。本節が取り上げるのは、

その運営支援室である。

（2）運営支援室

a. 運営支援室設置の背景
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　運営支援室（Service d’aide au pilotage）27は、事務局長に直属し、学内各種情報の収集

・分析を担う部署である。米国の大規模大学に置かれている機関調査部門（institutional 
research: IR）の活動に類似する業務に従事している。
　大学全般に関して、その管理運営改革を進めるには、特に、①通常の管理運営業務に

加えて長期的・戦略的経営と業務評価（指標を伴う目標管理）に基づく行動様式、②業

務の生産性を向上するような組織編成の適切な選択（特に各種管理運営業務の集中化の

程度についての検討が不可欠）、③内外における情報伝達と共有が必須の要件とされる

が（CNE, 2005）、運営支援室はこうした要件を満たすのに不可欠な手段の一つである指

標を作成することが主たる任務である。かかる指標（運営指標）の重要性は、国が大学

と締結する契約においても重視されており（図 9-2）、毎年契約更新対象大学に対して

国民教育省から提示される説明書でもその点が強調されている（大場 , 2007b）。また、
2007年の大学自由・責任法によって大学に関する多様な情報（特に学生の学修・進路に

関するもの）の公開が義務付けられることとなり、指標作成の重要性が急速に高まって

いる。

指標
PAP/RAP

運営指標
（自己点検）契約の対話

Dialogue contractuelle

大学の戦略

目的及び機関固有の取組

国の政策

国の目標

契　約 契約指標

図 9-2　国と大学間の契約の手順

出典：DGES（2006）を基に作成。

　パリ第 10大学は、既に 1991年の CNE評価報告書において、計画的管理運営と内部統

制の欠如が指摘されていた。2005年 CNE報告でも、その点についての改善は調査開始
時点（2003年）においてほとんど認められないとされている。大学の諸活動に関するデ
ータや運営指標は不完全であって、戦略的な意思決定ばかりでなく日常的な管理運営に

も支障が出ていることが同報告で指摘されている。同大学は、2003年、第 2回の CNE評
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価が行われることに合わせて、四年契約に盛り込まれていた運営支援室（cellule de pilot-
age）を設置し28、管理運営から発生する様々な情報を基礎とするデータベースを作成し

て学内の諸組織に提供することによって、それら組織の意思決定を支援することとした。

b. 運営支援室の職員と業務
　運営支援室の職員（事務補佐員を除く）は、室長のイザベル・サンドラン（ Isabelle 
Sandrin）氏と統計調査担当のタレク・バクファルニ（Tarek Bakfalouni）氏の 2名である。
2007年 9月に行った筆者の訪問調査にはサンドラン氏が対応した。
　室長のサンドラン氏の身分は A種の公務員29であり、パリ第 10大学には 1992年から勤

務している。学内で、教務等の業務に従事した後に学長室長を務め、2003年の運営支援
室設置に際して学長の求めによって室長に就任した30。同氏において特に統計に関する

専門性があった訳ではないが、大学の管理運営（administration）に詳しいことが運営支
援室長に登用された理由とされる。就任後は室の業務に高い関心と情熱をもって取り組

んでいると同氏は言う。なお、統計調査担当の同僚は人口学を修めており、統計専門で

はないものの統計処理が可能である。

　運営支援室の主な業務は、①執行部の求めに応じて、国民教育省との契約の締結、そ

の基になる発展計画の策定、予算組織法（LOLF）に基づく予算編成に必要な情報を収集

し、更に分析を加えて報告を策定し、執行部の意思決定に寄与すること、②人事・労働

環境年次報告書（bilan social）を策定し人事政策に寄与すること、③教育・学生支援活
動の基礎となる学生に関する各種統計指標（含学生への教育やキャンパス環境等に関す

るアンケート調査）を作成することである。また、これら以外にも同室は、各部局等や

外部機関の要請に応じて、様々な統計情報資料の作成・提供も行っている。

　運営支援室で作成された統計指標、調査結果は学内に─一部は学外にも─公表され、

意思決定の際の重要な根拠・資料とされ、また、対外的に説明責任を果たす手段ともな

っている。以前は、大学の構成員や活動に関する指標が欠けていたか、存在しても指標

が多様で比較困難であった。このため、例えば、学内で資源配分を行う際に十分な根拠

を示すことができなかったり、学生の学修状況や進路選択について十分な説明ができな

かったりといった問題があったが、指標整備によって大幅な改善が認められた31。但し、

運営支援室において統計指標を含む資料を作成するに当たっては、数値が多様に解釈さ

れ得ることから、価値判断を含むような解釈は一切加えないように配慮している。

c. 専門職化に関する考察
　上記のように運営支援室の責任者であるサンドラン氏は、複数の大学で多様な職務に

従事してきており、以前から特定の業務に専門化して従事してきた訳でも、あるいは統

計学といった体系化された知識を基盤とする専門職でもない。むしろ、ジェネラリスト
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として得た大学管理運営に関する知識・経験を基礎としつつ、一つのキャリア展開とし

て現在の職務─一種の「大学運営専門職」と言えよう─に従事しているものと受け止め

られる。

　その専門性については、今日の日本の文脈においては、大学評価・質保証にかかる専

門性の一種と捉えられよう。当該専門性については、大学評価について長い歴史32があ

るフランスの大学においても十分に発達してきたとは言い難く、その必要性が認識され

てきたのは欧州規模で質保証が課題となり、国内において予算組織法（LOLF）が施行さ
れるといった環境の変化においてである（大場 , 2007b）。その意味において、当該専門
性は十分に体系化されてはおらず、いわば萌芽状態にあると言えよう。

　今日、質保証はボローニャ・プロセスにおいて最重要課題の一つとされている33。全

ての大学において、パリ第 10大学運営支援室が行っている類の業務が今後一層重要性を

帯び、そこに従事する職員に高い専門性が求められるようになることは確実であろう。

現在でも、当該専門性に関して、業績指標や大学評価に関する研修・研究会等が大学・

高等教育機関相互支援機構（AMUE）34を中心として開催されている。また、AMUEに
は関係大学職員等で構成される運営支援委員会（Groupe Aide au pilotage）があり35、関連

研修・研究会等の企画・実施に当たっているが、担当職員にとってある種専門職団体的

役割をも果たしている。フランスの職員制度は、公務員制度の枠組の下にありながらも、

ある程度各職員の発意に基づくキャリア展開が可能な制度となっていることから（大場 , 
2006a）、学内での専門職員への需要の高まりや学外での専門職団体的機能の存在と併せ

て、一部領域において将来的に職員の専門職化が進展していく潜在性は十分にあるもの

と思われる。今後、大学自由・責任法の適用や公務員制度改革によって大学の人事に関

する裁量が拡大すれば、一気に専門職化に向けて進む可能性も否定できないと思われる。

3．おわりに

　本章では、フランスにおいて大学の自律性の高まりに対応して執行部の強化が図られ、

今日、新たな業務が職員に求められるとともに、その専門性向上を含めて資質向上や人

事制度改革が課題となっていることを見た。そして、新たな業務の具体的事例としてパ

リ第 10大学の運営支援業務を取り上げて、その業務内容や職員についてある程度詳細に

検討した。その中で、当該業務に従事する職員の専門性については、ジェネラリストと

して得られた知識・経験に基づくものであって十分に体系化されている段階にあるとは

認め難いものの、今後の環境の変化や現在認められる諸制度・条件の下で専門職化が進

展する可能性があることを見た。

　他方、日本においては、職員人事においてジェネラリストが重用されつつも、専門的

機能が必要となることに対応して事務組織の専門化が図られ、特に高度な専門性が必要
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なものについては教員が配置されることの多いセンター等を整備することによって対応

が行われている36。パリ第 10大学に設置された運営支援室に類する組織については、今
日、「評価室」等の名の下に日本の多くの大学で組織が置かれるようになっているが、

国立大学を中心として当該組織には専門家としての教員が配置されている場合が少なく

ない。フランスにおいては、教員・職員の業務が比較的詳細に法令で定められており、

また、伝統的に教員・職員文化が明瞭に分かれていることから、かかる専任教員は存在

し得ない制度となっている37。

　本章では日仏両国の比較の詳細に入ることは予定していないが、両者の状況を比較し

て見た場合、ジェネラリスト重用等の点で両国の状況は類似しているにも関わらず、高

い専門性を要する職務については、教員・職員の区分を維持しつつ内部の職員からの育

成に努めているフランス、外部から専門職を教員として採用することが多い日本という

ように、非常に異なった手法が採られていることが認められる。大学運営に高い専門性

を有する者が必要である点において両国の大学に共通しているが、両国の相違に配慮し

つつも、今後いずれの手法が効果的かについて比較・検証していくことは意義があるも

のと思われる。

注

1 日本では、通常「（大学）自治」は学問の自由に基づく概念と認識され、主として管

理運営・経営の観点から捉えられる「自律（性）」とは異なる文脈で用いられること

が多いが、仏語ではどちらも"autonomie"であることから、本稿では日本語の両用語は

同義として扱っている。

2 既に 1896年法によって学部（faculté）の集合体に法人格が与えられていたが、今日的

大学が形成されたのはフォール法によってである（Musselin, 2001）。
3 契約政策については大場（2003）参照。

4 新しい学位である Licence、Master、Doctoratに基づいた大学教育又は学位制度。
5 LMD以前は、大学が開設できる科目は限定され、同じ名称の科目では同じ教育内容

が提供されることが原則であったが、こうした制約は LMD導入時に撤廃された。し
かしながら、大学が学位プログラムを開設するに際しては従来同様に学位授与権認証

（habilitation）を受けなければならず、大学の裁量は限定的である（大場, 2008a）。
6 新体制への移行は任意であるが、国民教育省では予算優遇措置を設けるなどして早期

の以降を強く促している。

7 « Avec l’autonomie, les universités doivent apprendre la gestion des ressources humaines » Le 

Monde daté du 1er janvier 2009.
8 フランスでは内閣が代わるごとに省庁構成が変わるため、高等教育行政を所管する省
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の名前が一定しない。本稿では、便宜的に高等教育行政所管省を「国民教育省」、担

当大臣を「国民教育大臣」とそれぞれ表記する。

9 学問領域ごとに設置される大学の基本構成単位である。日本の学部に相当する組織で

あるが、一般的には学部よりは領域が狭く、また、日本の学部から大学院までに相当

する教育を一貫して提供している（但し、博士教育については一種のプログラムであ

る博士院（école doctorale）で実施されている）。
10 法令上は管理運営評議会が全学の意思決定機関であり、他の二つの評議会は管理運営

評議会の諮問機関である。実際の運営においては、管理運営評議会の議決は形式的で、

他の評議会の決定を追認することが多い。

11 三評議会には学生と外部者も議席を有しているが、両者とも出席率は低く大学運営に

与える影響は少ない（大場, 2006b；Boffo, Dubois and Moscati, 2008）。但し、全構成
員による投票が行われる学長選挙に際しては、学生や外部者の委員がキャスティング

・ボートを握ることがある。

12 パリ第 10大学についての大学評価委員会（CNE）評価報告書（CNE, 2005）は、LMD

導入に際して評議会間の決定が再三異なったり、学生の反対運動の場になるなどとい

った三評議会の混乱振りを比較的詳細に報告している。

13 高等教育法第 66条（教育法典 L.233-1条）第 3項に基づく、大学及びその他の国民教
育省所管高等教育機関の長の会議。大学等に関する全ての事項について議論し、国民

教育大臣に対して意見を提出することができる。CPUは国民教育省の内部組織であっ

て議長は国民教育大臣が務めていたが、2007年 12月、大学自由・責任法によって法

人格を与えられて同省からは独立した機関となった。

14 2006年 9月 30日付ル・モンド紙。
15 但し、同時に学生副学長の制度化など、学内構成員（特に学生）の大学運営参加の推

進も図られている。

16 « Avec l’autonomie, les universités doivent apprendre la gestion des ressources humaines » Le 
Monde daté du 1er janvier 2009.  2009年 2月現在、政府から提出された大学教員（ensei-

gnant-chercheur）に関する新政令案をめぐって大規模な抗議活動が大学関係者によっ

て展開されている。

17 更に上級行政官（administrateur civil）の職団に属する上級幹部職員は、国民教育行政

に止まらずに省庁間を異動する。大場（2006a）参照。

18 « Loi Pécresse: ce qui change à partir de la rentrée » Cahier de l’ORS n° 7 du 4 septembre 
2007.

19 フィヨン政権は、効率性を重視した行政改革の中で公務員削減を重要政策の一つとし

ている（2007年 10月 11 日ル・モンド紙 Web版 « La réforme de l’État, "c’est moins 
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d’État", prévient François Fillon » ）。
20 本節の記述は、主として 2007年 9月の訪問調査時に得た情報、パリ第 10大学のWeb

サイト、大学評価委員会（CNE）評価報告書（CNE, 2005）に基づき、特に必要と思
われるときには出典を記した。また、その他の資料については随時出典を記載した。

21 外国語・外国文化、英米学、文学・言語学・哲学、経済・経営・数学・情報、法学・

行政学・政治学、心理学・教育学、社会科学、体育・スポーツ科学技術（STAPS）、

産業システム・通信技術の UFR。
22 2006-2007年度 29,643人（国民教育省統計）。

23 CNE（2005）。
24 1968年 5月、パリを中心として展開された学生・労働者・市民による反政府行動（広

辞苑第五版）。

25 学生副学長については大場（2006b）参照。なお、現行法では学生副学長設置は義務

ではないが、大学自由･責任法で必置となった。

26 フランスの大学の事務組織については大場（2006a）参照。

27 運営支援室の設立時の名称は"Cellule de pilotage"であり、また、訪問調査時（2007年
9月）の名称は"Service évaluation, pilotage et prospective"であるが、主たる任務に変更

は無いと思われ、煩雑さを避けるため本稿での日本語表記は「運営支援室」を一貫し

て用いている。

28 当該 CNE評価の自己評価報告書の作成責任は財務・人事・連携担当副学長（教員）

及び運営支援室長が当たった。2005年 CNE報告は、この実施体制を教職協働の優良

実践事例と捉えている。

29 フランスの（国家）公務員は A、B、Cの 3種類（catégorie）に分けられる。上級行政

官を除いて、A種は最も上級の職員種である。詳細は大場（2006a）参照。

30 通常上位のポストは公務員を対象として公募されるが（大場（2006a）参照）、本件

のような登用方式は例外的である。

31 本記述はサンドラン氏の言に基づくが、指標整備による大学運営の改善は 2005年

CNE報告でも認められている。
32 制度的には 1984年の CNE設置に始まる。CNEは同種の機関では欧州で最初に設置さ

れた機関である（Westerheijden et al., 2006）。
33 C. Musselinは、ボローニャ・プロセスにおいて質保証は学位構造の調査と並んで最重

要課題の一つと捉えている（Musselin, Froment et Ottenwaelter, 2007）。
34 大学長会議（CPU）傘下の大学等の連携組織。加盟機関の分担金、国民教育省の補助

金等を基に、大学等への運営支援活動を行っている。詳細は、大場（2004/2008b）参

照。
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35 パリ第 10大学のサンドラン氏はその委員の一人である。
36 本書第 2章参照。

37 但し、フランスにおいても両者の業務の境界が不明瞭になりつつある領域があること

は、本書第 1章で言及されている通りである。
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第10章　中国の大学職員の専門職化

叶　林

王　琳

　本章は、冒頭に中国の高等教育機関及び大学職員の概念を整理し、次いで、中国にお

ける大学職員について専門職化を軸として、その開発の在り方、実践、直面している課

題等について論じるものである。

1．概念の整理

（1）大学
　中国の高等教育機関には、普通高等教育機関（Regular Higher Education Institutes）、成
人高等教育機関（Adult Higher Education Institutes）、民弁高等教育機関（Non-state/Pri-
vate Higher Education Institutes）という三つのタイプがある。本章での大学は、中国の普

通高等教育機関を指す。

（2）大学職員
　中国において、日本の大学職員に相当する者の定義が、現在において明らかにはなっ

ているとは言い難い。一般的に、学生を除く大学の構成員は「教職工」（教員、職員、

工人）と呼ばれている。教育部1が発行している「中国教育統計年鑑」は、「教職工」を

更に四種類に分けている。それらは、①大学本部の「教職員」、②大学に付属する科学

研究機関の人員、③大学系企業や農場の職員、④附属機関の人員である。そのうち、大

学本部の「教職員」は、「専任教師」（専任教員）、「教補人員」（教学補助者）、

「行政人員」（以下、行政職員と称す）、「工勤人員」（役務職員）に細分される。し

かし、それぞれの概念を詳しく説明する定義は見つけられなかった。

　統計データ（表 10-1）によると、2005年に中国の大学に 157万人いた本部教職員の中
で、専任教員の比例は 62％である。2001年のデータと比べ 10ポイント増加していたが、

教員以外の者、特に行政職員の占める割合（16％）は依然大きい。

　「行政職員」とは、大学における行政事務の処理を通じて、教員の教育研究活動を支

援する職員である。「行政管理人員」とも呼ばれている。行政職員には、通常、①“校

級幹部”（学長、副学長などの上級管理職職員）、②“中層幹部”（各学部部長、各事

務局局長などの中級管理職職員）、③その他の職員が含まれる（本章では、“校級幹部”

と“中層幹部”を「幹部職員」と称し、その他の職員を「一般職員」と称す）。したが

って、行政職員は日本における「大学職員」とは異なり、学長、副学長などの上級管理
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職員を含めた概念として通常用いられる。その意味では、米国の「アドミニストレータ

（Administrator）」に近い概念である。
　本章の目的は、中国の大学におけるこれらの職員のうち、行政職員の専門職化の問題

を考察することである。

表 10-1　中国における大学構成員数の変動（括弧内は％）

専任教員
Full-time Teachers

行政職員
Adm. Personnel

教学補助者
Supporting Staff

役務職員
Workers

合計

2001 531,910(52) 196,232(19) 149,749(15) 148,453(14) 1,026,344(100)

2002 618,419(55) 204,845(18) 149,483(13) 154,598(14) 1,127,345(100)

2003 724,658(57) 225,725(18) 160,180(13) 161,004(12) 1,271,567(100)

2004 858,393(60) 240,017(17) 169,946(12) 169,574(11) 1,437,930(100)

2005 965,839(62) 254,885(16) 178,514(11) 173,182(11 ) 1,572,420(100)

出所：「中国教育 年 」（统计 鉴 2004；2005）

（3）大学職員の専門職化
　中国においては、1990年代末頃、大学職員の専門職化問題が議論となった。当時の主
たる議論は、大学教員と同様に、大学の行政職員の専門職化も発展させなければならな

いといったものである。専門職化（原語：専業化）とは、「学歴がある、高い肩書きを

持つ専門家と教授が大学の行政幹部を担当する手法又は在り方である」（姜国均, 1997）
とされる。このような手法は当時の大学で普及が図られ、重大な大学管理運営体制改革

の措置とも評価された（姜国均, 1997）。
　しかしながら、中国において「専門職化（専業化）」は、定着した概念とは言い難い。

実際、様々な定義が存在している。例えば王栄（2002）は、「大学の職員が高等教育の
修士又は博士号を取得すれば、専門職化は実現される」と述べている。また、「大学職

員の専門職の概念には、二つの意味が含まれる。第一は、大学職員は一定の管理運営に

関する専門知識を持つこと、第二は、これらの者が行政管理の仕事に従事する専任職員

であること」といった主張もある（胡俊国, 2000）。

2．大学職員専門職化に関する研究

　中国最大の文献データーベース「中国知網」 2を利用し、1979年から 2008年までの間
で、本研究との関連文献を検索した。これらの文献を調べることによって、国内の研究

者が大学職員の専門職化に対して有する観点を把握することができると思われる。これ

までの大学職員の専門職化に関する議論は、主に専門職化を促進しにくい原因の検討、
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専門職化対策の一つである「双肩挑幹部」制度への異論、専門職化を促進する措置の探

求の 3点に集中する。以下に、この 3点について記す。

（1）専門職化を促進しにくい原因の検討

　A．モチベーションに欠けること  。管理運営体制の問題で、終身雇用の行政職員が大

学の主要権力を有しているため、教員もしくは学生を支援するという意識が薄い（ 敏赵
・臧莉娟，2007）。したがって、このような職員は自己の開発を追求するモチベーショ

ンに欠ける。

　B．研修が重視されないこと  。多数の大学において、研修の重要性への認識が足りな

い。研修内容が不明確、研修計画と研修機関の欠如などの問題が存在する。

　C．非正常な雇用政策を実施すること  。例えば、退役軍人、行政職員の家族、本学教

員の子供、高級官僚の親戚あるいは子供を雇用するとき、ほとんどの場合は行政職員の

ポストに配置する。採用された者の中には、雇用の最低基準（本科の学歴など）を満た

していない人もいる（呉暁蓓等，2008）。

（2）専門職化対策の一つである「双肩挑幹部」制度への異論
　専門職化の対策の一つとして、中国の大学では「双肩挑幹部」制度が導入されている。

この制度においては、大学の幹部職員は、ほとんどの場合、優れた教員の中から抜擢さ

れる。彼らは、教育・研究だけでなく、大学管理運営も任せられる。教育･研究及び大学

管理運営の双方を担う「双肩挑幹部」と呼ばれる所以である。導入した当初、大学の知

名度や影響度が高められること、大学管理運営の効率を高められるなどといったメリッ

トを多くの人が認めたが、近年、この制度への異論が出てきている。例えば、「精力の

問題で、双肩挑幹部は二つ以上の仕事を同時にうまくいける可能性が低い」（ 敏赵 ・臧

莉娟，2007）、「双肩挑幹部は、大学の教育、研究、財務、後方勤務などの政策を制定

するとともに、教育、研究などの仕事に従事している。不公平な競争を生みやすい」

（劉牧，2004）、「双肩挑幹部を選抜する際、彼らの管理水準より、学術水準のほうが

重視される。結局、管理水準が低い教員が幹部職員になってしまった」などといった批

判がある。更に、「優れた教員を壊す最も便利な方法はこの教員に行政の職務を任せる

ことである」（董雲川，2000）という極端な意見も現れた。

（3）専門職化を促進する措置の探求

　一部の研究者（胡俊国, 2000；劉牧, 2004；呉暁蓓等, 2008）は、専門職化の促進につ

いて若干の方策を提言した。1点目は、各大学に、教員（教授）、学外の専門家、地方

政府及び有識者によって構成された管理委員会を設置し、大学の管理について当該大学

に意見と実施方法を助言することである。2点目は、教職員の中から学術及び管理の両
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方において高い水準を持つ方を抜擢し、幹部職員として登用する。そして任期中は、管

理以外の仕事を兼任するのは認めないことである。3点目は、学内の職員ポストの流動
化を促進し、異動を重ねることによって能力の向上を図ることである。

3．大学職員専門職化のための活動

（1）学内管理運営組織から見た専門職化

a. 伝統組織
　中国における学内の管理運営組織の特徴として、党委書記を代表とした党の組織によ

る政治的管理並びに学長を代表として行政組織による経営管理という二元型管理モデル

が採られていることが挙げられる3。学内ではこれらの管理組織のほか、大学管理運営に

おける民主管理・監督機能を果たすため、「教職員代表大会」が設置されている。

　伝統的な党の組織には、主に紀律検査委員会4、「党委弁公室」（党委員会の事務所）、

組織部（中国共産党の人事を主管する機関）、宣伝部、統戦部、学生事項部（全学学生

の思想教育、学生幹部の養成、学生評価システムの開発、奨学金評定と管理、授業料、

宿泊料の免除申請、学寮の管理などを担当する機関）、武装部、大学院生事項部（大学

院生の思想教育、学生幹部の養成、奨学金評定と管理、アルバイト案内、大学社団の指

導、学寮生活の指導などを担当する機関）、保衛部、退職管理部、団委、労働組合が含

まれる。

　伝統的な行政組織には、主に、学長事務室、発展計画研究室5、国際交流部、教務処、

科学研究処、人事処、保衛処、大学院管理処、総務処、資産管理処、財務所処、不動産

管理処が含まれる。

b. 新たな組織
　最近、幾つかの大学の管理運営組織の中で、専門性が非常に高い組織が設置される例

が見受けられる。例えば、就職指導及びサービスセンター（浙江大学）6、学生就職創業

センター（南京大学）7、心理コンサルティングセンター（北京師範大学）8などが挙げ

られる。浙江大学就職指導及びサービスセンターの場合、総務を担当する主任室以外に、

就職指導部（選択科目の設置、学内関係者に向ける研修活動、個人のためのコンサルテ

ィング等）、発展連絡部（大規模招聘研究会の組織、就職技能研修、卒業生の追跡調査、

実習基地の設置と管理等）、就業管理部（就職政策の制定、協定書の発給、卒業生デー

タ管理等）を設置している。こうした組織は全国の大学で普及している。
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（2）職員開発（Staff Development）から見た専門職化
　上述にも述べたが、大学職員の資質向上はその専門職化と密接に関連している。しか

し、典型的と思われるある大学が公開したデータを見た限りでは、大学職員の資質向上

は決して容易ではないと思われる。すなわち、当該大学の行政職員の内訳は、大学院の

学歴を持つ者 4人、学士号を持つ者は 24人、准教授以上の者は 6人、講師レベルは 12

人であり、学歴の観点から資質改善の余地が大きいと思われる。ただ、教務系の者の年

齢構成は、最高齢が 45歳、40-45歳 8人、30-39歳 2人、29歳以下は 7人と比較的若く
（覃業飛・陳先華, 2005）、今後学位取得を含む研修を進めることによって専門職化の可

能性はあろう。

　その研修の在り方であるが、職員の質向上の主な方法として、国家による職員研修、

機関による職員研修、専門職養成プログラムによる職員研修がある。以下、それぞれの

方法を考察する。

a. 国家による職員研修─主に幹部職員（“校級幹部”、“中層幹部”）対象

　2001年 2月 22日に教育部が公布した『全国教育幹部培訓“十五”規划（全国教育幹部
育成に関する 15規定）』は、現在の大学幹部職員の開発について、以下のように明確に
述べている。

「我が国の高等教育改革と発展の要求に対応して、そして、社会主義的政

治家及び教育家を育成するため、高等教育機関の“校級幹部”は、任期以

内中央党校9、国家教育行政学院、又は省レベルの研修機関で、仕事から離

れて、少なくとも一回の研修を受けなければならない。また、高等教育機

関の“中層幹部”（中青年幹部を中心に）は、将来の“校級幹部”の候補

者として、国家教育行政学院、又は省レベルの研修機関で、仕事から離れ

て、三ヶ月以上の研修を受けなければならない。」

　つまり、“校級幹部”及び“校級幹部”の予備としての“中層幹部”に対しては、強

制的な行政規定の下に、「集合研修」の方式で研修が行われている。そして、当該制度

によってどのような研修が提供されているかについて、以下、国家教育行政学院10を事

例にして詳しく解説してみたい。

　1955年 4月 3日、教育部の行政指令『関与訓練学校領導幹部和教育行政幹部計画的指

示（学校管理職員及び教育行政幹部研修についての計画の指示）』で、初めて教育行政

学院を創設する計画が出され、1955年 9月 4日、教育行政学院が誕生した。当時の教育
方針としては、“政治と業務がともに精通し、理論と実践を結び付ける”ということで

あった。現在は、全国の教育機関の指導幹部、高級管理専門人材を育成する研修センタ

ーとして機能している。

　大学職員に関連する研修には、主なものとして“高等教育機関指導幹部研修班”と
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“高等教育機関中青年世代幹部職員研修班”がある。1982年から 2004年まで、全国の
8,503人の大学職員が研修を受けた。主な研修方式は、シンポジウム、グループ別討論、

学生論壇、交流会、フィールドワーク、独学である。

　以下 2005年に行われた“高等教育機関指導幹部研修班”及び“高等教育機関中青年世
代幹部職員研修班”の概要を見て見よう。

　毎年、教育部の行政命令により、各大学は職員を国家教育行政管理学院に派遣しなけ

ればならない。2005年の“高等教育機関指導幹部研修班”（第 26期）の例を挙げると、
教育部直属大学、部委大学11又は“211”工程に選定された普通大学の現職副学長以上の上

級幹部を対象に、1か月間の研修が行われた。また、2005年の“高等教育機関中青年世
代幹部職員研修班”は、45歳以下で大学の将来を担う中堅幹部職員を育成することを目
的として実施された。その研修期間は 3か月である。
　いずれの研修班も定員は 120人である。研修内容もほぼ同じであり、①“三個代表”12

という党の重要思想と科学発展観、②党指導者の最近の高等教育に関する発言、③高等

教育改革及び発展における重大な現実的問題、大学生に対する政治教育を強化するため

の施策、④党の理論、⑤高等教育理論と大学管理科学、⑥高等教育政策、規定、⑦高等

教育改革の新たな動き、などが含まれる。

　研修中に使われる教科書（高等教育関係）は 41冊である。ここで 41冊の教科書を簡
単に分析し、研修内容を明らかにしたい。まず、図 10-1によれば、教科書の出版年代は

ほとんど 2000年以降であり、最新の情報を受けて教育活動を行うことが分かった。

2001年

2002年

2003年

2004年

1997年2005年

2000年

図 10-1　教科書の出版年代の分布
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図 10-2　教科書の内容分布

　次に、教科書の内容分布を見ると（図 10-2）、大学改革に関する教科書が最も多い
（46.3%）。次いで、イデオロギー教育（17.1%）、海外大学（12.2%）、大学管理
（12.2%）、法令と規定（7.3%）、高等教育理論（4.9%）の順になっている。
　つまり、大学改革をめぐる諸問題（教育、研究、国際交流、カリキュラム開発、質保

証など）が研修の主な教育内容である。また、高級幹部とその候補生として中青年世代

幹部職員の政策能力や理論水準を高めるために、党の重要文献、党の最高指導者の重要

講話などのいわばイデオロギー教育内容も少なくない。ここで指摘すべきことは、まず、

研修を受けた職員は全て大学の管理者であるにもかかわらず、大学管理にかかわる研修

内容は比較的少なく、内容も行政管理、学生管理などに偏重していることである。また、

高等教育理論に関する学習内容も少ない。

　幹部職員に対しては、学外研修を受ける機会だけでなく、学内にも様々な形の研修機

会が存在している。ここで、中国名門大学である清華大学の事例13を挙げてみたい。

　清華大学は現在、世界一流大学になることを目指して、様々な改革を進めている。幹

部職員の業務能力を高めることも、その改革の重要な一環として位置付けられている。

2000年に同大学が公布した『人材養成計画』では、幹部職員の育成が強調されている。

具体策としては、計画制定後の 2～3年以内に、50名の教育・研究職又は管理職の若手
教職員を世界一流大学に派遣し、相手大学の管理運営の経験を学ばせることとしている。

また、毎年 10回程度のセミナーが行われる。対象になるのは若手教授、幹部職員である。

10回のセミナーのうち、1/3は専門分野の発展にかかわるものであり、1/3は大学の管理
運営にかかわるもの、残る 1/3は教学・経営のリーダーが持つべき総合的な資質に関す
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るものである。その具体例として、どのように大学の学術活動を支援するのか、いかに

して理工科出身の幹部職員の教養を高めるのかといったテーマが含まれる。

　また、新しく任命された学部長、学部の党委書記、各事務局の処長14に対しても研修

が行われている。党の規律を保持し、党風を振興するための研修、大学の発展事業計画

を紹介する研修、各管理組織の業務概要と特徴を理解する研修を内容としている。同時

に、各幹部職員のための個人相談システムが作られており、個人のキャリア展望や職務

遂行上の悩みなどについて助言することを目的としている。

b. 機関による職員研修─主に一般職員向け
　幹部職員と比較して、一般職員に向けた系統的な集団研修活動は少ない。主な形式は

個人の自発的な開発活動─在職学歴教育である。つまり、在職中、新たな学位をとる教

育研修方式である。教育時間によって、業余教育15、半脱産教育16、全脱産教育17に分け

られる。更に教育費の負担によって、公費教育、半公費教育、私費教育に分けられる。

最近この方式の研修は制度化され、教職員の質を高める重要な手段の一つとなった。

　以下、いくつかの大学が制定した『教職員在職研修管理規定』に基づき、これらの大

学に共通して存在している研修制度の中身を見てみよう。

①申請の資格

　まず、教員と職員に共通する部分は概ね以下の通りである。

 研修の分野は、申請者本人の従事している業務と直接の関連があるべき、つ

まり、業務に対応する教育でなければならない。

 申請者の仕事に対する態度、例えば、まじめさ、指示に従うこと、向上心が

強いことが研修の条件となっている。更に、一部の大学では、申請資格は業

績審査の結果と結び付いており、合格した者だけに在職学歴研修申請の資格

が認められる。

 一般的に、2年以上の勤務をしなければ研修の資格は認められない。

 年齢制限があり、例えば、一部の大学は申請者の年齢を 45歳以下としてい
る。

 研修中、大学と各部局の仕事に影響しないことを約束しなければならない。

一部の大学は、研修中に学内で決められた業績評価の最低基準を申請者が満

たさなければならないと規定している。

 大学は研修職員に経費的援助を提供するが、各申請者の申請回数に制限があ

る。普通 2回を上回ることができない。
　しかしながら、多くの大学が在職学歴研修を実施する狙いは、職員よりもむしろ教員

の質を高めることにある。したがって、職員の申請については、教員と比較して制度的
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に幾つかの不利点がある。例えば、勤務年限は教員より厳しく要求されている。華南理

工大学の『教職員在職研修管理規定』によれば、教員は満 2年、職員は満 3年の勤務年

限になって初めて研修申請の資格が認められる。また、多くの大学の関係規定には、同

等と認められる条件の場合は、教員を優先して考慮すべきことが明確に書かれている。

これらに鑑みれば、現段階では、大学の指導幹部の一般職員の研修の必要性に対する認

識は必ずしも高くないと言えるだろう。

②申請のプロセス

　申請者は、前年度に申請書を出さなければならない。つまり、それぞれの年に次年の

研修申請が行われる。まず、申請者が所属している部門（研究室、系など）の責任者の

許可を受けてから、学部レベルの審査を受ける。学部は、それぞれの教職員養成計画に

基づいて、予算や申請者の属性にかかるバランスを考慮しながら、次年度の研修計画を

作成し、候補者の選考を行う。最後に、大学の人事処が最終決定を行う。

　したがって、仮に大学の許可を受けず研修を行う場合、学費などの支援はもちろん受

けられず、大学側は、研修者が取得した学歴、学位を昇進等に考慮しない。一方、認可

を受けた研修者については、華南理工大学を例にとると、所属している大学で修士学位

の研修を行う場合、大学（本部）は 70%の授業料を分担する。残りの 30％は、研修者本
人若しくは研修者の所属組織が分担する。そして、他の大学で修士学位の研修を行う場

合も、学費支給額は華南理工大学の授業料の 70%を最高限度とする。

　大学の許可を受けた申請者は、大学人事処の証明書をもらった後、受験の申し込みを

行う。入学試験に合格した者は、合格通知書を持って、大学の人事処で正式的に研修登

録する。その時、申請者は大学側と在職研修協定書を締結しなければならない。それを

通じて、研修者は、研修修了後に現在の大学の職場に戻ることを約束する。

③研修中の取り扱い

　一般的には、在職しながら研修を受ける場合でも、業務の軽減は認められない。しか

し、華南理工大学は、年末審査の時、研修者が研修に要した時間の 1/3を業務に従事し
たものとして認める。また、ボーナスを出すかどうかについては、各部門が決める。一

方、「全脱産教育」あるいは職場を離れて研修を行う場合でも、許可された期間は教職

員の身分を保持する。すなわち研修期間中でも、国家から出される給料は研修者に支払

われる。但し、各ポストの手当ては停止される。研修が終わって大学の職場に戻ること

によって、手当などの待遇が回復される。
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c. 専門職養成プログラムによる開発活動

高等教育      プログラム  

　大学の管理職員を養成することは、ほとんどの高等教育プログラムの人材養成目標の

一つとされている。具体的には、高等教育の新しい知識、新しい理論の習得、独立して

高等教育の管理活動に従事する能力の獲得、一定の研究能力を持つ管理者の養成などが

目的とされている。したがって、中国の高等教育修士プログラムに在学している学生に

は、在職の大学職員が少なくない。そして、この修士課程を通じて、大学職員になろう

とする一般学生も少なくない。

　高等教育という専攻は、厦門大学で初めて設けられ、それから既に約 20年が経過した。

同大学では、1984年に中国で最初の高等教育修士プログラムが、そして、1986年に最初
の高等教育博士プログラムが創設された。現在、同大学以外にも、北京大学、華東師範

大学、華中科学技術大学などの大学で高等教育博士プログラムがあり、全国で約 80の修
士プログラムが提供されている。2008年現在、修士課程だけで 600人以上の学生が在籍
している。

　一般的に修士プログラムの修業年限は 3年である。最初の 2年間で講義を履修して必
要な単位を取得するとともに、大学管理の現場で実習を行う。そして、最後の 1年間で
修士論文を書くのが一般的である。3年で 34単位を取得しなければならない。
　高等教育プログラムには、高等教育経済学、高等教育社会学、高等教育管理、高等教

育理論、中国と外国の高等教育史、比較高等教育、高等教育組織、高等教育評価、教育

の理論などといった科目が幅広く設置されている。これらの科目を見る限りにおいては、

少なくとも、今後の大学職員の能力を高めるための基礎知識を涵養するという役割を果

たしていると言うことができよう。しかし、これらの教育課程は、更なる管理運営の向

上に不可欠とされる大学職員の専門能力を養成するための内容としては不十分であると

考えられる。例えば、大学の経営論、学生支援に関する内容はほとんど見られない。現

在、中国の高等教育学カリキュラムの開発者には、大学専門職員を養成するという意識

はまだまだ薄いのではないだろうか。

　しかしながら、こうした問題の改善に結び付くと思われる新しい動きが既に幾つか見

られる。以下、その中の一つとして、北京大学の連携プログラムを紹介する。

高級教育行政管理博士プログラム

　大学行政管理職員の専門能力を高めるため、北京大学教育学院、国家教育行政学院、

米国のペンシルバニア大学の三者が連携し、2003年に“高級教育行政管理博士”（Exec-
utive Ed.D.）というプログラムを開設した 18。2008年までに、42名の学生がこの博士課

程に入学した。
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　当該プログラムは、外国一流大学の同類プログラムの経験を参考にして、大学行政管

理に関する実践的なカリキュラムを設置し、実用性の高い行政管理職員の養成を目指し

ている。学生募集の対象は、主に初等中等教育機関の幹部職員、大学の幹部職員、私立

教育機関の理事長その他の幹部職員などといった指導的立場にある者である。冬季休暇

及び夏季休暇の集中講義と普段の遠隔教育にて教育活動を行っている。卒業年限は通常

4年である。教育内容には、研究の方法論、中国高等教育史、外国高等教育史、高等教

育の政策と戦略、現代大学の理念と使命、大学の戦略的管理、近代大学の制度などが含

まれる。

　このプログラムは、大学専門職員を養成することを意識をしながら作られた。将来の

専門的大学職員の養成に重要な役割を果たしていくであろうと思われる。しかし、今回

手に入れた資料は少ないため、これらのプログラムは具体的にどのように専門職員を養

成しているか、一般の職員に向ける計画はあるのかどうかといった問題の検討は、今後

の課題である。

4．結論

　中国においても、高等教育をめぐる近時の環境が大きく変わっている。教育内容、教

育方法などの革新や改善を推進するだけでなく、経営体としての大学の管理・運営の方

法や、教学・事務組織の在り方などについて革新を迫られている。その中には、学長や

副学長のリーダーシップ育成を始め、経営力を持つ幹部職員の育成事業を推進し、実施

していくための体制構築が含まれなければならない。また、一般職員においても、いち

早く経営的専門知識を身に付ける必要性があろう。

　世界で見られる高等教育の市場化は、中国高等教育においても同じように進展してい

る。むしろ、大学ランキングや教育・研究評価の在り方、公立の大学が設置する独立学

院や各種企業、民弁（私立）大学の発展に鑑みれば、日本よりも市場化が進んでいると

も考えられよう。したがって、大学の経営能力の向上は不可欠であり、それに向けた職

員の資質向上─専門職化と密接に関係する─は喫緊の課題である。近年、一部ではある

が研究者によって行政職員の専門職化が議論され始めた。そして、大学の管理運営にお

いても、従来からある伝統的な行政組織が変わりつつある。そして、制度上では、大学

職員の専門職化を促すため、教育部は 2000年から職員制改革を推進している。公的には、

この改革は大きな成果をもたらしたと言われた19。

　行政職員の専門職化を促進するための基盤は研修制度である。しかしながら、前述の

ように現状では、主に大学幹部職員を対象とする国家の職員開発（研修）制度において、

幹部職員の経営力を育成する意図は薄いと見られるのである。研修の内容を見る限りで

は、学長や学部長、事務局長等の役割、大学の資金調達･運用、マーケティング戦略、外

112



部との協調（産学協働、募金活動など）といった大学経営に関わる内容は極めて少ない。

また、一般職員の場合、主に学歴の向上、高等教育の基礎知識を身に付けることを中心

に職員開発が行われている。そこでは、入試戦略、就職戦略、人事戦略等に関する大学

経営的専門知識にかかる研修は、幹部職員の研修と比べても更に少ないのが現状である。

　こうした状況に鑑みれれば、今日の中国の大学にとって、大学経営や管理運営に関す

る基礎知識や最新の動向と課題を学ぶための研修制度を、今後優先して構築していくこ

とが望まれる。

注

1 日本の文部科学省に相当する国の機関。

2 http://www.cnki.com.cn/
3 党委運営会議及び学長運営会議については叶（2006）参照。

4 党の路線の実行や党紀の整頓、党員の腐敗などを監督する機関。

5 専門分野の計画、調査、評価、そして、国内外の先行研究の収集。中期目標･計画、

将来構想を従事する。

6 http://www.career.zju.edu.cn/cs/
7 http://job.nju.edu.cn/
8 http://www.bnu.edu.cn/xlzxzx/bj.htm
9 中国共産党が設置する中央党校は、共産党の高級・中級幹部と理論家を対象とする政

治研修機関。

10 http://www.naea.edu.cn/（2005.7.28） 

11 中央の各関係行政部門が教育部と協力して管理を分担する高等教育機関、主に当該の

行政部門のために専門人材を養成する。

12 「三個（个）代表」とは、中国共産党が①先進的生産力の発展要求、②先進的文化の

前進方向、③中国の最も広範な人民の根本的利益の三つを代表するという党の建設理

論である。

13 http://www.gzpi.gov.cn/20041020oldbak/xingwen/2000/11/200001102211.htm（2005.7.28）
14 概ね日本の課長級に相当する職員。

15 業務をしながら教育を受けること。

16 業務と教育を半々に行うこと。

17 職場を離れて教育を受けること。

18 http://www.naea.edu.cn/edunews/view.asp?contentid=458（2005/08/01）
19 職員制改革については叶（2006）参照。
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